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はじめに 

 

 

新型コロナウイルスの影響が長期に及ぶなか、地域構想研究所（ 以下、研究所）の各研

究プロジェクト活動の実施にあたっては引き続きさまざまな制約や困難がつきまとった。

そうした状況下で一定の研究成果をあげることができ、加えて紀要としてこの『地域構想』

をまとめることもできたことに対して、関係各位に敬意を表し感謝申し上げる。 

さて、その背景となったこの１年間の研究所の大きな動きについて振り返ってみたい。 

研究所が中心となって全学的に進めている地域連携については、道府県の中で最も大正

大学に近接している埼玉県の自治体としては初めて北本市にご加盟いただいたことを含め、

連携自治体（コンソーシアム加盟あるいは連携協定締結）数は年度末には98となり、３桁の

大台に間近なところまで迫るに至った（追記：令和４年度早々に100自治体を突破）。また、

自治体以外にも、日本離島センターや良い仕事おこしフェア実行委員会、そして追手門学院

大学などとも今後の展開が期待できる新たな連携を結ぶことができた。 

兵庫県淡路市との連携協定に基づいて2020年４月に開設した研究所淡路支局については、

コロナ禍のために開所式の延期を余儀なくされてきていたのだが、これも10月に無事開催

することができた。 

他方、地域人スピリットの端緒となった東日本大震災の折に発足した「私大ネット36」は

27大学の参加を得て成果を上げてきたが、今般、10年という取り組み期間の満了を迎え、予

定通りその活動に終止符を打った。 

研究所の新たな人材育成事業に目を向けると、令和２年度にスタートした自治体職員対

象の地域戦略人材塾はオンライン開催ということもあって順調に回を重ね、全国からご参

加の皆さんにご好評をいただいている。これと対照的に、リーダー育成を目的とした未来創

造塾は対面開催にこだわって成果を上げていく方針であるため、残念ながら今期は開催す

ることができなかった。 

さらに、10月に開催した防災セミナーは好評で、シリーズ化しての開催を望む声も寄せら

れている。また2022年２月に開催した定例シンポジウムは奄美・沖縄エリアの世界自然遺産

登録を契機としたものであり、IUCNの共催や各方面の後援・協力のもとで、各地の首長はじ

めこのテーマに中心的に関わってこられた方々にご登壇いただいた。自然環境の保全と地

域活性化という二つの命題をいかに両立させるかということなど、大変に熱心な議論が交

わされたところだ。こちらも今後の展開に期待する声が寄せられている。 

また、昨年より大正大学の全専任教員が研究所の研究員を兼ねるとことが規程化された。

今後はその枠組みをベースに種々の活動が展開されることになるだろう。 

この『地域構想』も将来はさらに厚みを増していくものと考えている。 

 

地域構想研究所副所長 首藤正治 
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経済学の新展開と地方創生 
 

小峰 隆夫  

大正大学 地域構想研究所 教授  

 

（要旨） 近年、経済学の知識が社会的に実装され、現実の政策に活かされるようになっ

てきた。本稿ではそうした社会実装の中から三つの例を紹介する。一つは、EBPM（証拠

に基づいた政策立案）である、ロジックに基づいて、できれば比較テストを経て政策を

練り上げていくのである。二つ目はナッジである。これは、人間の行動には不合理なバ

イアスがあるという行動経済学の知見を利用して、人々の行動を望ましい方向に誘導し

ようとするものである。三つ目は、フューチャーデザインである。これは、将来の人々

は現時点での政策決定に参加できないという民主主義の原理的な欠点を補完するため

に、一部の人に仮想将来人になってもらうというものである。いずれも実例が積み重ね

られつつあり、地方公共団体での活用が待たれる。 

 

キーワード: EBPM、行動経済学、ナッジ、フューチャーデザイン 

 

 

１．経済学と地域創生 

 

 私は、経済学を専門としているので、いつも「経

済学は地域問題にどう貢献できるのだろうか」と

いうことを考え続けてきた。この点についての私

の考えは次の通りである。 

普通、「地域創生に貢献する」というと、「どう

すれば地域を活性化できるか」という即効的な議

論を期待されることが多い。しかし残念ながら、

「経済学の知識を身に付けたからといって地域活

性化の素晴らしいアイディアが湧いてくるわけで

はない」「経済学を身に付けた人の方が、そうでな

い人よりも、うまく地域の活性化をリードできる

というわけではない」というのが私の率直な感想

だ。ただし、経済学が役に立たないわけではない。

経済学は、地域問題を理解し、より効率的に地域

行政を行っていく上で役に立つ面がたくさんある。 

これは、企業経営と経営学の関係に似ているよ

うな気がする。経営学を学ぶ人の動機は、現実の

企業経営にその知識を生かしたいということだろ

う。しかし、経営学を熱心に学べば企業経営に成

功するかというと、どうもそうは限らないようだ。

しかし、経営学で学ぶバランスシートの見方や経

営分析の手法は、企業の現状を客観的に把握し、

一見しただけでは目につきにくいような課題を発

見するのに役立つだろう。 

経済学も同じだ。経済学を知れば地域を活性化

できるわけではないが、経済学を知れば地域問題

をより客観的に理解し、多くの問題を効率的に処

理していくための手法を身に着けることができる

はずだ。 

 さらに加えて私は、経済学の近年における進歩

に期待したい気持ちがある。経済学は日々進歩し

ている。近年の経済学の展開で特徴的なことは、

経済学の成果が社会的に実装され、政策をより良

いものにする上で現実に成果を出しつつあること

だ。 

かつては経済学の議論というと「成長率を高め、

デフレから脱却するためにはどうすべきか」「日

本経済はなぜ長期低迷しているのか」「これから

景気はどうなるのか」といったものが多かった。

いずれも重要な問題であり、これからも議論され

ていくことは間違いないのだが、どうしても「あ

あでもない、こうでもない」ということになるこ
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とが多い。 

しかし、近年では、理論、実験、データ処理を

通じて「経済学で現実の問題を目に見える形で解

決する」という時代になってきたようだ。工学的

な技術の領域に近くなってきたのかもしれない。

本稿では、経済学の発展中で生まれてきた地方創

生に役立ちそうな考え方をいくつか紹介してみた

い。 

 

２．政策立案に普及する EBPM 

 

（１）エビデンスに基づいた政策立案―EBPM  

地域創生策をめぐる政策環境は決して楽なもの

ではない。人口問題、福祉の充実、環境問題、新

型コロナ感染症の予防など、難しい課題が次々に

現れる一方で、財源の余裕はなくなってくる。議

会の要求にも応えていかなければならない。こう

した中で近年各方面で力を入れられようになった

のが EBPMという考え方である。 

EBPM というのは、 Evidence-Based Policy 

Makingのことで「証拠（エビデンス）に基づく政

策形成」と言われているものだ。ではエビデンス

に基づくとはどういうことなのか。 

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティングの「エビ

デンスで変わる政策形成」（政策研究レポート2016

年２月12日）は、イギリスにおけるエビデンスに

基づく政策形成の動きをレポートしたもので、大

変参考になる。以下の記述も、このレポートに基

づくところが大きい。 

EBPMは、欧米で急速に導入が進んでいるが、そ

れには、財政制約が厳しくなる中で、政策資源を

できるだけ効率的に配分していこうという動機が

あったとされる。日本ではまだ緒についたばかり

だが、国のレベルではかなり急速にその考え方が

浸透しつつあり、各省では EBPM の責任部署を定

め、担当官を置いてその活用に取り組み始めてい

る。地方公共団体でも取り組む自治体が増えつつ

ある。 

EBPMの第１歩は「ロジック・モデル」の作成で

ある。ロジック・モデルというのは、その事業が

最終的に目指す目標をどのような道筋で実現しよ

うとしているのかを体系的に図示したものだ。一

般的には、インプット（政策的にどんな資源を投

入するのか）⇒アウトプット（政策によって何を

生み出すのか）⇒アウトカム（活動によってどん

な成果が得られるのか）⇒インパクト（政策によ

って最終的にどんな変化が生まれたのか）という

順番で示されることが多い。 

エビデンスには「現状把握のためのエビデンス」

と「政策効果把握のためのエビデンス」がある。

例えば、就労支援プログラムの場合を考えると、

まず、現状把握のためのエビデンスとして、無業

者の数や失業給付費などがある。こうした現状を

把握して、その政策対象の量的・質的重要性を把

握しておく必要がある。日本では、本当にこの政

策を求めている人がいるのか？と思わせるような

政策が出てきたりするのは、現状把握エビデンス

が足りないからだ。 

政策効果把握のためのエビデンスは、前述のロ

ジック・モデルの各段階の具体的なデータで、例

えば、インプットは、その事業のために投じられ

た予算や人員、アウトプットは、プログラムへの

参加者数、アウトカムは、受講者がスキルアップ

した程度や就業状況の改善度合い、インパクトは、

参加者の将来所得、それによる税収といった具合

である。 

さてここで重要になるのが因果関係だ。例えば、

ＡとＢが同方向に変化した場合、Ａが原因となっ

てＢという結果が生じたのか、逆に、Ｂが原因で

Ａが結果なのかを確かめる必要がある。別の要因

が作用している可能性もある。つまり、Ｃが原因

となってＡとＢが同時に生じているのかもしれな

い。こうした因果関係をデータを使って確定しよ

うというのが次に述べる RCTのような手法なので

ある。 

こうしたエビデンスについては、前述の因果関

係が特定され、政策的な効果が明瞭になるのが質

の高いエビデンスとなる。その中で最も質が高い

とされているのが RCT という手法を使った分析で

ある。RCT というのは、ランダム化比較試験

（Randomized Controlled Trial）と呼ばれている

もので、医薬品の効果の判定では広く使われてい

る。例えば新薬の効果を確かめる場合、同じよう

な状態にある患者を二つのグループに分け、一方
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には新薬を投与し、もう一方には効果のない偽薬

（プラシーボという）を投与。二つのグループの

差を分析して新薬の効果を確かめようというもの

だ。「ランダム化」というのは、二つのグループ

の参加者をランダムに（無作為に）選ぶというこ

とである。ランダムではなく、希望者を募ったり

すると、効果がありそうな人ばかりが実験対称に

なってしまったりするというバイアスが生じてし

まうからだ。 

これまで経済・社会現象については実験ができ

ないとされてきたのだが、近年はデータの集積、

分析手法が高度化してきたため、経済・社会分野

にも実験的な手法を適用することが可能になって

きている。こうした分析技術の向上とデータ整備

の進展が、近年 EBPM が広まってきた背景である。 

 

（２）EBPM と地方創生 

この EBPM は地域創生という観点からも重要な

役割を果たしそうである。例えば、エビデンスを

重視するという姿勢の変化は、「エピソードから

エビデンスへ」という表現が分かりやすいと思う。

地域の活性化というと、しばしば活性化に成功し

た地域を訪問して、当事者から話を聞いてくると

いうことが行われる。いわゆる「視察」である。

ところが、成功した地域に視察に行った結果、視

察をしてきた側の地域が同じように成功したとい

う話はあまり聞かない。これにはいろいろな理由

があるだろうが、成功した地域から成功のエピソ

ードだけを聞いてくることになりがちだというこ

とも影響しているように思われる。成功した地域

の話を聞くと、「こんな事態に直面して、 ○さん

がこういうアイディアをやってきたらうまく行っ

た」という話になりがちだ。これはエピソードで

あり、それを具体的なロジックとデータで裏付け

ていって初めて本当の成功要因が抽出できるので

はないかと思う。 

なぜ地域においても EBPM が必要なのかを改め

て整理しておこう。EBPMの特徴はロジックとデー

タである。なぜその政策が必要で、どんなメカニ

ズムで初期の効果を発揮するのかをきちんとした

ロジックで説明する。その際、問題点の把握、政

策効果の検証などに、可能な限りデータを使って

分析する。これが EBPMの基本である。この考え方

は、次のような点でこれからの地域問題を考える

上でも有用である。 

第１は、これからは財源の効率的な配分が喫緊

の課題となるから、従来にも増して政策の吟味が

必要になることだ。多くの地域で人口が減少して

経済的な基盤が弱まる一方で、高齢化の進展によ

り社会保障分野を中心に行政ニーズはさらに高ま

る。EBPMの発想で、できるだけロジックとデータ

に基づいて政策の必要性と効果を検証することに

より、「同じ予算で、より効果的な政策」を目指す

べきではないか。 

第２は、これからは住民の理解を得ながら政策

を進めることがますます重要になってくることだ。

今後現れてくる政策課題には、一部の住民には不

満が高まるようなケースを想定すべき政策も増え

てくるだろう。例えば、少子化で小中学校生が減

少して行ったとき、学校の統合が問題になるが、

一部の住民は不便になるだろう。また、住民サイ

ドの多様性も高まりそうだ。同じ地域に、若年層、

勤労者層、高齢者が、子育て中の女性が、ハンデ

ィキャップのある人、外国人など多様な人々が居

住する。地域政策はこうした多様な構成の住民の

理解を得ながら進めなければならない。こうした

場合、単に政策の必要性を訴えるだけではなく、

それをデータで裏付けながら説明することで、住

民の理解を得やすくなるだろう。 

第３は、データの活用という点でも EBPMは重要

だ。今やデジタル化が急速に進んでおり、それに

合わせて各種のデータが集まるようになってきた。

マイナンバーが更に浸透すれば、個人情報も蓄積

されていく。こうしたビッグデータの蓄積がデジ

タル社会の大きな特徴だ。EBPMの手法を活用すれ

ば、集積されつつあるビッグデータを使って、き

めの細かいサービスの提供や、個人のニーズに合

わせた施設整備、制度設計などが可能になるはず

だ。 

 

（３）EBPM の実例 葉山町の場合 

 具体例を挙げることにしよう。ここで紹介する

のは、神奈川県葉山町で行われた資源ごみの集積

場における誤投棄を防ぐための取組である。以下
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の記述は、神奈川県のホームページ紹介されてい

る「自治体における EBPMの推進に向けて」という

フォーラムでの、葉山町政策財政部大前正嗣氏の

発表に基づいている。 

 葉山町では、ごみ減量化・資源化、きれいな街

並みを目指して、ごみ収集の方式を変更し、「可燃

ごみ、不燃ごみなどの無料の戸別収集」と「資源

ごみの集積場（資源ステーション）への持ち込み」

という二つに分けることにした。しかし、不適切

な投棄が多く、ステーションの周辺にゴミが散乱

するという問題が生じた。 

 町では「不法投棄は犯罪です」と書いた看板を

設置したり、町内会でチラシを配布したりしたが

事態は改善しない。ここから EBPMの実践が始まる

のだが、それは４つのステップに分かれる。 

 第１のステップは、現状把握だ。収集が終わっ

た後の158か所のステーションを観察して、どんな

ゴミが、どのように、どれだけ残されているかを

調べたのである。すると、事前の思い込みに反し

て、悪意のある不法投棄は少なく、単純な分別間

違えや排出場所の間違えが多いことが分かった。 

 第２のステップは、住民参加型の対策の検討で

ある。ワークショップを何回か開いて検討した結

果、「間違えやすいゴミに特化したチラシの配布」

「収集後の後出しを防ぐための『収集終了』の看

板設置」という二つの対策が選択された。 

 第３のステップは、対策の効果の検証で、ここ

で EBPM 特有のランダム化比較試験（RCT）が登場

する。すなわち、ステーションを「チラシの配布

を行うグループ」「収集終了の看板を出すグルー

プ」「何もしないグループ」の三つに分けて、その

違いを検証したのである。その結果、チラシの配

布はかなりの効果があるものの、その効果は長続

きしにくいこと、看板の設置はある程度の効果が

あり、その効果は長続きすることが分かった。 

 最後の第４のステップは対策の実行である。チ

ラシについてはバリエーションを増やして、タイ

ムリーな利用が可能なものとし、収集終了の看板

については、予算化して全ステーションに設置す

ることとなった。 

 以上が葉山町における EBPMの実例である。この

例からは、①現状把握だけでも、データを整備す

ることによりかなりのことが分かってくること、

②ランダム化比較試験というと難しそうに聞こえ

るが、工夫すれば実行可能であること、③お金は

あまり必要ではないこと、④エビデンスに基づい

た議論を展開することにより、誰もが納得し、か

つ持続的な効果が期待できる対策を見出すことが

できることなどが分かる。 

 今後、こうした地方における EBPMの例は増えて

いくに違いない。それは劇的に地方を活性化する

ものではないが、政策を効率的に企画・立案・実

行する上での重要なツールであることは間違いな

い。さらにこうした取り組みが広がっていって欲

しいものだ。 

 

３．行動経済学とナッジ 

 

（１）伝統的な経済学と行動経済学  

ナッジというのは聞きなれない言葉かもしれな

いが、今や特に公共部門で急速に浸透しつつある

考え方である。簡単に言うと、人々の考え方には

「バイアス」があるので、むしろこのバイアスを

うまく使って、人々の行動をより望ましい方向に

誘導しようというものだ。 

では人々の行動にはどんなバイアスがあるのか。

それを解明するのが行動経済学である。行動経済

学という分野は、私が大学で経済学を学んでいた

頃（もう50年くらい前だが）には全く存在しなか

った分野だ。それは伝統的な経済学とかなりフレ

ームワークが異なっている。 

伝統的な経済学では、経済を構成する人々は、

自分の経済状態や、自分が持っている情報を踏ま

えて、自らが最適な状態になるように合理的に行

動するという前提を置いている。これに対して、

行動経済学は、現実の世界では人々は合理的では

なく、バイアスを伴った行動を取ることがあると

する。 

 実例で考えた方が分かりやすいだろう。私が最

もなるほどと思うバイアスに「損失回避バイアス」

というものがある。これは私自身も、大正大学の

授業で確かめてみたことがある。まず学生に「サ

イコロを振って偶数だったら１万円貰えるが、奇

数だったら１万円払う」と言われたらどうするか
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を聞いてみる。これには圧倒的に多数の学生が「サ

イコロは振らない」と答える。これは誰もが「１

万貰う」嬉しさよりも、「１万円損する」悲しさの

方を大きく評価しているからだ。これが「損失回

避バイアス」である。 

実験をさらに続けてみよう。次に「偶数だと１

万２千円貰えて、奇数だと１万円払う」という場

合はどうかを問うと、これもサイコロを振らない

学生が多い。偶数か奇数かの確率は50％だから、

サイコロを振ることによる期待値は１千円（1.2万

円×0.51－1万円×0.5）だから、合理的にはサイ

コロを振った方が良い。しかし、現実には振らな

い方を選択するのである。さらに、貰える金額を

１万５千円、２万円と引き上げていくと、さすが

にサイコロを振るという選択が増えてくるのだが、

２万円を越えてもまだ振らない人が結構いる。 

 この損失回避バイアス以外にも、人々の行動に

は「周りの人々の行動に影響を受けやすいこと（同

調効果という）、「本来は考慮しても仕方のない取

り返せないコスト（サンクコストという）を考慮

してしまうこと」「つらいことを後回しにして、楽

しいことを優先してしまうこと（現在バイアスと

いう）」などのバイアスがあることが知られている。 

 

（２）ナッジとその実例  

こうして人間の行動には合理性からかい離した

バイアスがある。このバイアスをうまく利用しよ

うというのがナッジである。nudgeというのは「肘

でつつく」という意味で、そっと働きかけること

によって行動を促すということだ。 

このナッジは、既に各方面で活用されつつあり、

環境省ではナッジの例を集めて「ベストナッジ」

を選定しているほどだ。2021年度のベストナッジ

二つを紹介しよう。 

一つ目は、つくば市が取り組んだ「避難行動支

援者名簿の作成」である。 

市町村は災害時に自力で避難することが難しい

「避難行動要支援者」の名簿を整備し、こうした

人たちの情報を集めておくことが義務づけられて

いる。災害時には、民生委員など避難を支援する

人たちにこの情報が提供されることになっている。

ところが、市町村が災害時の避難計画を立てる時

に、この要支援者の情報を使おうとしてもそれが

できない。災害時でない平時には、本人または保

護者の同意がない限りは、この情報は提供されな

いことになっているからだ。そこで、つくば市で

は、毎年、新たに要支援者に登録された人たちに

「平時においても情報を提供することに同意する

か否か」を問う通知を郵送し、本人の意向を確認

している。しかしこの通知の返送率は40％程度に

とどまっていた。この返送率をもっと引き上げる

ためにナッジを使えないか、というのがつくば市

の問題意識であった。 

具体的に考えたのは、郵送する際の封筒に記載

するメッセージを工夫することだった。つくば市

では効果を検証するために、対象者を４つのグル

ープに分けて、それぞれの封筒に異なるメッセー

ジを印字して郵送してみた。異なるメッセージと

いうのは「メッセージなし」「〇月○日までにご返

送ください」「〇〇さまに大切なお知らせです」「避

難支援を受けられる可能性があります」の四つで

ある。 

結果は、返送期限を入れたグループの返送率が

52.8％で最も高かった。これは、メッセージなし

のグループ（39.8％）よりかなり高い。この結果

を受けて、対象者全員に返送期限を明示した封筒

で郵送したところ、回答率は64.2％となり、前年

より26.5％も上昇した。 

ベストナッジ賞を受けたもう一つは、三菱リサ

ーチ＆コンサルティングが、横浜市戸塚区と共同

で実施した固定資産税の口座振替勧奨事業である。

横浜市の場合、固定資産税は、納付書を受けて金

融機関やコンビニで払い込みをするか、口座振替

かを選択することができる。しかし、納付書を選

択したケースでは、どうしても納付忘れがあり、

その場合は、市が督促状を送ったりするというコ

ストが発生する。市としては、口座振替を選択し

てもらえれば、納付忘れもなくなり、市も余分な

コスト負担がなくなる。そのための事業が「口座

振替勧奨事業」である。しかし、2019年度の場合

は、ダイレクトメールを発送して、口座振替の申

し込みを受けたのは6.1％に過ぎなかった。そこで、

ナッジを利用して、口座振替を増やせないかと考

えたわけである。 
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工夫したのは、案内のチラシである。まず、そ

れまでのチラシよりも言葉をシンプルにし、内容

は必要な情報に限定し、動作指示は具体的かつ明

確になるようにした。「延滞金発生のリスクを減

らす」という損失回避のメッセージを加えた。期

限も明示するようにした。そして、「送付なし」

「通常のチラシ」「ナッジ版のチラシ」の三つのグ

ループに分けて実際にチラシを配布してみた。す

ると、通常のチラシの場合は、申し込み率が8.4％

だったのに対して、ナッジ版は17.2％となったの

である。 

この結果は、総務省を通じて全国の自治体に共

有されており、チラシも自由に活用できる状態と

なっている。 

 

４．フューチャーデザインという考え方 

 

（１）サステナビリティ問題とフューチャーデザイン 

 近年、 地方創生との関係で 「サステナビリテ

ィ」という言葉をしばしば見かけるようになった。

「サステナブルな地域活性化」、「サステナブルな

観光」などといった言葉を目にしたりするように

なった。 

 経済学の分野では、サステナビリティという概

念はかなり前から存在した。私のサステナビリテ

ィの定義は「現在は問題がなくても、その状態を

続けていると、将来大きな藻内に発展するような

問題」ということである、典型的な例をいくつか

あげよう。 

 一つは地球温暖化問題だ。温暖化ガスの排出に

よって、温暖化が進んでいるのだが、現時点でそ

れによって破壊的なことが起きているわけではな

い。しかし、現状のような温暖化ガスの排出が続

くとき、温暖化がさらに進むと、海面の上昇、シ

ベリア永久凍土の溶解、熱帯地域特有のマラリア

の広域化などのとんでもないことが起きる。 

 もう一つの典型例は、財政赤字だ。現在、日本

のフローの財政赤字は先進諸国中最悪である。し

かし、今のところこれといって財政赤字を理由と

する問題は起きていない。しかし今のようなフロ

ーの赤字を続けていると、累積赤字の GDP 比はど

んどん上昇していく。その比率は現在 GDPの2.5倍

程度となっているのだが、これが３倍、４倍とな

っていったら、どこかの段階で経済に破滅的なこ

とが起きる可能性が高い。 

 さて、ここで定義したようなサステナビリティ

問題は、現在の民主主義の下では適切な対応が取

られにくい。現時点では大きな問題が起きていな

いので、現世代だけが参加する民主主義の下では、

問題意識が十分浸透しないのである。財政再建も

温暖化対策も現世代に何らかのコスト負担を強い

ることになるのだが、その恩恵を受けるのが将来

世代で、自分たちではないという状況の下では、

進んでコストを負担しようとはしないのである。 

 仮に、将来世代が現時点での政治的意思決定に

参加できたら、「温暖化ガスの排出を抑制してく

れないと我々が大変なコストを払うことになる」

「財政を再建しておいてくれないと我々の世代が

大きな被害を受ける」と発言するはずだ。 

 この「将来世代の考えを反映できない」という

ことは、我々が依拠している民主主義の大きな制

度的欠陥だと言える。これはちょっと対応できそ

うにない欠陥だが、これを何とかしようという試

みがある。それが「フューチャーデザイン」とい

う考え方である。 

 フューチャーデザインというのは、民主主義や

市場の意思決定に将来世代を取り込むような仕組

みをデザインし、それを実践していこうというも

のである。日本初の考え方で、高知工科大学の西

條辰義教授、大阪大学の原圭史郎教授らを中心と

したグループが提唱したものである。 

 もちろん、まだ存在しない将来世代の声を聞く

ことはできない。そこで、西條氏らのグループが

着目したのが、現世代であっても完全に自己中心

的なのではなく、自分たちの利得を削ってもいい

という気持ちを持っていることだ。これは将来世

代が「将来可能性を持つ」という。この将来可能

性が最も発揮できるような仕組みをデザインしよ

うというわけである。 

具体的には、意思決定の際のグループの中に「仮

想将来人」を入れるのである。参加者に仮想将来

人になって、例えば20年後の人になったつもりで

プロジェクトを考え、意見を出してもらうのであ

る。このフューチャーデザインの考え方は既にい
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くつかの地方公共団体で試みられており、かなり

成果が出ている。 

 

（２）フューチャーデザインの実例  

 大正大学の地域構想研究所では、私が塾長とな

って「地域戦略人材塾」を開き、地方公共団体の

職員の方々に、地域創生に役立ちそうな新しいア

イディアを紹介している。この塾で、21年10月に、

フューチャーデザイン（以下、FD）の提唱者であ

る高知工科大学の西條辰義先生とその実践経験者

である岩手県矢巾町の高橋雅明さんにご登壇いた

だいた。このお二人の話を元に、FDの考え方を地

域創生にどう生かせるかを考えてみよう。その代

表例が、岩手県矢巾町のケースである。 

 岩手県のほぼ中央に位置する矢巾町は、盛岡市

に隣接する、人口約２万７千人の小さな町である。

この矢巾町における FDの始まりは、2012年の水道

事業の見直しであった。矢巾町の水道は、当時、

創設から50年以上が経過しており、老朽化が進行

していた。これに対応するには、水道管の更新が

必要であり、そのためには水道料金を値上げせざ

るを得ない状況だった。しかし、町民にそれを理

解してもらうのは難しかった。値上げして更新工

事を行っても、それまでの水道サービスが維持さ

れるだけであり、特に住民サービスが向上するわ

けではないからだ。 

 そこで市民の代表による議論の場としてのワー

クショップを開き、その際に将来世代の利益代弁

者として仮想将来世代グループと現世代グループ

を置いて討論してもらった。すると、現代世代グ

ループでは、現状の課題や満たされていないニー

ズを中心に課題解決策が提示されたのに対して、

仮設将来世代グループでは、将来の視点から現在

を考えるという思考法が見られたという。なお、

この将来から現在を見るという手法は、バックキ

ャスティングと呼ばれている。現在から将来を見

るフォーキャスティングの逆という意味である。 

こうしてワークショップの議論を重ねた結果、水

道料金を引き上げるという提案が賛同を得ること

になった。現在の視点から見ると、当面の水道サ

ービスに直ちに不具合が生じるわけではないから、

水道料金の引き上げは単なる負担に感じられる。

しかし、将来世代の視点に立ってみると、水道管

の更新が行われなかったことにより、水道サービ

スの質が低下するという不都合な真実がまず現れ

るから、それを防ぐためにはさかのぼって現代に

おいて値上げしておくべきだということになるの

であろう。 

高橋さんの経験談の中で特筆すべきなのは、参

加者の反応だ。市民からの参加者は「新鮮な経験

ができた」「楽しくやりがいがあった」という感想

が寄せられたという。行動経済学では、人々は損

得勘定だけで動くのではなく、他人の役に立ちた

いという動機も強いとされている。おそらく仮設

将来人になった人は、自分の力が将来の人の役に

立ったという実感を持ち、やりがいを感じたので

あろう。 

なお、FDは、行政サイドの職員からも好評だっ

たという。市民との対話と言っても、その現実は

クレームや身勝手な要求が多く、つらいという面

があったが、FDの場合は、参加者の議論が建設的

で、行政職員にとっても勉強になったという感想

が寄せられたという。 

 矢巾町ではその後もいくつかの分野で FD を使

った住民参加型のワークショップを行い、2018年

には高橋昌造町長が「フューチャーデザインタウ

ン」を宣言し、19年には行政組織内に FDを所管す

る未来戦略室を設置するまでになった。 

 そして、町の最上位の計画である「第7次矢巾町

総合計画後期基本計画」（計画期間2020～2024年

度）についても FDの手法を大幅に取り入れるに至

った。おそらく自治体の総合計画の策定に FDの手

法を取り入れたのはこれが初めてではないか。 

 この時の FDの具体的な進め方については、高橋

氏が「フューチャーデザインを活用した矢巾市総

合計画の策定」（「学術の動向」2021年12月）とい

う論文にまとめているので、これを元にその概要

を紹介してみよう。 

 同町ではまず、役場内の若手有志にも協力を呼

びかけ、総勢約20人の特設チームを編成した。町

のホームページなどで参加者を募集し25名の応募

があった。これら参加者には、2060年頃に暮らす

未来の住民になってもらい、約40年前の過去に当

たる現代に向けた提言をしてもらうこととした。
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討議は４～５人の６班に分けて行われ、６回のワ

ークショップの後、まずそれぞれのグループが提

言を行い、それを相互に調整して、最終的な提言

がまとめられた。高橋氏の話では、こうしてまと

められた66件の政策提言のうち55件が最終的に総

合計画に採用されたという。 

 以上のように、FDの考え方は各方面で実用化さ

れつつある。 

 

５．おわりに  

 

 以上、近年の経済学の発展を踏まえて、地方創

生に役立ちそうな「EBPM」「ナッジ」「フューチャ

ーデザイン」という三つの考え方を紹介してきた。

これらの考え方にはいくつかの特徴がある。 

第１は、それほど大きな予算を必要としないこ

とだ。地方行政に従事する職員の方と話している

と、時々「それはいい考えだと思いますが、予算

が取れるかどうか分かりません」という言葉を聞

くことがある。この点で、本稿で紹介してきた手

法は、それほどお金がかからない。せいぜいが、

封書を送る際の切手代程度だ。軽い気持ちで実験

的にやってみて、成功すれば成果だし、失敗して

もあまり文句は出ないだろう。 

第２は、コストがほとんどかからない割には効

果が結構大きいことだ。政策の中身を大きく変え

るわけではなく、通知の仕方やちょっとした工夫

で政策効果に目に見えた効果がある。実務的な事

務負担が減るという形で成果が出ることも多く、

自治体の職員にとってもトライしてみる価値があ

るはずだ。 

第３は、党派性がほとんどないことだ。具体的

な政策には、産業優先か福祉優先かなど、路線の

対立が生ずるものがあり、その場合には合意を得

るのが難しくなる場合がある。ここで示したもの

は、客観的なデータで結論が示されるものが多く、

そうした対立が起きにくい。 

経済学は日々進歩しているから、これからも地方

創生に活かすことができるような新しいアイディ

アが生まれ、それが実際に活用されることを期待

したい。 

（本稿では、筆者が、雑誌「地域人」に連載して

いる「人口減少下の地域を考える」に寄稿したも

のを組み替え、加筆した部分が含まれています） 
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地方移住への関心の在り方の変化 

― ライフスタイル移住の潮流とコロナ禍の影響 ― 
 

塚崎 裕子 

大正大学 地域構想研究所 教授 

 

（要旨） 本稿では、地方移住に関する調査の結果を基に、地方移住を実現したい時期

や地方移住に関心がある理由、地方とのつながりや就労状況と地方移住の関心の高さ

との関係を経年的に比較することによって、地方移住への関心の在り方の変化やコロ

ナ禍が地方移住への関心に与えた影響を探った。その結果、コロナ禍前から、生活の

質の向上を図るため、或いは故郷に戻って暮らすため、今から数年のうちに地方移住

したいと希望する人が増えていたことがわかった。こうしたライフスタイル移住の潮

流を、コロナ禍によるテレワークの普及や働き方・暮らし方の意識の変化が後押し、

これまで男性に比べ地方移住への関心が薄かった女性も含め、地方移住への関心をさ

らに押し上げた。地方移住への関心の在り方の変化を的確に捉えることは、今後の地

方移住促進策や地方活性化の方策の検討に資すると考える。 

 

キーワード： 地方移住 移住希望者 ライフスタイル移住 コロナ禍 地方とのつながり 

 

 

１．はじめに 

 

コロナ禍によるテレワークの急速な普及は、

都市の企業に勤めながら、職業キャリアの安定

性や継続性を犠牲にすることなく、地方で生活

するという選択肢を現実のものとし、地方移住

の実現可能性を高めた。また、コロナ禍は働き方

や暮らし方についての意識の変化ももたらした。 

こうした中、従前にもまして地方移住への関

心が高まっている。本稿で分析の基礎とする、コ

ロナ禍の前後を比較した調査の結果においても、

20代の５人に１人がコロナ禍前より地方移住へ

の関心を高めたことがわかった。 

しかし、コロナ禍の前から都市部においては、

田園回帰や地方回帰の志向の強まり、UIJ ターン

や二拠点居住の普及等を背景に、地方移住への

関心が強まっていることが指摘されていた。 

本稿では、こうした地方移住への関心の在り

方がここ数年どのように変化してきたのか、コ

ロナ禍は地方移住への関心にどのように影響を

与えたのかについて取り上げる。結論を先取り

すると、コロナ禍前より地方移住に関心を持っ

ている人の地方移住の位置付けは大きく変化し

ており、地方移住によって自らの生活の質を向

上させたいというライフスタイル移住の潮流が

ここ数年急速に強まってきていた。既に生じて

いたこうした大きな流れをコロナ禍によるテレ

ワークの普及等がさらに後押しした。ここでは、

このような地方移住への関心の在り方の変化や

コロナ禍の影響を、地方移住に関して実施した

二つの調査の結果を基に検証したい。 

地方移住に関心を持つ人々の志向を的確に把

握することは、地方への人の流れを着実に促進

するための重要な鍵であり、ひいては地方の活

性化に役立つと考える。 

本稿の構成は次のとおりである。２ではこれ

までの調査研究について概観する。３では分析

の基礎とした２つの調査について、４では比較
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対象とした３つのグループについて説明する。

５では分析した結果と考察を述べる。６では全

体のまとめと今後の課題について言及する。 

 

２．先行研究 

 

地方移住に関しては、既に移住を成し遂げた

人達の特徴や意識に関する調査研究が多く蓄積

されている（岡崎他(2004)、鈴木他(2011)、作野

(2019)等）。加えて、日本における新しい人口移

動は、Benson & O’Reilly (2009)が提唱した生

活の質の追求を主因とする移住である「ライフ

スタイル移住」の一環であると位置付け、説明す

る研究がみられる（須藤(2011)、長友(2015)等）。 

地方移住への関心の高まりの背景には、広井

(2013)が指摘するように、人口減少ないしポス

ト成長の時代における空間軸の重視や、福祉、環

境、コミュニティ、まちづくりといった分野への

人々の関心の高まり、或いは小田切・筒井（2016）

が指摘するような農村の潜在的な価値の再評価

があると考えられる。 

他方、都市在住者が地方移住の希望を実現す

るには大きなハードルがあることが各種調査・

研究から明らかになっている。包・服部(2017)に

よると、首都圏在住の移住希望者を対象に調査

を実施した結果、重視する移住要件として、「雇

用され、生活が維持できる収入を確保できる」を

回答した者が75.6％と最も多かった。 

このように地方移住をした者の価値観や移住

の理由・状況、地方移住への関心の高まりの背景、

地方移住を妨げている要因等について分析を行

った調査・研究は既にある。しかし、近年の地方移

住の関心の在り方の変化について詳細に分析・

考察を行った研究は管見の限り見当たらない。 

そこで、本稿では、2017年と2020年に都市部在

住者を対象として実施した調査の結果を踏まえ

て、地方移住の実現を望む時期、地方移住に関心

1 大正大学地域構想研究所（2017） 
2 大正大学地域構想研究所（2021） 
3 地方移住調査Ⅰと地方移住調査Ⅱでは、「地方移住」の

定義が若干異なっている。地方移住調査Ⅰでの「地方移住」

は、現在の住居を地方（大都市部（埼玉県、千葉県、東京都、

がある理由、地方とのつながりや就労状況と地

方移住への関心の高さとの関係を経年的に比

較・分析し、地方移住への関心の在り方の変化や

地方移住への関心にコロナ禍が与えた影響につ

いて考察する。 

 

３．分析の基礎とした調査の概要 

 

本稿が分析の基礎とした調査は、いずれも大

正大学地域構想研究所が実施した、「企業支援に

よる地方移住に関する調査」(2017年)1（以下「地

方移住調査Ⅰ」）及び「地方移住や地方企業への

関心についてのアンケート調査」(2021年)2（以

下「地方移住調査Ⅱ」）である。 

地方移住調査Ⅰでは、企業が地方移住の支援

を行うと仮定した場合の地方移住3の志向につい

て把握するため、東京、大阪、愛知に住み、300

人以上の企業に勤務する30代～50代の男女正社

員を対象に、インターネットによるアンケート

調査を行い、1055人から有効回答を得た。 

地方移住調査Ⅱでは、コロナ禍の影響による

地方移住や地方企業への関心の変化について把

握するため、東京に住む20代～40代の男女を対

象に、インターネットによるアンケート調査を

行い、1262人から有効回答を得た。 

 

４．比較対象とした３グループ 

 

３．で説明した両調査は調査対象が異なるの

で、比較に当たって、データの取捨選択を行った。

具体的には、地方移住調査Ⅰは正社員を対象と

していたので、ここでは地方移住調査Ⅱの回答

データのうち、正社員のデータのみを用いるこ

ととした。また、地方移住調査Ⅱは20代～40代の

男女を対象としていたので、ここでは、地方移住

調査Ⅰの回答データのうち、50代は除き、30代～

40代のデータのみ用いることとした。 

神奈川県、愛知県、大阪府）以外を想定）に移すことを指す

こととしたのに対し、地方移住調査Ⅱでは、「地方移住」は、

現在の住居を地方（東京、大阪、愛知の３大都市圏以外を

想定）に移すことを指すこととした。 
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その上で、次の３つのグループを取り上げ、比較

対象とした。第１グループは、2020年時点でコロナ

禍に関心を持っている人、具体的には、地方移住

調査Ⅱにおけるコロナ禍により地方移住への関

心が高まった人及びコロナ禍にかかわらず関心

を持ち続けている人のグループとした（以下「2020

年」）。第２グループは、コロナ禍の前の2019年時

点からずっと変わらず地方移住に関心を持ち続

けている人、具体的には、地方移住調査Ⅱにおけ

るコロナ禍にかかわらず関心を持ち続けている

人のグループとした（以下「2019年」）。第３グル

ープは、地方移住調査Ⅰで地方移住に関心があ

ると回答した人のグループとした（以下「2017

年」）。各グループの基本統計を表１に掲げる。 

 

表１ ３グループの基本統計量 

 

2020年 

(N=336) 

2019年 

(N=231) 

2017年 

(N=311) 

平均

値 

標準

偏差 

平均

値 

標準

偏差 

平均

値 

標準

偏差 

年齢 34.67 7.94 35.10 7.89 41.35 5.24 

男性 0.628 0.483 0.641 0.479 0.794 0.404 

地方出身 0.280 0.450 0.299 0.459 0.203 0.403 

業
種 

製造業 0.202 0.401 0.177 0.381 0.244 0.429 

サービス業 0.167 0.372 0.169 0.374 0.154 0.361 

卸売り小売業 0.095 0.293 0.100 0.299 0.106 0.307 

情報通信業 0.131 0.337 0.143 0.349 0.116 0.319 

金融・保険業 0.077 0.267 0.078 0.267 0.071 0.256 

医療・福祉 0.063 0.242 0.056 0.230 0.039 0.192 

その他 0.265 0.441 0.277 0.447 0.270 0.443 

従
業
員
規
模 

500人未満 0.429 0.494 0.455 0.497 0.566 0.495 

500人以上

5000人未満 
0.330 0.470 0.316 0.464 0.251 0.433 

5000人以上 0.241 0.427 0.229 0.420 0.183 0.386 

職
種 

管理職 0.098 0.297 0.117 0.321 0.174 0.378 

事務職 0.476 0.499 0.481 0.499 0.347 0.475 

専門・技術職 0.238 0.425 0.221 0.414 0.254 0.435 

販売・サービ

ス・保安職 
0.128 0.334 0.121 0.326 0.093 0.290 

生産・輸送・建

設・労務職 
0.060 0.236 0.061 0.238 0.125 0.331 

（資料出所）大正大学地域構想研究所「企業支援による地方移住に関する調査」

（2017）及び同「地方移住や地方企業への関心についてのアンケート調査」

（2021）（以下同じ） 

（注1）年齢以外の変数はダミー変数化した 

（注2）業種の「その他」は、建設業、運輸業、郵便業、不動産業、物品賃貸

業、学術研究等、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス、娯楽業、教

育、学習支援業、複合サービス事業、公務を含む。サービス業は「その他」

に含まれるサービス業以外とした。以下同じ。 

 

５．地方移住への関心の在り方の変化 

 

（１）  地方移住を実現したいと思う時期 

両調査では、地方移住実現の時期を聞いてい

る。しかし、回答の選択肢が異なるため、単純な

4 「2017年」の「地方移住を実現したいと思う時期」の回答の

うち、「子どもが生まれたら」は 2.9%、「子どもが大学に進学し

比較ができない。即ち、地方移住調査Ⅱでは、「で

きるだけ速やかに」と「定年を迎えたら」以外は

「３年後」、「５年後」、「６～９年後」、「10年後」、

「11～20年後」、「20年後」という期間を示した選

択肢で回答してもらったのに対し、地方移住調

査Ⅰの方は、「今すぐに」以外は、「子どもが生ま

れたら」、「子どもが大学に進学したら」、「子ども

が独立・結婚したら」、「親の介護が必要になった

ら」、「50代になったら」、「定年を迎えたら」とい

うライフイベントに即した選択肢で回答しても

らった。 

 そこで、地方移住調査Ⅰのうち、「50代になっ

たら」という選択肢を選んだ人について、その人

の年齢と照らし合わせ、何年後かという期間に

当てはめ、それ以外の期間がわからない人につ

いては「時期不明確」として比較を行った（表２）。 

「2017年」は「2019年」、「2020年」に比較して、

「できるだけ速やかに・今すぐに」も「定年を迎

えたら」も割合が多くなっている。特に、「定年

を迎えたら」の割合は約４割と突出しており、

「2017年」では、地方移住実現を第二のライフキ

ャリアに位置付けている人が多いことがわかる。

なお、「時期不明確」は、子どもの親離れや親の

介護に係るライフイベントの回答割合が高いこ

とから4、分析対象を30代、40代に絞ったことと

考え合わせると、大半はここ数年というより、10

～20年後に該当すると考えられる。 

 
表２ 地方移住を実現したいと思う時期 

 2020年 

(N=336) 

2019年 

(N=231) 

2017年 

(N=311) 

できるだけ速やかに・今すぐに 0.131 0.147 0.199 

３年後 0.125 0.113 0.015 

５年後 0.188 0.169 0.048 

６～９年後 ― ― 0.070 

10年後 0.205 0.203 0.007 

11～20年後 ― ― 0.077 

20年後 0.086 0.091 ― 

時期不明確 ― ― 0.180 

定年を迎えたら 0.247 0.260 0.390 

その他 0.018 0.017 0.015 

（注）変数は全てダミー変数化した 

 

地方移住をいつまでに実現したいかという思

いがどのように変わったのかをみるために、

たら」は 6.1%、「子どもが独立・結婚したら」は 18.3%、「親の介

護が必要になったら」は 8.0%となっている。 
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「2020年」、「2019年」、「2017年」それぞれの「で

きるだけ早く・今すぐに」、「３年後までに」、「５

年後までに」「定年を迎えたら」の割合について、

平均の差の検定を行った（表３）。 

 

表３ 地方移住をいつまでに実現したいか（平均の差の検定）  
2020年(N=336)(A) 2019年(N=231)(B) 2017年(N=311)(C) 

A-B A-C  B-C 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 

できるだけ早く・今すぐに 0.131 0.338 0.147 0.355 0.199 0.400 -0.052 -0.103 ** -0.051 
 

３年後までに 0.256 0.437 0.260 0.439 0.213 0.410 0.034 0.034 
 

0.047 
 

５年後までに 0.443 0.498 0.429 0.496 0.261 0.440 0.048 0.215 ** 0.168 ** 

定年を迎えたら 0.247 0.432 0.260 0.439 0.390 0.489 -0.041 -0.171 ** -0.130 ** 

（注）+:P<0.1、*：P<0.05, **：P<0.01 

（注）変数は全てダミー変数化した 

 

その結果、「できるだけ速やかに・今すぐに」、

「３年後」、「５年後」の３つを積み上げた「５年

後までに」という割合は、「2019年」と「2020年」

に比べて、「2017年」は約２割有意に少ないこと

がわかった。また、「定年を迎えたら」の割合は、

「2017年」に比べ、「2019年」、「2020年」が約１

～２割有意に少なかった。コロナ禍前から地方

移住への関心の在り方が変化し、今から数年の

うちに地方移住したいという希望を持つ人がこ

こ２、３年の間に顕著に増えたことがわかる。 

 

（２） 地方移住に関心がある理由 

次に、地方移住に関心がある理由として1位に

挙げられた理由の比較を行う。地方移住調査Ⅰ

と地方移住調査Ⅱとで地方移住に関心がある理

由の選択肢はほぼ共通している5。表４は各選択

肢への回答の割合を示した。 
 

表４ 地方移住に関心がある理由(1位) 

 2020年

(N=336) 

2019年

(N=231) 

2017年

(N=311) 

故郷に戻って暮らしたいから 0.152 0.182 0.051 

子育てに適した環境の下で暮らした
いから 

0.063 0.061 0.118 

通勤などが大変な都会の生活から離
れてゆったりと暮らしたいから 

0.292 0.268 0.121 

豊かな自然環境の下で暮らしたいから 0.247 0.242 0.254 

生活費が安い地方で暮らしたいから 0.140 0.126 0.154 

ご自身或いはご家族の持病の治療に
適した環境の下で暮らしたいから 

0.018 0.017 0.033 

地方に住む親の介護に携わりたいから 0.012 0.017 0.007 

地方の企業に就職・転職したいから 0.012 0.017 ― 

地方において起業したいから 0.000 0.000 0.015 

地方においてご自身の趣味を深めた
いから 

0.027 0.022 0.037 

地方において地域の活性化など地域
貢献活動をしたいから 

0.018 0.017 0.007 

老後の移住を視野に入れて地方で暮
らしたい 

― ― 0.202 

その他 0.021 0.030 0.000 

（注）変数は全てダミー変数化した 

5 地方移住調査Ⅰと地方移住調査Ⅱの違いは、「老後の移

住を視野に入れて地方で暮らしたい」の選択肢が地方移住

目立っている点としては、「通勤などが大変な

都会の生活から離れてゆったりと暮らしたいか

ら」や「故郷に戻って暮らしたいから」が「2017

年」に比べ、「2019年」、「2020年」は増加してい

る点である。（１）で明らかになった、ここ数年

のうちに地方移住を実現したいという希望を持

つ人の増加と合わせて考えてみると、地方移住

を早く実現して、或いは故郷に早く帰って、ゆっ

たりと暮らしたい、生活の質を向上したいとい

う思いが強まっている傾向があるのではないか

と考えられる。 

そこで、今の生活の質向上に関連する選択肢で

ある「通勤などが大変な都会の生活から離れてゆ

ったりと暮らしたいから」、「豊かな自然環境の下

で暮らしたいから」、「生活費が安い地方で暮らし

たいから」の各選択肢及びこれらを合算した割合、

「故郷に戻って暮らしたいから」の割合について

３つのグループ間の比較を行った。（表５） 

その結果、「通勤などが大変な都会の生活から

離れてゆったりと暮らしたいから」の割合、今の

生活の質向上に関連する選択肢を合わせた割合、

「故郷に戻って暮らしたいから」の割合は、

「2017年」に比べ、「2019年」、「2020年」は有意

に多いことが分かった。地方移住に関心を持つ

理由について既にコロナ禍前より大きな変化が

起こっていて、現在の生活の質の向上を図りた

い、或いは故郷に帰って暮らしたいという思い

を持つ人が増加していたことがわかった。

Benson & O’Reilly (2009) が提唱したライフス

タイル移住の流れが日本においてもここ数年の

間に広がってきたことが明らかになった。 

調査Ⅱにはなく、「地方の企業に就職・転職したいから」の

選択肢が地方移住調査Ⅰにはないことである。 
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表５ 地方移住に関心がある理由(１位)のうち、生活の質の向上に関連する項目(平均の差の検定)  
2020年(N=336） 

（A) 

2019年(N=231) 

（B) 

2017年(N=311) 

(C) A-B A-C B-C 

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 

今の生活の質向上に関連 0.705 0.457 0.658 0.475 0.566 0.497 0.047 0.139 ** 0.092 * 

通勤などが大変な都会の生活から離れ

てゆったりと暮らしたいから 
0.292 0.455 0.268 0.444 0.121 0.327 0.023 0.170 ** 0.147 ** 

豊かな自然環境の下で暮らしたいから 0.247 0.432 0.242 0.429 0.254 0.436 0.005 -0.007 
 

-0.011 
 

生活費が安い地方で暮らしたいから 0.140 0.347 0.126 0.332 0.154 0.362 0.014 -0.015 
 

-0.029 
 

故郷に戻って暮らしたいから 0.152 0.359 0.182 0.387 0.051 0.221 0.030 0.100 ** 0.130 ** 

（注1）+:P<0.1、*：P<0.05, **：P<0.01 

（注2）変数は全てダミー変数化した 

 

（３） 地方とのつながりと地方移住への関心の高さ

との関係 

ここでは、地方とのつながりと地方移住への

関心の高さとがどのような関係にあるのか、ま

た、その関係がどのように変化しているのかを

みる。地方移住調査Ⅰと地方移住調査Ⅱでは、地

方移住への関心の度合いについても聞いており、

その度合いについての回答を活用した。具体的

には、「2020年」、「2019年」、「2017年」の各グル

ープのうち、「地方移住に関心があり、具体的に

検討している」と回答した人を３、「特に具体的

な検討はしていないが、関心がある」と回答した

人を２、「特に具体的な検討はしていないが、少

し関心がある」と回答した人を１とした。そして、

「地方移住に関心がない」と回答した、地方移住

調査Ⅰと地方移住調査Ⅱの３グループ以外の回

答者は０として、順序ロジスティック回帰分析

を行った。説明変数は男性、年齢、地方出身、「毎

年何回か・年２回以上地方に帰省する」、「毎年何

回か・年２回以上地方に出張する」、「毎年何回

か・年２回以上地方に観光旅行に行く」6とした。

３グループに加え、地方移住調査Ⅱにおいて、

「コロナ禍で関心が高まった人」についても同

様の分析を行った（表６）。 

 
表６ 地方とのつながりと地方移住への関心の高さとの関係（順序ロジスティック回帰分析）  

2020年(N=336) 2019年(N=231) 2017年(N=311) 
コロナ禍で関心が高まっ

た人（N=105） 

偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 

男性 0.288 0.153 + 0.293 0.169 + 0.335 0.195 + 0.027 0.222  

年齢 -0.032 0.008 ** -0.015 0.012 + -0.036 0.007 ** -0.038 0.012 ** 

地方出身 -0.089 0.177  0.013 0.192  0.811 0.186  -0.206 0.270 
 

毎年何回か・年２回以上地

方に帰省する 
0.184 0.175  0.295 0.190  0.486 0.162 ** -0.074 0.260 

 

毎年何回か・年２回以上地

方に出張する 
1.146 0.208 ** 0.652 0.215 ** 0.974 0.210 ** 0.600 0.274 * 

毎年何回か・年２回以上地

方に観光旅行に行く 
0.762 0.163 ** 0.545 0.176 ** -0.212 0.212 ** 0.558 0.231 * 

順序=0 0.486 0.286 + -0.703 0.441 
 

0.687 0.239 ** -0.633 0.430 
 

順序=1 -0.529 0.284 + -1.544 0.450 ** -0.503 0.224 * -1.259 0.432 ** 

順序=2 -1.883 0.302 ** -2.922 0.469 ** -2.175 0.267 ** -2.105 0.453 ** 

カイ二乗値 80.540 ** 35.393 ** 90.993 ** 19.095 ** 

-2対数尤度 1593.052  1325.054  1387.239  799.647  

Cox-Snell 0.109  0.049  0.137  0.027  

Nagelkerke 0.120  0.058  0.151  0.039  

N 700  700  618  700  

（注1）+:P<0.1、*：P<0.05, **：P<0.01 

（注2）年齢以外の変数は全てダミー変数化した 

6 地方移住調査Ⅱでは、帰省、出張、観光旅行という各事

由で「地方に毎年何回か行くか」という質問を行っている。し

かし、地方移住調査Ⅰでは、帰省、出張、観光旅行という各

事由で「年間何回ぐらい地方を訪れますか」と、地方への訪

問回数を尋ねており、質問の仕方が異なっている。そこで、

地方移住調査Ⅰの方は、毎年２回以上各事由で地方を訪

れている場合を１としたダミー変数を作成した。 
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「2020年」、「2019年」及び「2017年」共通して

若ければ若いほど、また男性であればあるほど

地方移住への関心が高い傾向があることがわか

った。しかし、「コロナ禍で関心が高まった人」

では、男女で有意差がないことがわかる。男性ほ

ど地方移住に関心が高いという従前の傾向と異

なり、コロナ禍の影響により、女性が男性と同じ

ように地方移住への関心を高めたことがわかる。 

 地方出身者であることは地方移住への関心の

高さに影響を与えていない。それに対して、地方

に毎年何回か、出張したり、観光旅行に行ったり

する人ほど地方移住への関心が高い傾向がある

ことが「2020年」、「2019年」及び「2017年」のい

ずれのグループでも認められた。地方への出張

や観光旅行が地方移住への関心を高めることに

一貫して一役買っていることが明らかになった。 

地方に毎年何回か帰省する人ほど地方移住へ

の関心が高い傾向は、「2017年」のみ認められた。

これは、（１）、（２）の結果を踏まえて考えると、

「2020年」と「2019年」は、故郷に早く戻って暮

らしたいという人が多いが、「2017年」は、ここ

数年のうちに地方移住を実現することは望んで

いないが、毎年帰省する場所に退職後などに移

住しようと考えている人が少なくないためと推

測される。 

 

（４） 就労状況と地方移住への関心の高さとの関係 

ここでは、働いている企業の業種や規模、職種

と、地方移住への関心の高さとがどのような関

係にあるのか、また、その関係が変化しているの

かをみる。具体的には、被説明変数は（３）と同

じにして、説明変数は男性、年齢、業種、企業規

模、職種として順序ロジスティック回帰分析を

行った（表７）。 

 

 
表７ 就労状況と地方移住への関心の高さとの関係（順序ロジスティック回帰分析） 
 

2020年(N=336) 2019年(N=231) 2017年(N=311) 
コロナ禍で関心が高ま

った人（N=105） 

偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 

男性 0.397 0.159 * 0.345 0.177 + 0.545 0.207 ** 0.096 0.232  

年齢 -0.032 0.007 ** -0.020 0.008 * -0.053 0.009 ** -0.030 0.012 * 

業種 

サービス業 -0.199 0.236  -0.023 0.264  -0.158 0.259  -0.439 0.342  

情報通信業 -0.461 0.261 + -0.022 0.288  0.074 0.289  -0.906 0.400 * 

卸売業、小売業 -0.358 0.291  0.004 0.323  -0.152 0.294  -0.557 0.442  

金融業、保険業 -0.399 0.307  -0.191 0.340  0.188 0.345  -0.493 0.449  

医療・福祉 -0.168 0.334  -0.026 0.381  -0.197 0.422  -0.286 0.459  

その他の業種 -0.400 0.209 + -0.102 0.235  -0.157 0.217  -0.650 0.305 * 

企業

規模 

500人以上5000人未満 0.286 0.168 + 0.081 0.186  0.181 0.187  0.470 0.250 + 

5000人以上 0.180 0.186  0.007 0.206  -0.239 0.209  0.314 0.274  

職種 

管理職 0.474 0.275 + 0.575 0.290 * 0.133 0.241  -0.282 0.475  

専門・技術職 -0.124 0.203  -0.226 0.227  0.079 0.219  0.224 0.290  

販売・サービス・保安職 0.119 0.240  0.071 0.267  -0.347 0.275  0.295 0.345  

生産・輸送・建設・労務職 -0.232 0.313  -0.114 0.345  -0.312 0.274  -0.287 0.473  

順序=0 0.967 0.241 ** -0.191 0.306  1.931 0.318 ** -0.577 0.430  

順序=1 0.009 0.234  -1.011 0.302 ** 0.845 0.308 ** -1.204 0.428 ** 

順序=2 -1.274 0.256 ** -2.370 0.333 ** -0.696 0.335 * -2.041 0.451 ** 

カイ二乗値 27.480* 13.292 24.376* 19.225 

-2対数尤度 1646.113 1347.156 1453.856 799.517 

Cox-Snell 0.039 0.019 0.039 0.027 

Nagelkerke 0.042 0.022 0.043 0.039 

N 700 700 618 700 

（注1）+:P<0.1、*：P<0.05, **：P<0.01 

（注2）年齢以外の変数は全てダミー変数化した 

（注3）参照グループは、業種については「製造業」、従業員規模については「500人未満」、職種については「事務職」とした 

 

 

 

Nagelkerke や Cox-Snell の値は、「コロナ禍で

関心が高まった人」以外、即ち、「2020年」、「2019

年」及び「2017年」いずれも表６と比べ、表７で

小さくなっており、就労状況は、地方とのつなが

りに比べて説明力が弱いことがわかる。地方移

住への関心は地方とのつながりにより生じ、或
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いは高められることが多いので7、もっともなこ

とといえるが、地方移住への関心に与える影響

は、就労状況より地方とのつながりの方が強い

ことが確認できた。 

「2020年」と「コロナ禍で関心が高まった人」

において情報通信業が有意な負の値を示してい

る。コロナ禍によりテレワークが普及したこと

によって、従来から他の業種より地方移住にな

じみやすかった情報通信業で働いている人より

も製造業で働いている人が、地方移住への関心

を高めたと推測できる。コロナ禍によりテレワ

ークが普及したり、働き方・暮らし方についての

意識が変化することで、地方移住への関心を持

ちやすくなり、働いている業種という意味でも

地方移住への関心の広がりが出てきていること

が窺われる。 

従業員規模では、「2020年」と「コロナ禍で関

心が高まった人」において「500人以上5000人

未満」の規模が有意に正の値を示している。これ

は、企業規模が大きな企業ほどテレワークを導

入しており8、「500人未満」の小規模な企業より

も「500人以上5000人未満」の規模の方が地方移

住への関心を高めやすかったためと考えられる。 

職種については、事務職に比べ、管理職である

ほど、地方移住への関心が高い傾向があること

が「2019年」と「2020年」において認められた。 

 

５．まとめと今後の課題 

 

地方移住調査Ⅰ及び地方移住調査Ⅱを基に、

地方移住の関心の在り方の変化をみてきた。地

方移住を実現したい時期については、定年後と

いったセカンドキャリアの時期ではなく、今か

ら数年のうちに地方移住したいという望みを持

つ人がコロナ禍前から顕著に増えたことがわか

った。また、地方移住に関心を持つ理由について

もコロナ禍前の時点で大きな変化が起こってい

て、生活の質の向上を図りたい、或いは故郷に帰

って暮らしたいという思いを持つ人が増えてい

7 塚崎(2021)は、地方への出張や転勤といった就労に端を

発する経験や観光での地方訪問が、将来の移住の意向に

大きな影響を与えていることを指摘している。 

たことがわかった。Benson & O’Reilly(2009)が

提唱したライフスタイル移住の流れが日本にお

いてもここ数年の間に急速に広がってきたこと

が明らかになった。こうした流れはコロナ禍に

かかわらず強くなってきており、地方移住への

関心の盛り上がりをコロナ禍による一時的なも

のと位置付けるのは適当ではないと考える。 

地方出身であることと地方移住への関心の高

さとの間には関係性がみられなかったが、毎年

地方に出張や観光旅行に行く人ほど、地方移住

への関心が高い傾向があることが比較対象とし

た３時点全てにおいて認められた。 

男性の方が地方移住への関心が高いという従

前の傾向と異なり、コロナ禍の影響を受けて、男

性と同じように女性も地方移住への関心を高め

たことがわかった。また、これまで地方移住の関

心を持ちにくかった製造業で働く人が、コロナ

禍の影響により、地方移住への関心を高めたこ

とも明らかになった。 

塚崎(2018)によると、市町村においては、「子

育て世代」と「Ｕターン希望者」を重点的なター

ゲットと意識した移住促進策が展開されている。

退職後など第二のライフキャリアの中に地方移

住を位置付けるのではなく、生活の質の向上や

故郷での暮らしを今から数年のうちに実現する

ため、地方移住をしたいという人の顕著な増加

は、重点的なターゲットを子育て世代やＵター

ン希望者に置く市町村の移住促進策の方向性と

合致するといえる。加えて、コロナ禍の影響によ

って、女性においても地方移住の関心が男性同

様高まっている傾向は、人口減少に悩む市町村

にとってはこれまでにない好機ともいえる。 

故郷に戻り生活したいと望む人達は各自治体

にとって、最もアクセスしやすい地方移住希望

者と考えられる。こうしたＵターン希望者の中

には生活環境や就労環境に係る条件が合致すれ

ばすぐにでもＵターンしたいと望んでいる人も

少なくない。学校の同窓会組織など、様々な伝手

を使って、Ｕターン希望者に対する生活環境や

8 総務省（2021）によると、従業者規模が大きくなるほどテレ

ワークを導入している企業が多く、2,000人以上の企業では

85.2％と最も高くなっている。 
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就労環境に関するきめ細かでかつ最新の情報提

供を行うことが有効な方策となろう。 

地方移住の実現によって生活の質を向上した

いと望む人達にとって、快適な暮らしを享受で

きるような環境が整備されているか、或いはテ

レワークなどがしやすい IT環境が整っているか

といった点が地方移住先選定のポイントとなる

と考えられる。各地域の特長を活かした快適な

生活環境・就労環境を提供できるような体制整

備や移住希望者に対する積極的なアピールが重

要となろう。 

本稿では、地方移住への関心の在り方の変化

や地方移住への関心に対するコロナ禍の影響に

焦点を当てて考察した。地方移住についての

人々の意識や地方移住の実態は刻々と変化して

いる。人々の意識や地方移住の実態についての

的確な把握と分析、さらにはそれらを踏まえた

きめ細かい政策提言が今後の課題となる。 
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津波防災のための GPS（GNSS）ブイの開発について 

加藤 照之
１ 
 

１
大正大学 地域構想研究所 特命教授 

 

（要旨） 衛星を用いた精密測位システム GPS（Global Positioning System）を海洋に浮

かぶブイに設置してその位置をリアルタイムで監視することにより津波の監視や、住民

の早期避難に役立てることができる。この考えをもとに GPS ブイの開発を四半世紀に

わたって進めてきた。本年でその事業が終結することから、本事業のこれまでの開発経

過を振り返るとともにその到達点、成功事例・失敗事例などをふまえ今後の課題や地域

への貢献の可能性などについて考察する。 

 

キーワード: GPS、GNSS、GNSS津波計、津波防災、津波早期警戒 

 

 

１．はじめに 

 

GPS（Global Positioning System）は米国で

開発された地球上の位置を正確に計測する衛星

を用いた測位システムである。GPS は衛星セグメ

ント、コントロールセグメント、地上セグメント

の３つのセグメントから構成される。衛星セグ

メントは地球を周回する30機以上の衛星から構

成され、地球上のどこからでも数機以上の衛星

が見えるように配置されている（図－１）。衛星

には極めて精度の高い時計も搭載されている。

コントロールセグメントは衛星の状態を管理す

る地上施設で、GPS 衛星の位置や搭載している時

計の誤差などを監視し、衛星から自身の位置や

時刻の補正情報あるいは測位の誤差要因となる

電離層の影響などの情報を地上の受信機に向け

て放送させる機能を持っている。地上セグメン

トは地上の利用者が用いる機器で、基本的には

GPS 衛星からの信号を受信するアンテナと、取得

した信号を解析する受信機から構成されている。

衛星から受信した信号を解析すると衛星の位置

と衛星－受信アンテナ間の距離が求められる。

 
 

図－１：GPS の衛星セグメント。30 機以上の衛星か

ら構成される。 

 

図－２：GPS 津波計の概念図。 
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４機以上の衛星からの距離がわかるとアンテナ

の中心位置の緯度、経度、高さと時刻が算出され

る。地上セグメント（アンテナと受信機）は、測

量機器として基本的な位置情報を算出するもの

から、地図データと組み合わせて自動車に搭載

するカーナビやスマホに搭載している地図アプ

リや位置を使うゲームソフトなど、広い分野で

用いられている。 

GPS の受信システムを海岸から離れた沖合の

海洋に浮かべたブイに搭載してその位置を精密

に計測することにより海面高の変化を監視する

ことができる。もし津波が発生してブイを通過

すれば、津波が海岸に到達する前に検知するこ

とができるだろう（図－２）。このようなアイデ

アを実現しようと1996年頃から“GPS 津波計”の

開発をはじめた。私個人ではアイデアはあって

も実際に実験を行うのは大変である。幸い日立

造船株式会社という大手企業が協力を申し出て

くださったので、実験を行うことができた。最初

は手で持てるくらいの簡単なブイに機器を搭載

して、当時著者が所属していた東京大学地震研

究所の油壷地殻変動観測所の置かれている三浦

半島先端の小網代湾で実験を行った（図―３）1)。 

幸い実験はうまくいき、ブイからの信号を無

線を使って油壷観測所に置かれた計算機に取り

込み、観測所に置かれた同じ GPS 受信装置を基

準としたブイの相対位置をモニターすることに

成功した。このように、地上に置かれた観測点を

基準として動く物体の動きを測定する方法を即

時キネマティック方式（Real-time kinematic）

と呼ぶ。この方式で海面高の変化が数 cm 程度の

精度で測定することが可能であるが、これは陸

の基地局との間の相対的な位置を計測すること

で測位の誤差原因となる GPS 衛星からの電磁波

が通ってくる電離層や大気の影響を差し引くこ

とで誤差を低減できるからである。一方、そのた

め、基地局とブイが遠く離れてしまうと電磁波

の伝搬経路が離れてしまって差し引く効果が薄

れてしまい精度よく測位をすることができなく

なる。そのため、この方式では数 cm という高精

度で測位するためにはブイと基地局の距離は20

㎞以内程度とされている。それでも、ブイを沿岸

から10㎞以上遠くに置けばブイが津波を検知し

てから海岸に到達するまで10分程度以上は時間

がかせげるので住民避難に役立つであろうと考

えた。 

 

２．“GPS 津波計”開発の展開 

  

最初の予備的実験がうまくいったので、次に

より本格的な実験を行うこととした。本格的な

実験を行うにあたっては、実際の津波を想定し

日本列島の津波の常襲地域である三陸海岸を設

置場所に考えた。大船渡市に協力をお願いした

ところ快諾を得たので、大船渡市沖にブイを設

置することになった。 

 
図－３：油壷実験で使われた最初の GPS ブイ。円筒

形のブイの中に GPS受信機と蓄電池が格納されてい

る。ブイから鉛直に立てたピラーの上に水平に GPS

アンテナが装着されている。斜めに取り付けられて

いるのは無線通信用のアンテナ。 

 
図－４：大船渡に設置された GPS 津波計。(a)設置

場所を示す。青い楕円は東北日本周辺の大地震の震

源域を示す 2)。(b)ブイの写真。ブイで取得されたデ

ータは無線により遠方に見える陸上に設置された

基地局で受信される。 
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 しかしながら、外洋にある程度長期にわたっ

て設置するとなるとかなりブイが大型になる。

このためのブイの製作や設置・運用にはかなり

経費が必要となる。そこで我々は文科省の科学

研究費補助金への申請を行い、幸い採択された。 

 こうして、2000年～2003年の3年間にわたって

大船渡沖1.6㎞くらいのところにブイを設置し

て観測を行うことができた。図－４(a)にブイの

設置位置とブイの写真を示す。ブイの大きさは

直径が2.8m，高さは海中部を含めると13m を超え

る。重量は約10トンである。大変幸いなことにこ

の期間に小規模な津波を計測することに成功し、

大きな自信となった3)。まず、2000年６月23日に

ペルーで発生した地震による津波が24日に日本

に襲来した。この時のデータを図－５に示す。同

図上段は得られた原記録の上下成分を示す（GPS

の解析では南北、東西、上下の３成分が得られる

が、津波では特に上下成分が重要なのでこれだ

けを示す）。この図では緩やかに変化する潮汐成

分（一日約２回の潮の満ち引き）を示しているが

それに振幅が数十 cm程度の早い周期の成分が重

複しているのがわかる。これは風によって海面

が変動する通常の波による変動を示している。

このような波の周期は数秒程度である。この図

では津波がどれかはわからない。 

 津波というのは風波よりはるかに長い周期を

もっていて数十分から一時間程度の周期で潮が

満ちたり引いたりする。そこで、この原記録にフ

ィルターを施して、長周期の成分だけを取り出

してみると図－５の下図のようになる。ここに

は２つのグラフが描かれているが、この上側が

上記で記した、フィルターをかけた上下成分の

グラフである。そのすぐ下に示されているのは

大船渡の検潮場の潮位記録である。まず、これら

２つの波の形がよく似ていることがわかるだろ

う。そうして、この図の中で赤い矢印で示したあ

たりから海面の上下動の振幅が大きくなってい

るのがわかるだろう。これが津波である。 

 大船渡ではペルー地震だけでなく2003年９月

に北海道十勝沖で発生した地震による津波の検

知にも成功した。続いて四国の室戸岬沖約13㎞

付近に同様に GPS 津波計を設置しそこでは2004

年９月の紀伊半島沖地震による津波を検知する

ことができた4)。これらの成功により、我々が開

発した津波計は国土交通省の港湾空港技術研究

所が日本列島周辺に設置している NOWPHAS と呼

ばれる近海の波浪の高さを計測するために多数

設置されている超音波式の波高計と共に“GPS 波

浪計”として波浪を計測する目的で設置される

こととなった5)。システム自体は同じものなのだ

が、図－５に示しているようにこのシステムは

津波だけでなく風による波浪の高さを計測する

こともできるのである。同じブイで取得される

データをうまく利用することにより、普段我々

が見る波浪もまれに発生する津波も同時に計測

できることは費用対効果の面でも有益である。

こうして、NOWPHAS は現在までに20機近い GPS 波

浪系を日本列島周辺に展開しており、データは

気象庁でも監視され、津波の監視にも役立てら

れている。 

 

 

図－５：2000年６月24日に取得されたペルー地震

による津波。(a)原データ。風波が卓越していて津

波は判別できない。(b)上側の波形は(a)の波形に

ローパスフィルターを作用させたもの。下側の波

形は大船渡検潮場の記録。いずれも10cm 程度の小

さい振幅の津波波形が見て取れる。 
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３．2011年東北沖地震の教訓 

 

 NOWPHAS の GPS 波浪計は2011年３月までには

三陸海岸沿いを中心に全国に15か所設置された。

沿岸からの距離はいずれも十数 km である。そこ

へ世界でもまれなマグニチュード９の巨大な地

震が三陸沖に発生し巨大な津波を生起した。地

震は３月11日14時46分頃に発生し、同時に津波

が発生した。気象庁が津波警報を発令したのは

地震発生の３分後であった。その内容は“宮城６

m、岩手３m”であった。発生した津波が GPS 波浪

計に到達したのは15時10分頃のことであるがそ

の時の高さはすでに高いところで６m に達して

いた（図－６）6)。津波の特性としてその速度は海

岸の浅いところに近づくにつれて遅くなる。そ

のため、後ろの波が前の波に次第に近づいてい

き、津波の高さが増幅されて高くなるという現

象が知られている。陸から十 km 以上離れたとこ

ろで６m を超える津波が観測されたということ

はそれが海岸に到達する頃には10m を優に超え

る可能性があることを示している。このため、こ

れを監視していた気象庁は直ちにそれまで出さ

れていた津波警報を15時14分頃に“宮城・岩手

10m 以上”と変更した7)。しかしながら、津波の

第一波が沿岸に押し寄せたのはそのわずか数分

後のことであった。結果として一万八千人以上

の死者行方不明者を出す結果となった。更新後

の津波警報を聞いていた人もいてそれによって

命が助かった方もいないことはないかもしれな

いが、結果として多くの命が失われたことは痛

恨の極みであった。 

 もし津波が自動的に検知されてそれが瞬時に

警報の更新につながれば犠牲者はもっと少なく

済んだ可能性もあるだろう。しかしながら、津波

の到来を風などの他の原因による波と精度よく

かつ短時間（例えば１分以内程度）のうちに判別

することは大変困難と考えられる。仮にそのよ

うな判別ができたとしても、海岸からの距離が

十数 km以内であると波が海岸に到達するまでに

10分程度であるから、避難のためにはより長い

リードタイムが必要のように思われる。津波警

報の更新が間に合わなかったのはブイが沿岸に

近すぎたことによると考えることもできるだろ

う。当時使われていた技術が陸上の基地局とブ

イの距離が20km 以内というように限定されてい

たことがこのような結果を生んだのだと考えら

れる。 

 

４．新たな発展 

 

 このような反省に立って、GPS ブイをより遠洋

に設置できないかと考えた。これまでの技術は

第一章でも述べたように陸上の基地局に対する

ブイの位置を相対的に決定するものであった。

この方式のためにブイを海岸から20km 以上の遠

洋には設置できなかったのであるが、幸いなこ

とに2000年を過ぎるころから、GPS 受信機の位置

を単独でかつ数 cm の精度で位置を決める技術

（これを精密単独測位と呼ぶ）が急速に発展し

てきた。そこでこの方式を取り入れることとし

た。ただし、この方式では GPS 受信機で取得し

たデータを PC 等に取り込んで解析する際に GPS

衛星の精密な位置や時刻の情報を別途必要とす

る。このようなデータを一括して精密暦と呼ぶ

が、このデータは別途陸上の GPS データを多く

の観測点で受信してそこから推定することがで

きるので、そのようにしてできた精密暦をブイ

上の計算機に送る必要がある。 

ところで、GPS という言葉は米国が開発・運用

してきたシステムの名称であるが、安全保障の

 

図－６：2011年３月11日東北地方太平洋沖地震の際

に発生した津波の GPS 波浪計による記録。上から岩

手北部（久慈）、岩手中部（宮古）、岩手南部（釜石）。EQ

が地震発生時刻、15時18分頃の矢印はおよその津波

の沿岸への到来時刻を示す。縦軸は一目盛りが１m。 
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観点からロシアや中国、ヨーロッパ（EU）などが

それぞれで独自の衛星測位システムを導入する

ようになり、いずれも我々のような民間でも利用が

可能になってきた。ロシアのシステムは GLONASS、

中国のシステムは BeiDou、ヨーロッパのシステ

ムは GALILEO などとそれぞれの名称で呼ばれて

いる。なお、日本でも近年 GPS と互換のシステ

ムである MICHIBIKI と呼ばれる衛星測位システ

ムを導入しつつある。そこで、これらを総称して

Global Navigation Satellite System (GNSS)と

呼ぶことが急速に普及してきた。そこで、本論で

もここからは GPSブイではなく GNSSブイと記述

することとする。使える衛星の数が格段に増え

るほかは原理的に変わったことはない。 

 閑話休題。このようにして GNSS システムを用

いた津波計測システムの開発を進めることとな

った。解析手法について精密単独測位法を導入

することになったが、もう一つの問題はデータ

の伝送である。以前のシステムではブイが沿岸

よりそう遠くないところに設置されているので

通常使われている海上無線で十分であったが遠

洋になると無線は使えない。そこで衛星通信を

導入することとなった。上に述べたように、まず

は陸上のデータセンターで精密暦を生成し、そ

れを衛星通信を用いてブイ上の計算機に送る。

送られた精密暦を用いて、ブイ上で取得した

GNSS データに対して精密単独測位解析を行い、

得られたブイの位置座標（東西、南北、上下の３

成分）をふたたび衛星通信を用いて地上の基地

局に送る。データは一般的に1秒に1回の取得・計

算を行う。得られたブイ位置を受信した基地局

において、フィルター操作などを行って、風波に

よる短周期成分と、それを除去した長周期成分

に分離し、これらを Web 上で表示できるように

する。 

 以上のような作業の流れを示したのが図－７

である。なお、本システムでは海面変動を検出す

る GNSS装置だけでなく海底の位置を音響を使っ

て測位するための装置も装着されている。GNSS

では衛星から受信装置までの距離を電磁波を用

いて計測するのであるが、電磁波は水中を伝わ

ることができないため、音波を使ってブイと海

底におかれた音波の送受波装置の間の距離を計

測し、海底の位置を推定するのである。海底の位

置計測は名古屋大学の研究者が担当している。

さらには得られた GNSSのデータを用いることで

大気中の水蒸気量や電離層の電子数なども推定

することができるため、気象学や電離層研究な

 

図－７：新しく開発した遠洋用 GNSS ブイシステム。 
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どにも利用が可能であるため、気象研究所や情

報通信研究機構の協力をいただいている。この

ため、この GNSS ブイは様々な災害の軽減に寄与

することが期待されることから、我々はこのブ

イを総合防災ブイと呼んでいる8)。 

 実験は2016年11月頃から始められ2021年２月

まで続けられた。ブイは高知県の足摺岬沖約40

㎞のところに設置されている高知県が設置運用

している海洋牧場ブイ No.18を借用した。図８

(a)にブイの設置場所、ブイの写真及び基地局の

位置を示す。衛星通信によって基地局に送られ

たデータが短周期データと長周期データに分離

して Web上に表示された画面の例も図－８(b)に

示す。図８(b)の長周期のデータに現れている一

日２回の緩やかな上下変動は潮汐である。津波

がブイを通過するとこの長周期の記録に現れる

はずである。 

５．課題と今後の展開に向けて 

 

 このように、実験は順調に進んだかに見える

が、実際には様々な問題によってデータが途切

れることとなった。なかでも問題だったのは電

源である。ブイ上には GNSS 受信機や衛星通信用

の機器のほかにもデータ収集や解析のための小

型計算機や海底地殻変動計測用の各種機器など

が設置されている。このため十分な電源を確保

するために大型のソーラーパネルと蓄電池をブ

イ上に搭載する必要がある。設計上は数日間の

無日照にも耐えられる十分な電源を設置したは

ずなのであるが、太陽電池にブイのポール（図－

８(a)参照）の影ができるなど、設計通りの電力

が得られなかったようである。そのため、設置間

もなく電力不足でデータ伝送が停止した。その

後太陽電池を増設するなどで回復したもののか

なりぎりぎりでの運用を強いられてしまった。

そのほかにも外洋での厳しい環境のためケーブ

ルの腐食などで機器が故障するなどの問題が発

生した。こうした課題は想定内のことでもあり、

これらを改善して長期の運用に耐えられるブイ

を設計する必要があると考えられる。我々はこ

の研究のために文部科学省科学研究費補助金の

うち基盤研究(S)というカテゴリーの研究費を

いただいていたのだが、最大でも5年間で1.5億

円までという経費であり、自前のブイを設計・製

作するとなるとそれだけで優に一億円を超える

経費が必要となったのでやむを得ず既存のブイ

を借用することになったわけである。また、ブイ

上のトラブルが発生した場合、小型の船舶をチ

ャーターしてブイに渡って修理をする必要が生

じるが、海流や気象の影響でなかなか船が出せ

ないなどの困難もあった。我々の研究は基礎的

な開発研究であり、実現の可能性を示すと同時

に課題を抽出し、将来の発展につなげるのが趣

旨であるので、これらの課題をいずれ解決して

遠洋での GNSS ブイが多数設置され、津波防災だ

けでなく様々な自然災害の低減のためのインフ

ラとしての海洋 GNSSブイアレイが実現すること

を心から願っている9)。 

 

 

図－８：(a)GNSS ブイの位置と仁淀川町に設置され

た基地局の位置を示す。左下は実験に用いられた高

知県海洋牧場 No.18号ブイの写真。(b)取得されたデ

ータの Web 上の記録。2018年11月23日24時間のブイ

の上下変動データを示す。（上）波浪を示す短周期デ

ータ、（下）短周期データを除去したデータ。 
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６．GNSS ブイの地域における活用の可能性 

 

 今回利用したブイは図－８(a)で示すように

高知県の水産振興部で設置・運用されている黒

潮牧場と呼ばれる漁礁用のブイのうちの一つで

ある No.18のブイである。この漁礁用のブイとい

うのは魚が浮遊物のあるところに寄ってくると

いう習性を利用してブイ周辺で漁をしようとい

うものである。図－８(a)でわかるように高知県

では土佐湾およびその周辺に多数のブイを設置

している。我々はそのうちの一つを借用して実

験を行ったわけであるが、もしこれらのうちの

いくつかにでも GNSS受信装置を設置すれば大変

有効な津波監視システムができるに違いない。

ブイ上の電力確保が一番の課題ではあるが、そ

れが十分確保されるということになればブイに

様々な観測装置、例えば海水温や海流のなどの

センサーが付帯できれば漁業者にとっては大変

重要な情報が得られるのではないだろうか。海

流の流向・流速は貨物船等の航路の設定のため

にも重要な情報である。また、我々が Web 公開

をおこなった波高データのうち短周期の波浪デ

ータはそれだけでも、釣り客やサーファーなど

にとっては有用なデータになるのではないだろ

うか。沖合の海洋情報を沿岸住民や観光客等が

利用することで海洋のより効率的で安全な利用

ができることが期待される。陸上での GNSS デー

タは様々な方面に利活用が進んでいるが、海洋

の GNSSデータはまだほとんど利用が進んでいな

い。観測点がないのでそれは当たり前のことと

言えるが、ブイ設置やデータ伝送の費用がネッ

クであるが防災だけでなく漁業、海上輸送、観光

等に役立つ情報が提供できるとなれば費用対効

果の観点からも有用になるのではないだろうか。

技術的な革新と、設置数を増やすことによる単

価の低減が実現できれば海洋に面する自治体に

とっては新たな地域活性の資源になるのではな

いかと期待される。海洋における GNSS の活用に

よる地域おこしが今後増進されることを期待し

たい。 
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公共空間でのマルシェ開催における 

地域創生への副次的効果の考察 
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村上 叶佳
１
、福島 真司

２ 
 

１
大正大学 地域創生学部 ４年 

２
大正大学 地域創生学部 教授 

 

（要旨） 地域の「公共空間」を、「スペース(空間)」から「プレイス(居場所)」へ転換す

る方法として、近年日本でもマルシェの開催が盛んになってきた。マルシェは主に、農

産物の生産者と消費者の直接的な交流を目的とするが、地域内外の人が結び付くことに

より、様々な副次的効果を生み出すことが期待される。本稿では、「コミュニティへの

寄与」「プレイスメイキングへの寄与」「エコノミーへの寄与」「ロイヤリティへの寄与」

という４つの視点から試行的検証を行った結果、マルシェ開催の地域創生への副次的効

果を明らかにし、公共空間活用による地域創生への可能性を具体的に示した。 

 

キーワード: 公共空間、空間形成、マルシェ、地域創生、試行的効果検証 

 

 

１．はじめに 

 

「公共空間」には、道路や公園、広場、オープ

ンスペース、空き地など様々なものが存在するが、

建築家であり、環境デザインの研究者でもあるマ

シュー・カーモナは、公共空間を「公有・私有の

別を問わず、屋内・屋外の別を問わず、都会・農

村の別を問わず、一般の人びとが自由に－必ずし

も無制限である必要はない－利用することのでき

る人工環境と自然環境のすべての部分」と定義し

ている（マシュー・カーモナ2020:14)。 

海外では、「公共空間」を、様々なアクティビテ

ィを行うことで活用し、居心地の良い空間や豊か

な暮らしを生み出そうとする動きがあるが、空間

（スペース）を居場所（プレイス）に転換する動

きは「プレイスメイキング」と呼ばれ、米国ニュ

ーヨークで公共空間の活用支援や計画設計を行う

非営利団体「Project for Public Spaces」(以下、

PPS)を中心として、その活動が大きくなりつつあ

る（園田 2019:10-11)。 

PPS(2005)では、「街やコミュニティに活き活き

とした公共空間がある場合には居住者は強いコミ

ュニティ意識を持つことになる。また、反対にそ

ういった場がないときには人々はお互いに結びつ

きが希薄だと感ずることになる」(PPS 2005:12)と、

公共空間がその地域に与える影響力を指摘してい

る。PPSについては、PPS(2005)や Walljasper and 

PPS(2007)等により、日本でも広く周知されるよう

になってきた。これらのことに加え、2002年の小

泉政権以降では、行政が維持・管理をしていた公

共空間を、PPP や PFI 等の手法の導入により、民

間協働の形で管理や活用する「官民連携のまちづ

くり」が進んだ。さらに、2011年以降に公共空間

の活用の規制緩和が広がったことで、企業が事業

参画する公共空間も数多く見られるようになり、

エリアビジョンの策定が急速に進むこととなった

(一之瀬ら 2021:253）。 

ところで、近年の公共空間での取り組みの一つ
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に「マルシェ」がある。生産者と消費者を直接つ

なげる場の創出を目的として、2009年に農林水産

省がはじめた「マルシェ・ジャポン・プロジェク

ト」以降、各地域で様々なマルシェが開催されて

きた。マルシェ・ジャポン公式 HPで、小山薫堂は

マルシェ・ジャポンのねらいを「大都市において

生産者と消費者を直接結びつけること」と掲げる。

生産者が安心・安全にこだわって作った良質な農

産物を消費者が直接購入できる出会いの場所を作

り、両者の交流を生み出すことで、日本の食を豊

かにすることが狙いであり、食材の生産者と消費

者というアクターの交流が、中心的なテーマとな

っている。小山は、「この場合の効果は両者の交流

と、日本の食がいかに豊かになったのかで図られ

る」と述べている。 

当該プロジェクトの発足から10年が経過し、近

年のマルシェは多様化を見せ、マルシェに期待さ

れる効果は、「マルシェ・ジャポン・プロジェクト」

発足当時を超えて、様々なものが期待されるよう

になってきた。そこで、筆者らは、マルシェの効

果について、小山の言う生産者と消費者の交流や

日本の食がいかに豊かになったのかという、マル

シェ・ジャポン・プロジェクト発足時のマルシェ

の効果に加え、マルシェ開催の地域創生に関する

副次的な効果を、コミュニティを活発にすること

(コミュニティへの寄与)、地域の印象をポジティ

ブに変える場を形成すること(プレイスメイキン

グへの寄与)、地域の既存の周辺店舗へのプラスの

経済的な影響を生むこと(エコノミーへの寄与)、

地域に愛着を生むこと(ロイヤリティへの寄与)の

４つの視点から考察し、これらの効果を検証する

ための指標やモデルを検討した。 

本稿は、公共空間でのマルシェ開催が生み出す

地域創生に関する副次的効果を、試行的検証によ

って明らかにすることで、公共空間活用の地域創

生への可能性を示すことを目的とする。 

 

２．マルシェ開催による地域創生に関する副

次的効果の検証モデル 

 

 本稿では、公共空間でのマルシェ開催による地

域創生に関する副次的な効果を、先述した４つの

視点から検討する。本稿でのマルシェ開催の効果

の考え方や、各効果を検証するための指標をまと

めたものが、表１である。 

 

 表１ マルシェ開催による４つの効果と検証のための指標 

 効果の種類  効果(アウトカム) 検証のための指標(アウトプット) 

1 

コミュニティへの寄与 マルシェの開催によるコミ

ュニティの活発化 

地域外の人と地域住民及び地域住民同士の接す

る機会や時間の増加 

マルシェの開催によるネッ

トワークの拡大 

地域外の人と地域住民及び地域住民同士の関係

性の広がり 

2 

プレイスメイキングへの寄与 通常時の公共空間のネガテ

ィブな印象の払拭 

ネガティブな印象の減少 

 

マルシェ開催時の公共空間

のポジティブな印象の醸成 

ポジティブな印象の増加 

 

3 

エコノミーへの寄与 マルシェ開催時の地域経済

への貢献 

マルシェにおける店舗の客数や売上の増加 

マルシェ開催時の周辺の既

存店舗への経済効果 

周辺店舗の客数や売上の増加 

4 

ロイヤリティへの寄与 地域への愛着の醸成 地域住民の地域への愛着の向上 

マルシェ開催の地域活性化

への貢献 

地域住民の地域活性化に役立っている 

という認識の有無 
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まず、「コミュニティへの寄与」として、「マル

シェの開催によるコミュニティの活発化」と「ネ

ットワークの拡大」を成果とし、それぞれを検証

するための指標として、「地域外の人と地域住民及

び地域住民同士の接する機会や時間の増加」と「地

域外の人と地域住民及び地域住民同士の関係性の

広がり」を設定した。次に、「プレイスメイキング

への寄与」として、「通常時の公共空間のネガティ

ブな印象の払拭」と、「マルシェ開催時の公共空間

のポジティブな印象の醸成」を成果とし、それぞ

れを検証するための指標として、「公共空間に対す

るネガティブな印象の減少」と「ポジティブな印

象の増加」を設定した。また、「エコノミーへの寄

与」として、「マルシェ開催時の地域経済への貢献」

と「マルシェ開催時の周辺の既存店舗への経済効

果」を成果とし、それぞれを測定する指標として、

「マルシェにおける店舗の客数や売上の増加」と

「周辺店舗の売り上げの客数や売上の増加」を設

定した。最後に、「ロイヤリティへの寄与」として､

「地域への愛着の醸成」と「マルシェ開催の地域

活性化への貢献」を成果として、それぞれを測定

する指標として、「地域住民の地域への愛着の向

上」と「地域住民の地域活性化に役立っていると

いう認識の有無」を設定した1。 

 

３．調査概要 

 

（１） 対象とする地域の選定 

本研究における調査地域としては、第１著者で

が、所属している大正大学地域創生学部において

複数年に亘り長期間実習に取り組んだ新潟県と、

第1筆者の出身地である宮城県を選定した。その理

由は、web サイトの情報や一般に公開された情報

だけでは、後述するマルシェの質にもとづく選定

が困難であるため、より精緻な選定を可能とする

ためである。また、両県は、首都圏と北海道を除

く地方では、人口が最も多い２県であり、人口規

 
1 各効果を検証する指標には、これら以外にも多数のものが

考え得る。本稿では、誰にとってもわかりやすい指標であるこ

とと、そのことで、マルシェの主催者等が自らの手で効果を検

証する際にも、比較的容易に実施できることを重視した。 
2 宮城県山元町で開催されている「山元はじまるしぇ」につい

ては、年に一度の開催であるが、関連した小さなマルシェイベ

模もほぼ同程度である。それぞれ日本海側と太平

洋側に位置するため、地理的なバランスも適当で

あると判断した。人口が比較的多い首都圏や北海

道では、普段から公共空間に多くの人流があるこ

とも予測されるし、一方で、人口が比較的少ない

地域では、イベント開催時であっても人流に限界

があることから、普段の公共空間の状況とマルシ

ェ開催時の公共空間の状況との差異がより明確に

なるように地域を選定した。 

 

（２） 対象とするマルシェの選定 

先述した「コミュニティへの寄与」「プレイスメ

イキングへの寄与」「エコノミーへの寄与」「ロイ

ヤリティへの寄与」の４つの効果を検証するため

には、まず、新潟、宮城両県で開催されている全

てのマルシェを抽出し、そこからさらに、以下の

４つの条件に当てはまるマルシェを抽出した。 

１つ目の条件は、豊島ら(2015a)によるマルシェ

の類型化を参考とした。すなわち、マルシェ開催

の「社会的意義」は、「都市農村交流」と「安心、

安全な農産物の提供」」に大別されるが、本研究で

は、前者を開催コンセプトとしているマルシェを

選定した。具体的には、産品の販売だけではなく、

会場内でワークショップやイベント等を開催して

いることを条件に選定した。２つ目の条件は、一

定の頻度以上で定期開催を行っていることである。

そのことによって、いわゆる顔なじみや常連が生

まれ、売る側と買う側を超えた関係性が生まれる

可能性を考えた。具体的には、月１回程度開催し

ていることを条件とした2。３つ目の条件は、マル

シェ開催場所の周辺に、商店街や店舗が存在して

いることである。地域経済への影響を考える上で

は、マルシェの出店者の利益は当然のこと、周辺

の既存店舗の客数や売上への影響も考察しなけれ

ばならない。具体的には、マルシェの開催場所か

ら徒歩15分以内かつ1.2㎞以内に一定数の店舗群

があることを条件とした3。 

ントを月に一度開催している。このようなケースも、この条件

を満たしていること判断した。 
3 まず、住まいの情報サイト「日刊 Sumai」で実施した調査か

ら、駅から遠近の感覚について「駅近だと感じるのは３人に１

人が駅から徒歩10分以内」「遠くて住めないと感じる徒歩圏内

は徒歩20分以上」という結果を参考に、両者の中間である徒

30



最後に、４つ目の条件として、マルシェの空間

形成にこだわりが感じられることも含めた。この

条件は、主観的な判断によって適否が左右される

ため安定しない条件とも考えられる。しかしなが

ら、主催者や出店者らが何かしらの意図を持って

空間形成をし、そのことで来場者が、普段の公共

空間との差異を感じられるプレイスになっている

ことが、本調査では重要であると考えたためであ

る。具体的には、例えば、新潟県柏崎市で開催さ

れている「柏崎ほんちょうマルシェ」では、テン

トの色を統一し、会場全体の色彩的な統一感を演

出したり、三角フラッグを用いて空間を彩るなど

の意図的な工夫がなされている。三角フラッグに

関しては、「山元はじまるしぇ」でも同様の工夫が

見られる。また、「山元はじまるしぇ」と、新潟県

南魚沼市の「ナナシのマルシェ」では、個性や独

自性を伝えることを重視する店舗づくりとともに、

手書きの看板を飾る等の自然体を重視した店舗づ

くりという点でも統一感があり、主催者らのこだ

わりが明示的に表現されている。このようなマル

シェが、この条件を満たすものと判断した。 

これらの条件を満たすマルシェを選定した結果、

新潟県では「柏崎ほんちょうマルシェ」と「ナナ

シのマルシェ」が、宮城県では「山元はじまるし

ぇ」が抽出された4。これらのマルシェの概要は、

表２の通りである。

 

表２ 研究対象のマルシェ概要(主催者インタビュー及びそれぞれの公式 Facebookより) 

 柏崎ほんちょうマルシェ ナナシのマルシェ 山元はじまるしぇ 

会場等 
フォンジェストリート棟前 塩沢中央公園、銭渕公園、ほく

ほく列車内、池田記念美術館等 

やまもと夢いちごの郷、山下区

商店街 

開催日時 
５月～10月の第１土曜日： 

10時～15時 

毎月１回：10時～16時 毎年１回：10時～15時 

※関連のイベントは月１回 

出店者数 15～30店 20～50店 25～50店 

同時開催の

イベント等 

飲食、装飾雑貨、タロット占

い、工作教室、整体 

飲食、ハンドメイド雑貨、リラ

クゼーション、陶器小物、ワー

クショップ 

飲食、雑貨、ワークショップ 

平均来客数 1,000人 830人 3,750人 

主催 柏崎商工会議所 ナナシのマルシェ事務局 山元はじまるしぇ実行委員会 

開催初年度 2010年 2015年 2015年 

 

（３） 調査方法 

ａ）マルシェの主催者を対象とするインタビュー調査  

各マルシェの概要や特色などを調査するため、

主催者を対象にオンライン形式での約１時間の

インタビュー調査を実施した。本調査の対象者

は、「柏崎ほんちょうマルシェ」は柏崎シティセ

ールス協議会の伊藤達栄会長、「ナナシのマルシ

ェ」は同マルシェの田村香代表、「山元はじまる

 
歩15分を閾値として想定した。次に、不動産情報サイト

「Suumo」が実施した調査の結果である「１分で歩ける距離は

80m」を参照に、15分×80m＝1.2㎞と距離に換算し、個人差

等を排するため両者を満たすことを「周辺店舗」の条件とした。 
4 これらの条件を満たすマルシェは、本稿で提示した地域創

生に関する副次的効果が生み出される可能性が高いマルシ

しぇ」は同マルシェの武藤亮平代表である。具

体的な質問項目は、コンセプトやターゲット等

を含めたマルシェの概要、独自の特徴、開催の

きっかけ、広報・宣伝等の集客方法、空間形成

で意識していること、売上、マルシェ開催によ

る効果、課題や展望である。なお、調査日時は、

表３の通りであった。 

 

ェであるとも言える。調査の手順としては、はじめに網羅的に

多数のマルシェを対象にした調査を行い、帰納的に条件を整

理する方法も考えられるが、筆者らは、まず、一定の条件で

抽出したマルシェの効果とその検証モデルを検討し、実証し

た後に、調査対象を広げる手順を考えた。 
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表３ 各マルシェ主催者インタビューの調査日時 

マルシェ名 対象者 調査日時 

柏崎ほんちょう

マルシェ 

伊藤 

達栄 氏 

2020年10月20日(火)： 

13時～14時 

ナナシの 

マルシェ 

田村 

香 氏 

2020年10月10日(土)： 

10時～11時 

山元 

はじまるしぇ 

武藤 

亮平 氏 

2021年10月23日(土)： 

11時～12時 

 

ｂ）来場者及び出店者を対象とするアンケート調査 

マルシェ開催による地域創生への副次的効果

を考察するために、まず、これまでの各マルシ

ェの来場者や出店者を対象にした web 形式での

アンケート調査を中心にして実施した。ただし、

調査実施時期には新型コロナウイルス感染症が

拡大していた時期と重なってしまったため、極

めて制約が大きいものとなった。 

本調査で対象とした３つのマルシェのうち、

「柏崎ほんちょうマルシェ」と「山元はじまる

しぇ」は、2020年の開催は見送りとなり、開催

当日に来場者に対してアンケート調査を行うこ

とができなくなったため、この2つのマルシェに

ついては、来場者、出店者共に、2019年までに

当該マルシェに参加した者を対象とせざるを得

なくなった。 

そこで、「柏崎ほんちょうマルシェ」では、来

場者については、前述したように第1筆者の長期

実習の活動地でもあったため、その際に得た複

数の有力な協力者に対し、アンケート調査の

URL の告知を依頼することで募集した。また、

出店者については、柏崎商工会議所から2019年

までの当該マルシェの開催告知チラシを入手し、

そこに掲載されている店舗に電話で調査協力依

頼を行い、許可を得た出店者に対してのみ、電

子メールでアンケート調査の URL を送付するこ

 
5 表２で示したそれぞれのマルシェの来場者数を考えると、ア

ンケート調査の回答者数のうち、特に、来場者については、

回答者数が61人と、少ない結果となっている。これは、先述し

たように、コロナ禍のため、２つのマルシェが開催されなかっ

たことと、開催されたナナシのマルシェについても、来場者数

とで募集した。 

同じく2020年に開催が見送られた「山元はじ

まるしぇ」については、来場者、出店者共に、

当該マルシェ主催者の Facebook ページでのア

ンケート調査の URL の投稿を依頼し、そこで募

集することとした。 

「ナナシのマルシェ」は、2020年も継続して

開催された。そのため、来場者については、ま

ず、2020年10月31日(土)のマルシェ開催時に第

１筆者が運営補助者として参加し、来場者に対

し、紙面でのアンケート調査を行ったり、アン

ケート調査の URL を掲載した協力依頼書を配付

したことに加え、「ナナシのマルシェ」公式

Facebook上に、アンケート調査の URLの掲載依

頼をした。出店者については、当該マルシェ主

催者に対し、出店者の Facebookグループにアン

ケート調査の URL の投稿を依頼することで募集

した。 

なお、アンケート調査実施期間は、「柏崎ほん

ちょうマルシェ」「ナナシのマルシェ」は2020年

10月26日(月)から11月３日(火)であり、「山元は

じまるしぇ」は2021年10月10日(日)から10月24

日(日)であった。回答件数は、表４の通りであ

るが、合計105人からの回答が得られた5。 

 

表４ アンケート回答者数（人） 

 
柏崎ほん

ちょう 

ナナシの

マルシェ 

山元はじ

まるしぇ 
合計 

出店者 13 17 14 44 

来場者 23 18 20 61 

 

なお、アンケート調査の質問内容については、

出店者対象のアンケート調査は表５、来場者対

象のアンケート調査は表６に示した通りである。 

 

の大きな減少や、感染症対策が厳しく実施されていたため、

開催当日に来場者に対して、アンケート調査依頼を積極的に

行えなかったという事情による。本研究の分析を精緻なもの

にするためには、コロナ禍が落ち着いた後に、追加調査を実

施する必要があると考える。 
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表５ 出店者へのアンケート調査内容（抜粋） 

 

表６ 来場者へのアンケート調査内容（抜粋） 

 

 

ｃ）マルシェの周辺店舗対象のインタビュー調査 

本稿では、マルシェの開催場所から徒歩15分

以内かつ1.2㎞以内に店舗群があるマルシェを

抽出している。それらの店舗群を各マルシェ開

催場所の「周辺店舗」と定義し、周辺店舗を対

象としたインタビュー調査を実施した6。 

周辺店舗として条件を満たしたのは、「柏崎ほ

んちょうマルシェ」は42店舗、「ナナシのマルシ

 
6 この調査についても、コロナ禍によって、直接訪問による調

査が実施できず、電話での依頼やインタビュー調査となった。

ェ」は24店舗、「山元はじまるしぇ」は14店舗の

合計80店舗であったため、全店舗に調査の協力

依頼をし、それぞれ15店舗、12店舗、９店舗か

ら協力を得ることが出来た。 

質問内容は、マルシェ開催日と通常日を比較

した際の来客数や売上の変化である。それぞれ

「大いに増える」「増える」「変わらない」「減る」

「大いに減る」から回答を求めた。 

そのため、短問であったが、協力を得られた店舗は計36店舗

(全体の45.0％)と多くはなかった。 

(1)出店動機（選択式）  

(2)コミュニティに関する質問（選択式） 

①マルシェを通して地域の人と話す、接する機会が増えたか 

②マルシェを通して人とのつながりが広がったか 

(3)ロイヤリティに関する質問（選択式） 

①マルシェを通して地域への愛着が湧いたか 

②マルシェに出店したことがきっかけで、地域での活動範囲が広がったか 

(4) プレイスメイキングに関する質問（選択式） 

①マルシェ開催場所の普段の印象、②マルシェ開催場所の開催時の印象、③マルシェの印象 

(5)エコノミーに関する質問（選択式） 

①収益性の面から、マルシェへの出店にメリットがあると感じるか 

②マルシェは地域の活性化に役立っていると感じるか 

②マルシェは地域の活性化に役立っていると感じるか 

(1)回答者の属性等基本情報（選択式） ①性別、②年代、③居住地、④職業、⑤来場回数 

(2)来訪理由（選択式）   (3)複数回来場の場合、リピートにつながった理由（自由記述） 

(4)コミュニティに関する質問（選択式） 

①マルシェを通して地域の人と話す、接する機会が増えたか 

②マルシェを通して人とのつながりが広がったか 

(5)ロイヤリティに関する質問（選択式） 

①マルシェを通して地域への愛着が湧いたか 

②マルシェに来場したことがきっかけで、地域での活動範囲が広がったか 

(6)プレイスメイキングに関する質問（選択式） 

①マルシェ開催場所の普段の印象、②マルシェ開催場所の開催時の印象、③マルシェの印象 

(7)エコノミーに関する質問（選択式） 

①マルシェ開催日に、通常よりも周辺の店舗に立ち寄ったり買い物をすることが増えるか 

②マルシェは地域の活性化に役立っていると感じるか 
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４．調査結果と考察 

 

（１） マルシェによる「コミュニティへの寄与」 

公共空間でのマルシェ開催による「コミュニテ

ィへの寄与」の効果を考察するため、マルシェ出

店者と参加者アンケート調査の「マルシェを通し

て地域の人と話す機会及び接する機会が増えた

か」「マルシェを通して人とのつながりが増えた

か」という質問項目を指標として分析する。 

まず、「地域の人と話す機会及び接する機会が増

えたか」について、図１は３つのマルシェの出店

者、図２は来場者の回答を表している。 

 

 

図１ 地域の人と話す機会（出店者） 

 

 

図２ 地域の人と話す機会（来場者） 

 

 

マルシェにより差異はあるものの、出店者では

最もポジティブな回答である「増えた」の比率が

最も大きく、一方で、「どちらかと言えば減った」

「減った」というネガティブな回答は全く見られ

ない。来場者では、「柏崎ほんちょうマルシェ」「ナ

ナシのマルシェ」で「どちらでもない」がそれぞ

れ69.6％、38.9％と最も多く回答されており、「山

元はじまるしぇ」も25.0％と少なくない比率であ

る。ただし、出店者同様にネガティブな回答は全

く見られない。出店者と来場者を比較すると、出

店者の方がよりポジティブな結果であることがわ

かる。出店者が、常に来場者と接し、会話を交わ

している様子が推察される。 

図１、図２からは、マルシェがコミュニケーシ

ョンを量的に増加させたと言える。 

次に、「人とのつながりが増えたか」について、

図３は出店者、図４は来場者の回答を表している

が、これもマルシェにより差異が見られる。 

 

 

図３ 人とのつながり（出店者） 

 

「ナナシのマルシェ」「山元はじまるしぇ」は、

出店者、来場者ともに、最もポジティブな回答

である「大いに広がった」が最も高い比率で選

択され、ポジティブな回答の合計が約60％から

100％と大きい。一方、「柏崎ほんちょうマルシ

ェ」は、出店者については、他のマルシェ同様に

ポジティブな回答の比率が大きいものの、来場

者ではネガティブな回答である「あまり広がっ

ていない」「広がっていない」の合計比率が、ポ

ジティブのそれを上回っている。 

 

 

図４ 人とのつながり（来場者） 
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コミュニケーションの量的な増加と人間関係の

広がりでは、後者の方が、プロセスが複雑であり

時間もかかるため、簡単に効果を生みにくいとは

考えられるが、「柏崎ほんちょうマルシェ」と他の

２つのマルシェには、特に、来場者の回答傾向に

大きな差異が認められる結果となった。この理由

については、各マルシェの来場者の性質から、２

つのことが考えられる。 

 図５は、各マルシェの来場者の来場回数を表し

ている。 

 

 

図５ 来場回数（来場者） 

 

「柏崎ほんちょうマルシェ」は、「ナナシのマル

シェ」よりも、６回以上の来場者が顕著に少なく、

逆に初めての来場者が30％を超える。「山元はじ

まるしぇ」は、「柏崎ほんちょうマルシェ」と同様

の傾向が看取されるが、これは「山元はじまるし

ぇ」の開催形態が関係している。「山元はじまるし

ぇ」は、関連するイベントが月１回開催されてい

るため本調の査対象としたが、「山元はじまるし

ぇ」自体は、年１回の開催であるため、調査時点

では通算５回しか開催されていない7。すなわち、

これまでにそれぞれ数十回の開催実績のある「柏

崎ほんちょうマルシェ」や「ナナシのマルシェ」

とは開催状況が異なっている。これらを考え併せ

ると、「柏崎ほんちょうマルシェ」は、リピーター

が比較的少ない可能性がある。 

次に、表７は、各マルシェの来場者の居住地を

表したものである。 

「柏崎ほんちょうマルシェ」は、開催地の柏崎

 
7 「山元はじまるしぇ」の来場回数について、「6回～10回」と回

答している者が5％(1名)いるが、これは記憶間違いか、関連

市の来場者が95.7％を占め、その他は隣接した十

日町市のみである。「ナナシのマルシェ」は開催地

の南魚沼市が66.7%を占めるが、県外からの来場も

ある。「山元はじまるしぇ」は開催地の山元町が

30.0％であり、その他、県内外から幅広い来場者

がある。「柏崎ほんちょうマルシェ」が生み出すつ

ながりは、ほぼ地元に限定されるため、「人とのつ

ながり」の点では、他のマルシェに比して成果が

小さい可能性がある。しなしながら、図３、図４

からは、全体的にはマルシェが一定以上のつなが

りを広げたと言えるのはないか。 

 

表７ 来場者の居住地 

マルシェ 開催地域 地元以外の居住地名 

柏崎ほんち

ょう(n=23) 
95.7% 十日町市 

ナナシのマ

ルシェ

(n=18) 

66.7% 

十日町市、小千谷市、柏崎

市、長野市、東京都西東京

市、東京都練馬区 

山元はじま

るしぇ

(n=20) 

30.0% 

仙台市、亘理町、利府町、

大河原町、山元町、角田

市、秋田県秋田市、静岡県

島田市、愛媛県市名不明 

※ 開催地の県外に下線を付している。 

 

（２） マルシェによる「プレイスメイキングへの寄与」 

公共空間でのマルシェ開催による「プレイスメ

イキングへの寄与」の効果を考察するため、マル

シェ出店者と参加者アンケート調査の「マルシェ

開催場所の普段の印象と開催時の印象」という質

問項目を指標として分析する。この質問の回答は、

「その他」を含む12の選択肢から、複数回等可能

な形式で行うものである。 

図６は「柏崎ほんちょうマルシェ」の結果を表

している。図６の選択肢は、上から順に６つがポ

ジティブな印象（「賑わいがある」「明るい」「楽し

そう」「行ってみたい」「安全」「落ち着く」)、下か

ら順に６つがネガティブな印象(「活気がない」「暗

い」「地味」「行こうと思わない」「怖い」「何もな

イベントも含めた来場回数を回答したものと考えられる。 
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い」)であり、それぞれが対照をなしている。これ

については、図７「ナナシのマルシェ」、図８「山

元はじまるしぇ」も同様である。 

図６を見ると、出店者の開催場所に対する普段

の印象は、「安全」「活気がない」が53.8%と最も多

く、次いで「地味」が30.8％と、ここまでが上位

３位である。一方で、開催時の印象では、順に「賑

わいがある」が76.9%、「楽しそう」が38.5%、「明

るい」が30.8%と、上位はポジティブな回答に変わ

っている。ポジティブな選択肢の中で、開催時の

印象が下がっているものは、「安全」「落ち着く」

であり、それぞれ15.4%、7.7%低下している。人が

集まることとこれらの印象はトレードオフするこ

とがわかる。 

来場者の開催場所に対する普段の印象は、「活気

がない」が43.5%と最も多く、次いで「地味」「行

こうと思わない」「何もない」が同率で26.1%と続

く。一方で、開催時の印象では、順に「賑わいが

ある」が65.2%、「楽しそう」が47.8%、「明るい」

が34.8%と、上位はポジティブな回答に変わってい

る。ポジティブな選択肢の中で、開催時の印象が

下がっているものは、「安全」「落ち着く」であり、

それぞれ8.7%、4.3%低下している。若干の差異は

あるものの、全体的な傾向は、出店者、来場者と

もに同様と言える。 

 

 

 

図６ 柏崎ほんちょうマルシェの開催場所の印象(左が出店者、右が来場者) 

 

図７は「ナナシのマルシェ」の結果を表してい

る。図７を見ると、出店者の開催場所に対する普

段の印象は、「何もない」が41.2%と最も多く、次

いで「明るい」が35.3％、「地味」「活気がない」

「賑わいがある」「安全」が同率で29.4％である。

開催時の印象では、順に「賑わいがある」「楽しそ

う」が76.5%、「明るい」が70.6%と、上位はポジテ

ィブな回答のみになり、ネガティブな回答は全く

選択されていない。 

来場者の開催場所に対する普段の印象は、「明る

い」「楽しそう」が同率で44.4%と最も多く、次い

で「賑わいがある」が38.9%、その次に、ネガティ

ブな回答である「何もない」が33.3%、「地味」が

27.8％と続く。上位3位の選択肢は、普段と変わら

ないが、比率は20から30％上昇している。 

「柏崎ほんちょうマルシェ」との差異は、普段

からポジティブな回答が一定程度の高い比率で選

択されていることと、開催時であっても「安全」

「落ち着く」の比率が上昇しているところにある。

ただし、開催時にポジティブな回答の比率が大き

く上昇することと、ネガティブな回答が大きく低

下するところは変わらない。 

図８は「山元はじまるしぇ」の結果を表してい

る。これを見ると、「山元はじまるしぇ」は、「ナ

ナシのマルシェ」と同様に、普段から出店者、来

場者ともに一定のポジティブな印象を持っており、

それが開催時には、ポジティブな印象が大きく上

昇し、ネガティブな印象が大きく低下する傾向が

看取された。 

以上を勘案すると、マルシェ開催は、公共空間

の持つ普段のポジティブな印象をより高め、ネガ

ティブな印象を軽減させる効果を持つと言える。 
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図７ ナナシのマルシェの開催場所の印象(左が出店者、右が来場者) 

 

 

 
図８ 山元はじまるしぇの開催場所の印象(左が出店者、右が来場者) 

 

 

（３） マルシェ開催の「エコノミーへの寄与」 

ａ）マルシェ内での経済的な効果  

公共空間でのマルシェ開催による「エコノミ

ーへの寄与」の効果を考察するため、まず、マ

ルシェ出店者と参加者へのアンケート調査、及

び、マルシェ開催場所の周辺店舗のインタビュ

ー調査結果を考察する。図９は、マルシェ出店

者に対するアンケート調査での「収益性の面か

らマルシェへの出店にメリットがあると感じる

か」の回答結果である。また、図10は、同調査

での「マルシェへの出店の動機」の回答結果で

ある。 

 

 
図９ 出店の収益面のメリット 

 

図９を見ると、マルシェへの出店することに収

益面のメリットを感じている出店者は、全てのマ

ルシェにおいて、「大いに感じる」「多少感じる」

の合計比率が80％を超えている。出店者が、マル
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シェ出店の収益性をポジティブに評価しているこ

とがわかる。 

図10を見ると、出店の動機は、各マルシェでや

や差異があるが、「顧客獲得・売上向上」は、「ナ

ナシのマルシェ」では69.2％、「山元はじまるしぇ」

では92.3％と、それぞれ動機として最も重要であ

ることがわかる。また、「消費者への直接マーケテ

ィング」や「自店の認知度の向上」等も、一定の

比率で選択されていることから、マルシェを開催

することで、マルシェ出店者については、ビジネ

ス上の効果を期待していることが看取できる。 

 

 

図10 出店の動機(複数回答) 

 

ｂ）マルシェ開催地域の周辺店舗での経済的な効果  

各マルシェ周辺の既存店舗への経済的な影響

を考察するため、周辺店舗を対象としたインタ

ビュー調査を実施し、マルシェ開催日と通常日

を比較した際の客数や売上の変化を聞いた。そ

の結果を図11に表したが、これを見ると、「変わ

らない」の比率は、「柏崎ほんちょうマルシェ」

の周辺店舗では80.0％、「ナナシのマルシェ」の

周辺店舗では50.0％、「山元はじまるしぇ」の周

辺店舗では66.7％と、全てのマルシェの周辺店

舗で「変わらない」が最も大きい比率であるこ

とがわかる。また、「ナナシのマルシェ」では、

25.0％がそもそも「マルシェの開催を知らない」

と回答している。 

一方で、「大いに増える」は全くないものの、

全てのマルシェの周辺店舗から「増える」が約

20％から30％が回答されていることに対し、「減

る」「大いに減る」は回答されていない。このこ

とを考え併せると、マルシェの開催は、周辺店

舗に対して大きな客数増や売上増にはつながら

ないが、ある程度のポジティブな効果を生んで

おり、逆に、客数や売上を下げるネガティブな

効果は生んでいないと言える。 

 

 

図11 マルシェ開催日の客数や売上の変化(周辺店舗) 

 

この結果を傍証するために、各マルシェの来

場者へのアンケート調査の「マルシェ開催日に、

通常よりも周辺の店舗に立ち寄る・買い物をす

ることが増えるか」の結果を、図12に示す。 

 

 

図12 マルシェ開催日の周辺店舗での買い物(来場者) 

 

図12を見ると、「柏崎ほんちょうマルシェ」「山

元はじまるしぇ」では、「変わらない」が最も多

いが、「大いに増える」「多少増える」というポ

ジティブな回答の合計比率は、「柏崎ほんちょう

マルシェ」では39.1％、「ナナシのマルシェ」で

は66.7％、「山元はじまるしぇ」では55.0％と少

なくない比率であることがわかる。一方、ネガ

ティブな回答は、「山元はじまるしぇ」に「大い

に減る」が5.0％現れるのみである。 

これらのことから、マルシェの開催は、周辺
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店舗の客数や売上に対してある程度ポジティブ

な効果を生み、客数や売上を下げるというネガ

ティブな効果はほとんど生まないと言えるので

はないか。 

 

（４） マルシェ開催の「ロイヤリティへの寄与」 

公共空間でのマルシェ開催による「ロイヤリテ

ィへの寄与」の効果を考察するため、マルシェ出

店者及び参加者アンケート調査の「マルシェを通

して地域への愛着が湧いたか」「マルシェは地域活

性化に役立つか」という質問項目を指標として分

析する。 

図13、図14は、マルシェを通した地域への愛着

を、出店者、来場者のそれぞれに質問した結果を

表している。 

 

 

図13 マルシェによる地域への愛着(出店者) 

 

 

図14 マルシェによる地域への愛着(来場者) 

 

図13と図14を比較すると、概ね来場者よりも出

店者の方が、地域への愛着が湧く傾向にあること

がわかる。出店者の「大いに湧いた」「多少湧いた」

というポジティブな回答の合計比率は、全てのマ

ルシェで80％を超えている。このことは、地域の

公共空間形成により積極的に関与することが、よ

り地域への愛着を醸成することを示していると考

えられる。「柏崎ほんちょうマルシェ」の来場者に

は、「あまり湧いていない」が26.1％、「全く湧い

ていない」が13.0％とネガティブな回答も散見さ

れるが、「大いに湧いた」「多少湧いた」の合計比

率は60％とそれらを超えている。 

図15、図16は、マルシェが地域活性化に役立つ

かという所感を、出店者、来場者のそれぞれに質

問した結果を表している。 

 

 

図15 マルシェは地域活性化に役立つか(出店者) 

 

 

図16 マルシェは地域活性化に役立つか(来場者) 

 

これを見ると、出店者、来場者ともに、概ね全

てのマルシェにおいて、「はい」の比率が「分から

ない」「いいえ」の合計比率を大きく上回っており、

地域活性化へ役立っていると感じる者が多いこと

がわかる。一方で、個々のマルシェを見ると、「柏

崎ほんちょうマルシェ」は、来場者の「はい」が

56.5％と全体で最も低く、代わりに「分からない」

が39.1％と少なくない比率で選択され、加えて「い

いえ」も4.3％が見られた。出店者には「分からな

い」が15.4％見られた。「ナナシのマルシェ」では、

「分からない」が出店者、来場者のそれぞれに

11.8％、16.7％、「いいえ」が出店者のみに5.9％

見られた。「山元はじまるしぇ」では、「分からな

い」「いいえ」ともに、来場者のみに5.0％ずつ見
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られたが、出店者には、全く見られなかった。 

図15、16を比較すると、概ね来場者よりも出店

者の方が、マルシェが地域活性化に役立つと考え

ていることがわかる。これは愛着の醸成とも通じ

る結果と言える。 

 以上の調査結果から、マルシェの開催は、地域

への愛着を高め、地域活性化にもつながる可能性

があることを検証できたのではないかと考える。 

 

５．おわりに 

 

 本稿で取り上げた３つのマルシェについて、公

共空間を活用して開催したことによって、マルシ

ェ本来の目的である、主に農産物の生産者と消費

者を直接的に結びつける交流に付加した副次的効

果として、「コミュニティへの寄与」「プレイスメ

イキングへの寄与」「エコノミーへの寄与」「ロイ

ヤリティへの寄与」の４つの効果が、表１に掲載

した検証モデルにおいて、明らかになった。 

また、その検証の過程において、いくつかの特

筆すべき知見が確認された。 

まず、本稿で取り上げた３つのマルシェは、交

流性の重視、一定以上の開催頻度、周辺店舗の存

在、主催者の空間形成へのこだわりという条件で

抽出したが、「コミュニティへの寄与」に差異が見

られた。すなわち、地域内だけの集客がほとんど

でリピーターが少ない場合、人と接する機会や会

話の機会や人との関係性の広がりに、ネガティブ

な影響があることが分かった。このことについて、

来場者を対象としたアンケート調査の設問間の関

連で考察してみる。 

 表８を見ると、マルシェへの来場回数は、人と

のつながりの広さと弱い正の相関関係にあるが、

人と接する機会や会話をする機会とは、特段の関

係性が認められない。来場回数に関わらず、人と

接する機会や会話をする機会が多いほど、人との

つながりが広がる傾向にある(相関係数0.77）。な

お、人とのつながりが広いほど、地域での活動の

範囲が広がる傾向にあることもわかる(相関係数

0.83)。

 

表８ 来場者を対象とするアンケート調査の設問間の相関関係 

 

 

 次に、マルシェ開催の「エコノミーへの寄与」

において、周辺店舗の客数や売上に、ある程度ポ

ジティブな影響を与えることがわかった。すなわ

ち、マルシェの開催により周辺店舗の市場を奪う

のではなく、マルシェの集客等が市場を拡大する

ことが分かった。ただし、その影響は大きくはな

いが、少なくともマイナスの影響はほとんど見ら

れないことがわかった。このことを表８と併せて

考察すると、人と接する機会や会話が多いほど、

人とのつながりが広がるほど、地域への愛着が湧

くほど、地域での活動範囲が広がるほど、周辺店

舗への立ち寄りや買物が増えることがわかる(相

関係数はそれぞれ0.43、0.53、0,47、0.53)。これ

らのことを考え併せると、「コミュニティへの寄与」

「エコノミーへの寄与」「ロイヤリティへの寄与」

は不可分であることがわかる。 

 本調査を通じて、地域の公共空間においてマル

シェを開催することで、コミュニティが活発にな

り、地域のネガティブな印象の減少やポジティブ

な印象を増加させ、地域への愛着の高まりや、地

域の活性化にもつながることを明らかにできた。

このことから、公共空間を活用することによる、
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地域創生への可能性を示すことが出来たのではな

いかと考える。 

地域において、他者との交流が活発になり、地

域活動が広がれば、強いコミュニティ意識の醸成

にもつながり、地域の一員として、心豊かな暮ら

しを実現することにつながるのではないだろうか。

それは正に、単なる空間（スペース）を、自分た

ちの活動によって、地域への想いや人との結びつ

きを高める居場所（プレイス）に転換する動きと

言える。地域に存在するそのような居場所(プレイ

ス)に愛着を抱く人を増やすことで、さらに多様な

アクティビティを引き出し、公共空間の魅力を持

続的に高めることができるのではないだろうか。 

本研究の限界は、あらかじめ設定した４つの条

件によって抽出した３つマルシェのみを対象とし

たところにある。地域創生への副次的効果が検証

しやすい対象に絞ったとも言えるため、この検証

モデルが、４つの条件を満たさないその他多くの

マルシェに対して、どのような結果をもたらすの

か、分析を継続する必要がある。また、本研究で

は、公共空間の活用事例の一つとしてマルシェを

取り上げたが、他にも公共空間を上手く活用して

いる事例は数多く存在している。 

今後、日本においても「公共空間」を有効に活

用した空間形成を通じて、人々の多様なアクティ

ビティを引き出し、より素敵な地域が広がってく

ことを願ってやまない。本稿がその一助となれば

望外の喜びである。 
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「地方創生」における政策キーワードの変遷 

― テキストマイニングによる「総合戦略」の分析 ― 

 

仲北浦 淳基 

大正大学 地域創生学部地域創生学科 専任講師 

 

（要旨） 本稿の目的は、テキストマイニングの手法を用いることで、2014年から2020

年までの「総合戦略」におけるキーワードの変遷を明らかにすることである。そのた

めに、「総合戦略」の第１期初版と第２期初版だけでなく、それらの毎年の改訂版を

も含めた計７年分を分析対象とする。分析の結果、第１期から第２期への変化として

指摘されてきたことが定量的にも確認されたが、他方で、期内の改訂においても重要

な変化があることが分かった。「地方版総合戦略」の策定のために国の「総合戦略」

を勘案するときは、期をまたいだ改訂だけでなく、毎年の改訂にも注意を払わなけれ

ば、当該のキーワードが強調されるに至った背景や経緯を捉え損ねる可能性がある。 

 

キーワード：地方創生、総合戦略、テキストマイニング、計量テキスト分析、データビジュアライズ 

 

 

１．はじめに 

 

（１） 問題の所在 

 2014年12月27日に閣議決定された最初の「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」

と省略する）は、いわゆる「地方創生」の大きな

指針の１つとして打ち出された。その後、賛否両

論を巻き起こしながらも、「総合戦略」は、改訂が

重ねられ、2019年12月20日には“第２期”が閣議

決定された。 

「総合戦略」を策定する法的な根拠は、2014年

11月28日に公布された「まち・ひと・しごと創生

法」であり、その第８条第６項には次のように明

記されている。 

 

政府は、情勢の推移により必要が生じた場合に

は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を変更し

なければならない。（傍点引用者。以下同様） 

 

つまり、政府は、国の「総合戦略」を１度だけ策

定して終わりにするのではなく、「情勢の推移」を

見ながら、都度変更を加えていかなければならな

いのである。 

確かに、「総合戦略」における第１期（2014年）

と第２期（2019年）という大きな区分については

広く認知されており、その変化に言及した研究も

ある（例えば森川2020や鈴木2020）。しかし、本稿

でも詳述するように、国の「総合戦略」は、第1期

から第２期への改訂があっただけでなく、部分的

な改訂が毎年行なわれてきた。それにもかかわら

ず、国の「総合戦略」における毎年の変化に関す

る研究や調査は見当たらない。 

 

（２） 本稿の目的と方法 

そこで本稿では、先行研究を踏まえながら、国

の「総合戦略」における各年の変化を追う。政府

が「地方創生」において強調しようとした政策キ

ーワードの変遷を明らかにしたい。 

そのために本稿では、文書という質的なデータ

を定量的に解析するテキストマイニングという手

法を用いる。この手法は、文学を嚆矢として社会

学、教育学、経営学、経済学など様々な分野にお

いて活用されてきたが、特に日本の政策に関する

論議や関心の分析に関しては、新聞記事を用いて
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都市計画の潮流を明らかにしようとした小森他

（2006）が最初であるようにみえる。その後も現在

までに数多くの研究が蓄積されている（例えば小

田切2014；森2019；増田2021）1。 

テキストマイニングという手法を用いる利点は、

言葉という質的なデータを定量的に解析できるこ

とである。また、膨大な質的データを読み込む際

の分析者の着想や“読み”を、より客観的な数量

的証拠をもって検証できることも利点である。さ

らには、膨大な質的データを定量的に解析するこ

とで、これまで一般的には気づかれなかった新た

な知見を見出すことも期待できる2。 

本稿では、各年版の「総合戦略」をテキストマ

イニングによって分析することで、国の「総合戦

略」のキーワードがどのように変遷してきたのか

を明らかにする。 

 

２．分析対象の概要と分析の方針 

 

（１） 分析対象の概要 

 本稿は、内閣府が提供する「地方創生サイト」

で公開されている「総合戦略」を分析対象とする。

ここで、2022年２月現在の策定状況を確認してお

こう（表－１）。「地方創生」を掲げる「まち・ひ

と・しごと創生法」が2014年11月28日に公布され

てから、最初の「長期ビジョン」と「総合戦略」

が公表されたのは同年12月27日である（表－１、

第1行）。 

 その後、「長期ビジョン」は５年後の2019年12月

20日に「令和元年改訂版」として公表されている

（表－１、第２列）。2015年６月30日には、「国の

「総合戦略」に掲げられた基本目標の達成に向け

て作成された政策パッケージ・個別施策について、

今後の対応の方向を取りまとめたもの」（「基本方

針2015」、3）として「基本方針」が初めて示され、

その後も毎年６・７月に公表されている（表－１、

第１列）。 

1 なお、筆者は経済学説史・経済思想史の分野において、英

国の経済学者の言説や政策委員会での議論をテキストマイ

ニングによって分析してきた（仲北浦2021；仲北浦・小峯

2019；小峯・仲北浦2021）。 

そして、本稿で分析対象とするのは「総合戦略」

であり、2014年から2018年が「第1期」、2019年か

ら2023年が「第２期」と定められてはいるが、毎

年12月には改訂版が公表されている（表－１、第

３列）。ただし、2022年２月現在において、2021年

版の「総合戦略」は公表されていない。そのため、

本稿が分析対象とする「総合戦略」は、2014年版

から2020年版までの計７年分である。 

 

表－1 「基本方針」、「長期ビジョン」、「総合戦略」のそれ

ぞれの策定日（「地方創生サイト」より筆者作成） 

 
 

（２） 分析対象に関する先行研究 

ａ）国と自治体のトップダウン関係 

 「まち・ひと・しごと創生法」（第８条、第９条、

第10条）によれば、「総合戦略」は政府（国）・都

道府県・市区町村の3段階でそれぞれ定められるこ

とになっている。ただし、各自治体は「〔国の〕ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して」、その

「地方版総合戦略」を定めるように努めなければ

ならない、と規定されている。確かに、各自治体

（都道府県および市区町村）は、当該自治体の実

情に応じて「地方版総合戦略」を定めると規定さ

れてはいるが、実際上、自治体は国の「総合戦略」

の方針に沿うことが求められている。 

「地方版総合戦略」の策定において、国と自治

体のトップダウン関係があるという点については、

先行研究においても繰り返し指摘されてきた。例

2 さらには、テキストデータの範囲内でその傾向などを捉える

だけでなく、その範囲外から新たな発見を抽出する「探索的な

データ解析 exploratory data analysis」をしてこそ「真のテキス

トマイニング real text data mining」だとする立場もある。（Cf. 

Hearst1999, 3） 
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えば、中嶌（2018、10）は「総合戦略をどのよう

に策定するかは自治体により様々であるが、国の

総合戦略、都道府県の方針に合致したものとする

ためには、…人口減少を予測している自治体であ

っても、予測される人口減少を受け入れた上での

計画の策定は許されない状況であ」るとして、各

自治体の「地方版総合戦略」が国（上位）の「総

合戦略」の方針内に納まらざるを得ないことを指

摘している。 

 また、政府は2014年（第1期初版）の「総合戦略」

において、 

 

適切な短期・中期の政策目標を伴う政策パッ

ケージを示し、それぞれの進捗についてアウ

トカム指標を原則とした重要業績評価指標

（KPI）で検証し、改善する仕組み（PDCA サ

イクル）を確立する（７ページ） 

 

と宣言している。「政策パッケージ」の提示と「KPI」

の設定という方針は現在も継続されているが、こ

の方針がさらに国と自治体のトップダウン関係を

引き起こしているとの指摘がある。 

政策パッケージに関しては、福岡県と県下60市

町村の「人口ビジョン」および「地方版総合戦略」

を調査した小野他（2019、76）が、「〔国の定める〕

政策パッケージは各地方自治体の独自性の高い政

策展開を結果的に阻んでしまっている実態にあっ

た」と結論づけている。 

 また、KPIの設定に関して松井（2017、45）は、

KPI の設定に懸念を示す説を紹介した上でその懸

念理由を次のように推測している。すなわち、KPI

という用語が政策の中で明示的に用いられた『日

本再興戦略』（2013年）の中で、KPIの達成可否に

ついては「トップダウンで検証を行う」と断定さ

れていることから、「総合戦略で求められた KPIも

またトップダウン的な検証が想定され、事後的な

検証のために自治体がその通りに実施するように

3 他にも、地方創生関連の補助金や交付金に採択される必

要があるという仕組みからトップダウン関係が生じるという指

摘もある。例えば、中澤（2016、289）は、「政府がパッケージご

とに具体的かつ短期的な数値目標を設定している以上、これ

らと整合する内容と水準の目標を設定していない限り、〔採択

「上から」の管理として理解」されたのだろう、

という推測である。  

このような様々な事情3から、特に第1期におい

ては、当事者である自治体の担当者も国からのト

ップダウンの印象を受ける結果となったようだ。

「地方版総合戦略」（第１期）の策定に関して自治

体に対する悉皆調査を行なった坂本（2018、95）

は「国主導の強いコントロールの下で進められて

おり、地域の実態に見合った運用になっていない」

と感じている自治体が少なからず存在することを

指摘している。 

 以上のように、「総合戦略」の策定において国と

自治体がトップダウン関係にあることが分かる。

ただし、本稿の目的は、国と自治体のトップダウ

ン関係や国の「総合戦略」の是非を問うことでは

ない。むしろ、本稿は、これらの先行研究が指摘

しているような国と自治体のトップダウン関係が

あるのだとすれば、国の「総合戦略」が「地方版

総合戦略」に強い影響を及ぼしているはずであり、

であるならば、なおさらこれまでの国の「総合戦

略」の特徴や変遷を明らかにしておく必要がある

だろう、と主張するのである。 

ｂ）「総合戦略」第１期から第２期への変化 

 しかし、「地方版総合戦略」に関する研究に比べ

て、国の「総合戦略」の研究は比較的手薄な状態

である。ただし、国の「総合戦略」における第１

期から第２期への変化については、特に《基本目

標の微修正》および《「横断的な目標」と「関係人

口」の追加》が先行研究によって指摘されている。 

例えば鈴木（2020、4-5）は、第2期の基本目標

の変化を「微修正」とみなした上で、特に「稼ぐ

地域」や「地方とのつながり」という語が基本目

標に追加されたことに注目している。さらに、第

２期においては新たな目標を「既存の目標に加え

るのではなく、「横断的な目標」という形で追加さ

れた点が注目される」として、「横断的な目標」と

いう第２期の新たな方針に注意を促している（同

のための〕コンテストに勝ち抜き、補助金や交付金の交付を

受けることはできないであろう。…〔国から〕求められると想定

される内容と水準から「地域
マ マ

版総合戦略」が逆算される傾向

を生む」と述べている。 
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上、3-4）。なお、「横断的な目標」は２つ設定され

ており、一方が「多様な人材の活躍を推進する」、

他方が「新しい時代の流れを力にする」である。

後者はさらに「地域におけるSociety 5.0の推進」

と「地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまち

づくり」という２つの方針が掲げられている。 

また、森川（2020、302）は、第１期から第２期

への変化について、「…〔第２期では〕「関係人口」

の概念が導入されたくらいで、第１期の戦略目標

と比べて特に目新しいものはない」と述べ、第２

期における「関係人口」の追加を強調している。

なお、「関係人口」は、上述の第２期の基本目標で

追加された「地方とのつながり」と関係の深い語

である。 

本稿では、これらの先行研究でも指摘された第

１期から第２期にかけての大きな変化、すなわち、

《基本目標の微修正》および《「横断的な目標」と

「関係人口」の追加》を定量的に確認することを

第一の目標とし、さらに、「総合戦略」の毎年の改

訂版を比較分析することによって、国の「総合戦

略」における政策キーワードの変遷を辿りたい。

このような知見は、国の「総合戦略」を勘案する

必要に迫られる自治体にとって、今後も「地方版

総合戦略」の改訂を重ねていく上でのメルクマー

ルとして意義を持つであろう。 

 

（３） 具体的な分析の手順と留意事項 

ａ）具体的な分析の手順 

 本稿では KH Coder 34というフリーソフトを用

いて計量テキスト分析を行なう。KH Coder 3では、

多種多様な分析方法が実装されているが、本稿で

は主に対応分析と KWIC コンコーダンス（コロケ

ーション統計）を用いる。 

 本論で詳説するが、対応分析は、複数の文献（例

えば第１期「総合戦略」と第２期「総合戦略」）に

おける特徴語を見出すのに長けている。本稿では

対応分析を応用することで、「総合戦略」が年々ど

のように変化してきたのかを明らかにする。また、

テキストマイニングでは、単語を最小単位として

4 https://khcoder.net/dl3.html（2022年２月１日最終閲覧） 
5 テキストマイニングの概要と KH Coder 3の操作方法につい

ては樋口（2020）を参照のこと。他にもテキストマイニングに関

分析するが、その語の前後関係や文脈を明らかに

したいときは KWIC コンコーダンス（コロケーシ

ョン統計）を活用する5。 

本稿では、2014年と2019年に策定された第１期

と第２期の「総合戦略」だけでなく、毎年の改訂

版も分析対象とし、以下の３段階で計量テキスト

分析を行なう。 

 

① 2014年版から2020年版までの量的な推移を

明らかにする。 

② 2014年版（第1期初版）と2019年版（第２期

初版）の「総合戦略」を比較する。 

③ 各期初版とその改訂版をそれぞれ比較する。 

 

これらの分析によって、2014年から2020年にかけ

て、国の「総合戦略」の強調点がどのように変遷

してきたのかを明らかにしたい。 

ｂ）分析における留意事項 

 本稿では内閣府の「地方創生サイト」で公開さ

れている「総合戦略」を用いるが、これらの「総

合戦略」のテキストのうち分析対象とするのは本

文のみであり、表題、目次、図表および脚注は分

析対象から除外している。 

なお、計量テキスト分析においては主に出現回

数の多い語が分析対象となるが、これは逆を言え

ば、出現回数の少ない語が分析から除外されると

いうことである。ゆえに、できるだけ分析の漏れ

が生じないようにするためには、高頻出語と低頻

出語に分けてそれぞれ分析するなどの工夫が必要

である。しかし、本稿では紙幅の制約上、そこま

で詳細な分析はできないので、暫定的に出現回数

30回を１つの基準として、それ以上出現した語を

分析対象としている。 

また、KH Coder 3では、動詞や形容詞など様々

な品詞を分析対象に含めることができるが、本稿

では名詞のみを分析対象とする（「名詞」、「サ変名

詞」、「固有名詞」、「組織名」、「人名」、「地名」、「タ

グ」、「名詞 B」、「名詞 C」）。というのは、名詞は各

品詞の中でも理念・概念・思想を強く象徴すると

連する具体的な手順や留意事項については仲北浦（2021）お

よび、仲北浦・小峯（2019）と小峯・仲北浦（2021）の補論・補

説も参照されたい。 
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考えられているからである（喜田2018、210）。 

 

３．分析と考察 

 

（１） 2014年版から2020年版までの量的な推移 

 まず、基本的な量的推移として、2014年版から

2020年版までの７年分の「総合戦略」の総語数と

名詞の語数（図－１）および、全体の異なり語数

（語の種類数）と名詞の異なり語数の推移を見る

（図－２）。 

 

 

図－１ 総語数と名詞の語数の推移 

（KH Coder 3の分析結果より筆者作成） 

 

 

図－２ 全体の異なり語数と名詞の異なり語数の推移 

（KH Coder 3の分析結果より筆者作成） 

6 先述したように本稿では出現回数30回以上の名詞のみを

分析対象とする。分析対象となっているのは文書全体の5％

～10％ほどである点に留意が必要である。 

図－１より一見して明らかなように、「総合戦略」

は毎年改訂を重ねるたびに分量が増加している。

また、図－２からは、全体としての語数が増加し

ているだけでなく、使用されている語の種類も増

えていることが分かる。さらに、第１期から第２

期での改訂よりもむしろ、毎年の改訂において分

量が増加していることは注目に値する。内容の分

析は次節以降で行なうが、少なくとも総語数や異

なり語数から見れば、「総合戦略」が毎年大幅に書

き加えられていることは明らかであろう。 

 次に、語の出現回数の分布をみる。次ページの

図－３は各年版「総合戦略」の語の出現回数（横

軸）と度数（縦軸）を表したグラフをまとめたも

のである。どの年も出現回数の少ない語が非常に

多く、出現回数30回未満の語だけで全体の約90%～

95%を占めている6。さらに詳細な調査は必要だが、

出現回数の少ない語が全体の大半を占めているこ

とは、その分「総合戦略」が幅広いテーマに言及

していることの表れと言えるかもしれない。 

 

（２） 第１期初版と第２期初版の比較 

ａ）《基本目標の微修正》および《「横断的な目標」と

「関係人口」の追加》 

 次に、一般的に知られている第１期から第２期

への改訂における変化を定量的に示すために、

2014年版（第１期初版）と2019年版（第２期初版）

の「総合戦略」を対応分析によって比較する。こ

こでも分析対象とするのは出現回数が30回以上の

名詞である。結果は図－４のとおりである。分析

対象となる語は282語あるが、この図で散布されて

いるのは「差異が顕著な語」かつ「原点から離れ

た語」の上位60語のみである（以下同様）。 

まず、対応分析の図の見方を説明しておこう。

横軸と縦軸のそれぞれに「０」があり、それぞれ

垂直、水平に点線がひかれている。それらの点線

の交点が原点である。そして、原点付近に散布さ

れた語はより普遍的に出現した一般語であり、原

点から離れて散布された語はその当該文書で特に
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図－３ 各年版「総合戦略」における出現回数の分布（KH Coder 3の分析結果より筆者作成） 

 

多く出現した特徴語である。具体的に図－４で説

明すると、原点の右上（第１象限）に「2019年（第

２期）」、左下（第3象限）に「2014（第１期）」の

語が散布されている。原点付近には「地域」と「地

方」という語が散布されており、これは2014年版

と2019年版に共通して出現した語（一般語）であ

ることを意味する。他方で、例えば図の左下隅の

「府省庁」という語は2014年版で特に多く出現し

た語、逆を言えば、2019年版ではほとんど出現し

なかった語だということである。こういう意味で、

「府省庁」は2014年版の特徴語とみなせる。以上

のことから、第１象限に散布されている語は2019

年版の特徴語であり、第３象限に散布されている

語は2014年版の特徴語とみなすことができる。ま

た、原点から離れるほど、比較相手における出現

回数がより少なかったという意味で、当該文書の

特徴語と言える程度が増す。 

では、2014年版（第１期初版）から2019年版（第

２期初版）への変化はどのようなものだっただろ

うか。まずは、前章（２）の b）で指摘した《基本

目標の微修正》および《「横断的な目標」と「関係

人口」の追加》に注目してみよう。 

次に、2014年版の特徴語（第３象限）として「府

省庁」があるのに対して、2019年版は「内閣府」、

「内閣官房」、「国土交通省」、「総務省」、「農林水

産省」、「厚生労働省」、「参事官」、「政策局」、「政

策課」、「企画課」、「振興」、「事務」、「本部」が特

徴語として出ていることから、2014年版では「府

省庁」として指摘されるにとどまっていた組織名

が、2019年版では具体的に明言されていると推測

できる。実際に、第2期「総合戦略」の本文を見る

と、その後半部分の「政策パッケージ」で設定さ

れている詳細な目標の１つ１つ全てに、関係する

府省庁の具体的な組織名が列挙されている。これ

だけでは確たることは言えないが、この変化は縦

割り行政を脱却して分野横断的に地方創生に取り

組もうという姿勢の強さの表れと言えるかもしれ

ない。 

 

 

図－４ 2014年版と2019年版の比較（対応分析） 
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ｂ）その他の主な変化 

 

図－５ 2014年版と組織名を削除した2019年版の比較

（対応分析） 

 

以上の分析から、「SDGs」と「関係人口」が第２

期「総合戦略」における強い程度の特徴語として

表れたことが定量的にも示せた。さらに、第2期に

おいて関係府省庁の組織名が具体的に指定される

ようになったことも指摘した。 

ただし、様々な組織名が高頻度で出現すること

で、第２期「総合戦略」の内容における特徴語が

見えにくくなっている。そこで、第２期の「政策

パッケージ」で具体的な組織名が記された部分を

全て削除して、再度対応分析を行なった（以下の

分析でも、具体的な組織名を削除したテキストを

使用することとする）。その結果が図－５である。 

前項で指摘した「SDGs」と「関係人口」を除く

と、まず注目されるのは右上隅の「未来」という

語である（2014年版：１回、2019年版：65回）。KH 

Coder 3の機能である KWICコンコーダンス（コロ

ケーション統計）から、「未来技術」という表現が

65回中41回使用されていることが分かった（「技術」

という語も2019年版の特徴語として第１象限に散

布されている）。この語は「新しい時代の流れを力

にする」という「横断的な目標」の説明の中で初

出であり、「Society5.0の実現に向けた技術」を意

味するようだ（「総合戦略」2019年版、24）。「未来」

という語は「横断的な目標」という第2期の特徴を

反映していると言えるだろう。なお「Society5.0」

は2019年版では13回出現しているが、2014年版で

は出現していない。 

次に「プラットフォーム」という語がある。コ

ロケーション統計によれば、この語は「〇〇プラ

ットフォーム」という形で様々な意味合いで使わ

れている。一例を示すと、「官民連携プラットフォ

ーム」（11回）、「データプラットフォーム」（３回）、

「地域プラットフォーム」（３回）、「マイキープラ

ットフォーム」（２回）などである。何らかの活動

を促す際に、国（政府）がその活動の基盤や仕組

みを構築しようとする姿勢が垣間見える。 

最後に、やや意外の感を抱くが、「農業」という

語も第２期の特徴語として出ている（2014年版：

13回、2019年版：66回）。出現回数から判断して、

第１期において「農業」が軽視されていたとは言

えないだろうが、第２期において出現回数が飛躍

的に増加している。コロケーション統計を見ると、

「スマート農業」という表現が10回、他にも「デ

ータ」（３回）、「技術」（３回）、「AI」（１回）、「ICT」

（１回）という語が「農業」と共起していた。こ

れもまた、第２期の「横断的な目標」の「地域に

おける Society5.0の推進」が反映された結果と推

測できる。また、「農業」と「経営」が８回共起し

ていること、および、第2期の特徴語として「官民

連携」「資金」「事業」「活用」が出ていることは、

「稼ぐ地域」という第２期の《基本目標の微修正》

を反映した結果と言えるかもしれない。 

 

（３） 各期初版とその改訂版の比較 

 前節では、2014年版（第１期初版）と2019年版

（第２期初版）を比較した。その分析によって、

第１期から第２期への変化を定量的に確認するこ

とができた。しかし、それだけでは不十分である。

というのは、2014年版から2019年版への変化がそ

れまでの改訂ですでに起こっていた可能性がある

からである。第１期途中の改訂における変化を、

第１期から第２期への改訂による変化だと誤認す

ることは避けなければならない。そのためには「総

合戦略」の毎年の変化を追っていく必要がある。 

 そこで本節では、各期初版とその改訂版とをそ

れぞれ比較していく。そうすることで、各年の「総
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合戦略」における比較的細やかな変化を捉えられ

るだけでなく、上記の問題もある程度は回避でき

るだろう7。なお、紙幅の制約上、各分析において、

特に強い程度での特徴語と言える語（図の右上隅

に散布された語）を中心に言及する。 

ａ）2014年版（第１期初版）と2015年版の比較 

 

図－６ 2014年版と2015年版の比較（対応分析） 

 

2014年版（第１期初版）の最初の改訂である2015

年版では、「交付金」と「ローカル」が特徴語とし

て出ている（図－６右上隅）。 

まず、「交付金」は2014年版（第１期初版）で３

回、2015年版で31回出現している。2014年版では

「新型交付金」と表現されており、これは「使途

を狭く縛る個別補助金や効果検証の仕組みを伴わ

ない一括交付金とは異なる、第三のアプローチを

志向」したものである（「総合戦略」2014年版、59）。

2014年版では構想段階でとどまっていた「新型交

付金」は、2015年版において「地方創生推進交付

金」として具体化され、繰り返し言及されるよう

になった（16回）。 

次に、「ローカル」は2014年版で３回、2015年版

で27回出現している。この語は単体ではなく「ロ

7 2つの「総合戦略」での出現回数が合計で30回に満たない

語が分析対象から除外されていることに留意が必要である。

合算して出現回数が30回未満の語は新出語であっても図中

には反映されない。 

ーカル○○」という表現で出現している。コロケ

ーション統計によれば、2014年版では「ローカル

版クールジャパン」（２回）と「ローカル10,000プ

ロジェクト」（１回）という２つの表現で出現して

いる。一方で、2015年版では「ローカル・アベノ

ミクス」が６回で最多である。これは、マクロ経

済政策（アベノミクス）の一部として「地方創生」

を位置づける方針を反映したものとみることがで

きる（cf.「地方創生版・三本の矢」）。あくまで国

家を全体と捉えた上での地域政策という見方は、

国の「総合戦略」の一特徴と言えるかもしれない8。

なお、他にも「ローカルイノベーション」（５回）、

「ローカルベンチマーク」（５回）、「ローカル・ク

ールジャパン」（４回）、「ローカルブランディング」

（３回）、「ローカルサービス」（３回）などの表現

が出現している。 

b)2014年版（第１期初版）と2016年版の比較 

 

図－7 2014年版と2016年版の比較（対応分析） 

 

次に２度目の改訂である2016年版を比較する

（図－７）。まず右上隅には「RESAS」がある（2014

年版：０回、2016年版：35回）。RESASとは内閣官

房および経済産業省が提供する「地域経済分析シ

8 中澤（2016、5-6）も次のように指摘している。「「地方創生」

は、字面が醸し出すような、「新たな『地方』を創り出す」という、

「地方」そのものを目的とする理念を含意しているとしても、同

時に、そしてそれ以上に、「国家」や「国民経済」という全体の

量的拡大の手段としての性格を強く持っている」。 
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ステム」である。これは2014年版では2014年度内

での開発が宣言され（８ページ）、実際に2015年４

月に提供が開始された。2014年版では「RESAS」の

語は１度も出現していないが、「地域経済分析シス

テム」という語は８回出現している。これも先の

「新型給付金」の例に同じく、第１期初版では構

想段階だったものが各年の改訂において具体化さ

れ強調されるようになった例と言えるだろう。 

次に「DMO」がある（2014年版：１回、2016年版：

30回）。DMO とは Destination Management ／

Marketing Organization の略称であり、地域資

源の全般的なマーケティング戦略を構想する主体

を指す。2014年版では「日本版 DMO」という表現で

１度だけ出現しており、2016年版でも出現回数30

回のうち27回が「日本版 DMO」である。残りは「世

界水準 DMO」（２回）と「DMOクラウド」（１回）と

いう表現で出現している。いずれにしても、欧米

諸国における DMOの先進事例を日本にも積極的に

導入し、それを実現できる環境を整備することが

強く志向されるようになったことが分かる。 

 最後に「働き方改革」も見ておこう（2014年版：

３回、2016年版：34回）。「働き方改革」は、2016

年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総活

躍プラン」でも重要視され、「一億総活躍社会」の

実現に向けた「最大のチャレンジ」と位置づけら

れた。2014年版の段階では「働き方改革」が「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の

実現」と同一視され、各都道府県での「働き方改

革推進本部」の新設が構想されている（43-44ペー

ジ）。なお、実際にその構想は2015年１月以降に実

現していったが、2016年版では、さらに具体的に

「地域働き方改革会議」（６回）、「地域働き方改革

支援チーム」（３回）、「地域働き方改革包括支援セ

ンター」（１回）、「働き方改革アドバイザー」（１

回）といった語が挙げられている。ここでも、初

版では構想として言及されるにとどまっていたも

のが、各年の改訂において徐々に具体化され強調

されるようになっていることが見て取れるだろう。 

c)2014年版（第１期初版）と2017年版の比較 

次は、３度目の改訂版である2017年版と比較す

る（図－８）。まず図の右上隅の「エリアマネジメ

ント」（2014年版：０回、2017年版：35回）は、2017

年版では「民間団体が主体となる自主的なまちづ

くりの取組」と定義されている（86ページ）。エリ

アマネジメントについては、2016年６月に開催さ

れた「日本版 BIDを含むエリアマネジメントの推

進方策検討会」においてその役割や課題が整理さ

れた。「BID」とは Business Improvement District

の略称である（2014年版：０回、2017年版：７回）。

その発祥は1960年代のアメリカと言われており、

その後イギリスやドイツなどでも導入されてきた。

日本では大阪市が2014年２月に「大阪エリアマネ

ジメント活動促進条例」（BID 条例）を成立させ、

国内での先進事例となっていた。BID 制度も含む

エリアマネジメントの強調は、このような海外や

国内での先進事例を積極的に取り入れて全国各地

で推進しようとする姿勢と見ることができる。 

 

 

図－８ 2014年版と2017年版の比較（対応分析） 

 

次に「資金」という語がある（2014年版：３回、

2017年版：33回）。2014年版では「真に必要なイン

フラの整備・維持管理・更新と財政健全化の両立

のために、民間の資金・ノウハウの活用が急務と

なっている」という文脈で「資金」が言及される

だけだった（51ページ）。それに対して2017年版で

は、公共施設の更新や財政健全化だけでなく、域

内経済の活性化あるいは地域の「稼ぐ力」の向上

という目的のために、「資金（の）供給」（７回）

や「資金的支援」（２回）が必要であり、さらには、
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地域企業が長期的な事業にチャレンジできるため

に「リスク性資金の充実」（６回）が必要との立場

に立っている。なお、そのようなリスク性のある

資金を供給するのは主に「地域金融機関」やそれ

によって構成される「地域ファンド」とされてい

る。このように、同一の語でも、各年の改訂を重

ねるにつれ、文脈や目的に広がりが出ていること

が分かる。 

最後に、右上の「子供」（2014年版：３回、2016

年版：33回）と左下隅の「子ども」（2014年版：25

回、2017年版：14回）に注目しておこう。同じ言

葉だが、各年版によって漢字と仮名での差異が出

ている。KWICコンコーダンスを調べると、この差

異は「放課後子ども総合プラン」と「放課後子供

教室」のような制度名などによる使い分けが原因

となっていることが分かった。しかしその一方で、

「子ども数」と「子供数」のように、とくに使い

分けの必要のない、表記の揺れともみえる部分も

確認された。やや余談のようにみえるかもしれな

いが、テキストを定量的に分析する際には、この

ような表記の揺れにも注意を払う必要があること

を指摘しておきたい。「子供」と「子ども」という

同じ言葉でも、両者は別々の語としてカウントさ

れるからである。 

ｄ）2014年版（第１期初版）と2018年版の比較 

次は、第１期最後の改訂である2018年版との比

較である（図－９）。まず右上隅に「SDGs」がある

（2014年版：０回、2018年版：45回）。ここで注意

すべきは、「SDGs」という語は、実は第２期への改

訂において出現したのではないという点である。

前節（２）b）で指摘したように確かに「SDGs」は

第２期の特徴語として表れていたが、実は第１期

の2018年版でもすでに特徴語として表れているの

である。世界的な潮流に乗り、地域政策において

もその重要性を積極的に説こうとする姿勢がうか

がわれる。 

さらに、第２期の特徴語として出ていた「未来」

も2018年版の特徴語に挙がっている（2014年版：

１回、2018年版：29回）。ただし、「SDGs」とは異

なり、2018年版では、「未来」という語が第２期と

は異なる使われ方をしている。前述のとおり、第

２期では「未来技術」という表現が大半を占めて

いたが、2018年版では「地域未来投資促進法」（８

回）、「近未来技術」（７回）、「SDGs未来都市」（３

回）、「地域未来牽引企業」（２回）という表現が使

用されている。 

 

 

図－９ 2014年版と2018年版の比較（対応分析） 

 

「地域未来投資促進法」の正式名称は「地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律」（2007年施行）であり、2017年６

月に改正された。経済産業省によれば、この法律

の目的は「地域の特性を生かして、高い付加価値

を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効

果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進すること」

である。この目的は明らかに「地方創生」を念頭

に置いたものと考えられ、先の「地域未来牽引企

業」もこれに強く関連する語と思われる。法律の

改正が「総合戦略」の改訂において即時に反映さ

れた例と言えるだろう。また、「近未来技術」や

「SDGs未来都市」という表現は、翌年から開始さ

れる第2期の「横断的な目標」（「地域における

Society 5.0の推進」および「地方創生 SDGsの実

現などの持続可能なまちづくり」）につながってい

くものと考えられる。この点において、第１期か

ら第２期への変化は、大きく飛躍したものという

わけではなく、各年版における漸進的な改訂を通

じて、ある程度の連続性が保たれているようにみ

える。 
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最後に、「起業」という語にも注目しよう（2014

年版：６回、2018年版：46回）。2014年版との比較

において、2015年版以降の特徴語として「経営」

という語が毎年出現していたが、2018年版におい

ては「起業」も特徴語として出現している。コロ

ケーション統計によれば、「起業」との共起語とし

て「支援」（18回）、「創業」（７回）、「UIJターン」

（６回）、「教育」（４回）がある。UIJターンの促

進も織り込んだ、地域における創業支援や起業家

教育が強調されている。これは第２期の「稼ぐ地

域」に引き継がれていく特徴と推測できる。また、

2018年版における「外国人起業家」（35ページ）や

「女性起業家」（87ページ）への支援という方針は、

第２期（2019年版）の「多様な人材の活躍を推進

する」という「横断的な目標」を想起させる内容

である。 

以上のように、第1期内の改訂でも重要なキーワ

ードが新たに強調されるようになったり、目的や

方針が変更・拡大されたりする場合がある。その

ため、期をまたぐ改訂にのみ注目していては、そ

れらの変化を捉えきれない可能性があるだろう。 

ｅ）2018年版と2019年版（第２期初版）の比較 

さて、ここまでは第1期初版（2014年版）と各年

の改訂版とを比較してきたが、ここでは第1期最終

版（2018年版）と第２期初版（2019年版）を比較

する（図－10）。前項 d)で指摘したように、第２

期の特徴と思われていた語の一部は、実は2018年

版ですでに特徴語として現れていた。よって、2018

年版と2019年版を比較すると、両版の特徴語はす

なわち一般語となるので、両版の比較は、第２期

のより強い程度の特徴語を見出す助けとなるだろ

う。右上隅には「関係人口」とあり、やはりこれ

が第１期から第２期への変化の大きな特徴と言え

るだろう。だが、他にも注目すべき特徴語が見ら

れる。 

まず「エネルギー」という語である（2018年版：

８回、2019年版：34回9）。「SDGs」が特徴語として

出ていた2018年版でも、「エネルギー」という語は

9 「再生可能エネルギー」と「省エネルギー」の出現回数はこ

こには含まれていない。両者を含めると、「エネルギー」の出

現回数は、2018年版：15回、2019年版：41回である。 

出現していたが、第２期ではさらに出現回数が増

加している。「エネルギー」の共起語として特に増

加したのは「分散型」である（2018年版：２回、

2019年版：10回）。「分散型エネルギー」は、再生

可能エネルギーなどを活用した地域でのエネルギ

ー事業を指し、2019年版では「エネルギーの真の

地産地消」と位置づけられている（62ページ）。2018

年版では「分散型エネルギーインフラプロジェク

ト」を推進している旨が説明されるにとどまって

いたが、2019年版では、新たな事業の創出（15ペ

ージ）、地域活性化や災害対応（86ページ）といっ

たより広い文脈において言及されている。 

 

 

図－10 2018年版と2019年版の比較（対応分析） 

 

次に「スポーツ」がある（2018年版：21回、2019

年版：83回）。2018年版（第１期最終版）では特に

「基本目標1」の雇用創出や観光強化の文脈でスポ

ーツが言及されている（「スポーツツーリズム」（３

回）、「スポーツイベント」（２回））。他方で、2019

年版では、「基本目標1」ではなくむしろ「基本目

標４」の魅力的な地域をつくるという文脈で、地

域の個性や魅力の源泉としてスポーツが位置づけ

られている（cf.「スポーツ・レガシー」、60ペー
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ジ）。具体的には、「プロスポーツチーム」（５回）

や「スポーツ施設」（４回）が地域の価値の源泉と

して挙げられている。これは、「スポーツ」という

同一の語でも、強調点や方針が変更された例と言

えるだろう。 

次に「女性活躍」という語にも注目しよう（2018

年版：８回、2019年版：24回）。「女性」単独なら

ば2018年版：80回、2019年版：91回と大差はない

が、「女性活躍」という表現は出現回数が３倍にな

っている。また、「障害」という語も2019年版の特

徴語として現れている（2018年版：15回、2019年

版：31回）。第1期でも福祉政策として障害者や障

害者世帯への支援が多く言及されていたが、2019

年版ではそれに加えて、「（女性）高齢者、障害者、

外国人など、誰もが」や「高齢者、障害者、子育

て世帯などの多様な世帯」、「年齢や（性別及び）

障害の有無等を問わず」といった表現が繰り返し

使用されている。これは「多様な人材の活躍を推

進する」という第２期の「横断的な目標」と非常

に関係が強いと考えられる。 

 以上のような第2期の特徴語が浮かび上がった

一方で、第2期では第1期で強調されてきた「交付

金」（68回→27回）、「DMO」（38回→５回）、「エリア

マネジメント」（29回→７回）、「働き方改革」（33

回→11回）の出現回数が減退していることも明ら

かになった（図－10左下）。 

f）2019年版（第２期初版）と2020年版の比較 

最後に第２期初版とその最初の改訂である2020

年版を比較しよう（図－11）。2020年版では、コロ

ナ禍の影響が色濃く反映されている。 

 まず右上隅には「感染症」がある（2019年版：

０回、2020年版：58回）。これは紛れもなく「コロ

ナウイルス感染症」のことであり、2020年版での

新出語である。新出語でありながら、出現回数も

他の特徴語と比べて多く、2020年版における改訂

に極めて大きな影響を与えていることが推測され

る。また、それに付随して「テレワーク」も特徴

語として現れている（2019年版：６回、2020年版：

41回）。確かに2019年版でも「テレワーク」が言及

されているが、コロナ禍に伴う新しい働き方の推

進として2020年版ではその強調に拍車がかかって

いる。さらに、「デジタル」という語がある（2019

年版：14回、2020年版：41回）。「DX」（デジタル・

トランスフォーメーション）というスローガンが

新たに掲げられ（2019年版：０回、2020年版：21

回）、様々な活動のデジタル化やそれを担う人材育

成の推進が強調されている。なお、左下隅を見る

と分かるように、「DX」という新出語が強調される

一方で「AI」の出現回数はやや減退している（2019

年版：21回、2020年版：14回）。以上のことからも、

期内の改訂であれ、政府が「情勢の推移」を捉え

つつ、新たな方針を積極的に提案・強調している

ことがうかがえるだろう。 

 

 

図－11 2019年版と2020年版の比較（対応分析） 

 

４．結語 

 

 以上、本稿では2014年から2020年までの国の

「総合戦略」をテキストマイニングによって分析

してきた。既知の事柄を定量的にも確認すること

が第一の目的であったが、その過程で留意すべき

点もいくつか浮かび上がった。終章では、前章で

抽出した語について、各年版での出現回数をヒー

トマップで表現することで、2014年版から2020年

版までのキーワードの変遷を可視化する（図－12）。

そしてこのヒートマップを頼りに、本稿の分析で

明らかになった点をまとめよう。図－12からは以 
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図－12 各年版における出現回数のヒートマップ 

（KH Coder 3の分析結果より筆者作成） 

 

 

下のことが読み取れる。 

第一に、各年版において同じ語の出現回数が完

全に一致している事例の方が少ないという点であ

る。ほとんどの場合において、改訂とともに語の

出現回数が変動している。これまで毎年の改訂に

ついては比較的軽視される傾向にあったが、毎年

の改訂においても、軽微な修正だけでなく内容に

大きく変更が加えられていると推測できる。 

第二に、第１期から第２期への改訂、すなわち

2019年版において急に出現した語がほとんどない

という点である。今回の分析で抽出した各年版の

特徴語の中で、第１期から第２期への改訂で急に

出現した語（新出語）は「デジタル」だけであっ

た。第２期初版（2019年版）で急激に出現回数を

増やした語であっても、第１期での各年の改訂に

おいてすでに出現していたことが分かる（「SDGs」、

「未来」、「農業」、「スポーツ」、「女性活躍」）。特

に第１期から第２期への最も大きな変化とみなさ

れてきた「関係人口」でさえ、実は初出は第１期

の2017年版である。このように、第１期における

毎年の改訂の延長上に第２期があるのであり、各

年の改訂によって強調される内容が漸進的に変化

していることが分かる。 

第三に、重要と考えられるキーワードの中には、

第１期から第２期への改訂ではなく、各年の改訂

において新たに出現したものが多いという点であ

る（「RESAS」、「エリアマネジメント」、「SDGs」、「関

係人口」、「感染症」、「DX」）。前章の分析でも、初

版では構想段階だったものが各年の改訂において

具体名で語られ強調されるようになる、という事

例がいくつか確認された。また、国の「総合戦略」

が考慮している「情勢の推移」とは、世界的な潮

流も含めた国家（マクロ）レベルの情勢という側

面が強いようにみえ、そのような変化に対して組

織的な検討や法整備を伴いながら、可能なかぎり

迅速に「総合戦略」に取り入れようとした事例も

確認された。 

そして最後に、「エネルギー」や「テレワーク」

のように、かつては強調されていたが一旦はその

強調の程度が減退し、その後再び強調される場合

があるという点である。確かに、同一の語であっ

ても、強調する文脈や目的が変更されたり広げら

れたりする事例は前章の分析でもいくつか確認さ

れた。 

以上のように、国の「総合戦略」では、第１期

内の改訂でも重要なキーワードが新たに強調され

るようになったり、目的や方針が変更・拡大され

たりする場合もある。また、従来、第２期の特徴

と考えられてきたキーワードは、第1期内での改訂

においてすでにその芽を出していた。そのため、

期をまたいだ改訂だけでなく、各年の改訂版にも

注意を向ける必要があるだろう。また、自治体の

「地方版総合戦略」は５年ごとの改訂が一般的で

あるようにみえるが、その改訂において国の「総

合戦略」を勘案するときに、新たな期の改訂版を

参照するだけだと、そこで展開されているキーワ

ードが強調されるに至った背景や経緯を捉え損ね

る可能性がある。「地方版総合戦略」に取り入れた
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いキーワードがあるとすれば、その語が国の「総

合戦略」のどの版で使われ始めたのかを確認する

のが良いかもしれない。 

なお、本稿の目的は「総合戦略」の各年版にお

ける変化を捉えることだったため、本稿の分析は、

いわば各年版の差異を強調するものであった。逆

を言えば、「総合戦略」で中心的かつ一貫して強調

されてきた語については分析対象から除外されて

いる。また、出現回数30回以上の高頻出語に絞っ

た上に、各年版の「総合戦略」を２年ずつ分析す

るという方法をとったため、「総合戦略」の改訂に

おける目立った変化を部分的に明らかにするにと

どまっている。 

「総合戦略」に関して計量テキスト分析をさら

に深めていくためには、次のような方向が考えら

れる。まず、改訂での変化をさらに漏れなく捉え

るためには、本稿では扱わなかった出現回数30回

未満の低頻出語に焦点を当てて同じく対応分析を

行なうことが有益であろう。また、「地方創生」は

非常に幅広いテーマ性を持つので、階層的クラス

ター分析やトピック分析によって「総合戦略」で

語られている話題を抽出することも考えられる。

さらには、着目したいキーワードを分類した上で

コーディング・ルールを作成すれば、「総合戦略」

の変遷過程をより詳細に捉えることができるだろ

う。今後の課題としたい。 

 

補節 具体的な手順に関する覚書 

 

（１）テキストボックスを含んだ文書のテキスト

ファイル化 

テキストボックス等の図形を含んだ文書は、PDF

からテキストファイル化する際に一工夫が必要で

ある。というのは、PDFファイルから Wordファイ

ルに変換する段階では問題は出ないが、Wordファ

イルからテキストファイルに変換する際にテキス

トボックス内の文字が消えてしまうからである。

これを克服するための一方法を以下で紹介する。

ただし、以下の操作には PDF 編集ソフトウェア

「Adobe Acrobat Pro DC」が必要である。 

 

 

手順 操 作 

1 整形した PDF ファイルを「単一 HTML ページ」で

書きだす（プレーンテキストで書きだしてもよい

が、経験上、行などが入れ替わる等の不具合が生

じる場合が多い。その原因は不明である） 

2 「単一 HTML ページ」を任意のブラウザで開き、

テキストを全選択してコピーする 

3 コピーしたテキストを Wordなどにペーストする 

4 目視にて PDF ファイルと Word ファイルの内容に

齟齬がないかを確認する 

5 確認後、Word ファイル内の全テキストをコピー

し、テキストエディタにペーストする 

 

（２）ルビを効率的に検索・削除する方法 

PDF に埋め込まれたルビは、テキストファイル

化した後も文中にそのまま残されてしまう。テキ

スト分析においてルビは不要なので一括で削除し

たいが、そうすると「おわりに」などのひらがな

だけで独立した部分も削除されてしまう。そこで

効率的にルビを検索して削除する方法を以下に紹

介する。ただし、この操作には正規表現を使用で

きるソフトウェアが必要である（本稿では

「MIFES10」を使用した）。 

 

入力する正規表現 説 明 

\n[ぁ-ん]{1,4}\n 改行後の１～４文字までの連続し

たひらがな 

 

正規表現の先頭の「\n」は「改行記号」、「[ぁ-

ん]」は「全てのひらがな」（「ぁ」は小文字）、「{1,4}」

は「１文字から４文字まで」（任意で調整する）を

意味する。これらを統合した文字列で検索するこ

とでテキスト内のルビを効率的に発見することが

できる。ただし、削除すべきか否かの判断は目視

で行なう他ないだろう。 

 

（３）不要な改行を効率的に削除する方法 

PDF をテキストファイル化したときに、文の途

中で不要な改行が入ってしまう問題を解決する必

要がある。１つ１つ削除していく作業には途方も

ない時間がかかり、逆に置換機能を用いて一括で

削除しようとすると、必要な改行まで消えてしま

う。この問題を改善する一手法を以下に紹介する。

ここでは Microsoft Word などの置換機能を用い

る。 
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手順 入力欄 入力する記号 

1 置換前 ^p^p 

置換後 ^p 

連続した改行を単一の改行に変換する。検索結果

が０になるまで置換を繰り返す 

2 置換前 。^p 

置換後 。☆ 

文末（。）のすぐ右にある改行を削除した上でそ

の箇所に☆印を残す 

3 置換前 ^p 

置換後 ★ 

文中に残った改行を全て削除した上で、その箇所

に★を残す 

4 置換前 ★ 

置換後 （空白） 

１つずつ目視しながら改行の要不要を判断し、不

要ならば（空白）に置換する 

5 置換前 ★および☆ 

置換後 ^p 

目視での確認終了後、★と☆を全て改行に戻す 

 

（４）注釈記号を効率的に検索・削除する方法 

 最後は脚注記号についてである。脚注記号も文

中に紛れてしまうので、テキスト分析での誤差を

生じさせる原因の１つとなる。これを１つ１つ削

除していくのは途方もない作業になるので、正規

表現を用いて効率的に検索する方法を２つ紹介す

る。以下では「(１)」のような注釈記号を例にと

って説明する。 

ａ）方法１ 

入力する正規表現 説 明 

\(.+?\) ( )で囲まれた１文字以上の文字列 

 

 まず正規表現の先頭の「\」は右の記号が正規表

現ではないことを意味する。「(」は正規表現とし

ての意味を持っているので、左側に「\」をつける

ことで「（」が正規表現ではなく文字列であること

を示す必要がある。これは末尾の「\）」も同様で

ある。次の「.+」は「1文字以上」、「?」は「最短

の一致」を意味する。「?」がないと非常に離れた

文字列まで検索対象になってしまう。これらの文

字列で検索することで、( )に囲まれた１文字以上

のテキストを検索することができる。 

ｂ）方法２ 

入力する正規表現 説 明 

\([0-9]{,2}\) ( )で囲まれた２桁以下の数字 

 

先述のとおり、「\(」と「\)」は文字列としての

「(」と「)」を意味する。次の「[0-9]」は「全て

の数字」、「{,2}」は「２桁以下」を意味する。こ

れらを統合した文字列で検索することで、( )で囲

まれた２桁以下の数字を検索することができる。 
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地域の日本語学習支援者の能力をいかに育成するか 

―外国人散在地域における日本語学習支援者の育成プログラムの 

構築に向けて― 

中川 祐治
１ 
 

１
大正大学 文学部日本文学科 准教授  

 

（要旨） 本稿は、外国人散在地域における日本語学習支援者の能力の育成に向けて、そ

の能力モデルを作成し、育成プログラムの構築の在り方について論じた。能力モデルに

ついては、実際に支援活動を行っている支援者に対する質問紙調査を行い、質的分析を

もとに、【知識・指導力】【社会的スキル】【性格・人間性】【活力・積極性】【地域

社会における共生を具現化する力】の五つのメインカテゴリーと、14のサブカテゴリー

を析出し、能力モデルを示した。また、それに基づき実際の育成プログラムを計画・立

案し、その手続きのプロセスを記述することで、社会構築主義的な観点から育成プログ

ラムの在り方を示した。 

 

キーワード: 地域日本語教育、外国人散在地域、日本語ボランティア、日本語学習支援者、資質・能力 

 

 

１．はじめに 

 

（１） 研究の背景 

地域日本語教育、地域における日本語支援の歴

史は、1970年代から80年代にかけてのインドシナ

難民や中国帰国者の受け入れとかれらへの日本語

支援を嚆矢とする。1990年の出入国管理及び難民

認定法の改正施行による定住者の増加、技能実習

生や日本人の配偶者等の増加などにより、2020年

末現在、日本に居住する在留外国人は2,887,116人

を数える。リーマンショックや東日本大震災、

COVID-19の流行などの要因で一時的に減少するこ

とはあっても、概ね右肩上がりに増加しており、

この30年間をみると約３倍に増加している。とり

わけ1990年代以降急増した、日系南米人、技能実

習生、外国人配偶者等などの地域に定住するニュ

ーカマーに対する日本語学習支援の広がりや必要

性の高まりは、各地に日本語ボランティア教室を

設置させるに至った。 

他方、地域日本語教育の本質や理念は、教室の

枠に留まらず、「地域日本語教育は、多言語多文化

を背景とする住民を含めた地域社会形成のための、

地域社会を基盤とした多面的重層的なシステムと

とらえる必要がある（日本語教育学会編2008: 

13）」、「地域日本語教育は、『日本語を教える／学

ぶための教室』の範囲を超え、全ての人がよりよ

く生きる社会の実現のために、それを妨げる問題

を問い、言葉の側面からの働きかけによって地域

社会形成を目指す活動の総体として捉える必要が

ある（日本語教育学会編2008: 14）」との指摘もあ

り、地域社会と密着し生活を基盤としつつ日本語

学習をその中に位置づける社会型日本語学習の必

要性（石井1997）や、地域日本語活動を相互学習

と位置づける地域型日本語教育への転換の必要性

（米勢2006）が説かれている。 

このように、地域日本語教育は、現実的な観点

からも理念的な観点からも重要な役割を担ってい

ると思われるが、実際にはボランティアに大きく

依存している現実がある。たとえば、文化庁の日

本語教育実態調査報告書（令和２年度）によると、
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日本語教師のうちボランティアによる者が21,898

人（52.4％）を占めており、さらなる増加と高齢

化の傾向が見てとれる。かれら日本語ボランティ

アは地域日本語教育に関わる人々の中でも、最も

学習者にちかく、地域日本語教育の現場の最前線

にいるまさに教育支援の当事者であり、かれらの

育成が急務となっている。 

ここで、改めて用語としての「日本語ボランテ

ィア」の整理をしておきたい。一般的に、ボラン

ティアとは、自発性や無償性、先駆性に支えられ

た行為を行う者であるが、「日本語ボランティア」

について、日本語教育学会編（2011）では「日本語

を教えるのではなく、『日本語での対話を楽しむ

こと』を定住外国人に知ってもらい、自分自身も

定住外国人との対話を通して、新たな気づき、自

己成長ができることを目的と」し、「交流や異文化

接触を楽しみ、同じ生活者として協力したり、学

び合ったりすることができる存在」であるとする。 

他方、文化審議会国語分科会（2019）1では、「日

本語ボランティア」という呼称は用いられず「日

本語学習支援者」となっている2。ここでは、日本

語学習支援者を「日本語教師や日本語コーディネ

ーターと共に学習者の日本語学習を支援し、促進

する者」とし、想定される者として、 

例１）地域の日本語教室等において、日本語教

育コーディネーターや日本語教師と共に、未

成年を含む学習者の日本語学習の支援を行う

者。 

例２）日本語教師が指導する企業内の日本語研

修プログラム等において、会話の練習に参加

し、学習者の日本語学習の支援を行う者。 

の二つの具体的な例が挙げられている。日本語教

育学会編（2011）で定義される日本語ボランティ

アと重なる点はあるものの、単独ではなく日本語

教師や日本語コーディネーターと共にといった点

1 この報告書は、文化審議会国語分科会日本語教育小委員

会での日本語教育人材の養成・研修の議論をふまえ、その課

題の整理と、日本語教育人材の資質・能力、及びその養成・

研修の在り方や教育内容についてまとめられたものである。 
2 御舘（2019）では、日本語教育学会編（2011）等における「日

本語ボランティア」に相当するものが、文化審議会国語分科

会（2019）における「日本語学習支援者」であるとしている。 
3 ここには、日本語教師、日本語教育人材の国による公認化

や、日本語学習の促進といった日本語学習そのも

のに焦点化されている点で、日本語ボランティア

の枠組みとは異なる捉え方がなされている点に留

意する必要がある。即ち、「ボランティア」から歩

を進めた「日本語教育人材」としての「日本語学

習支援者」といった捉え方である3。本稿でもこの

定義に従い、対象を日本語教育人材であるところ

の「日本語学習支援者」として捉え、以下、論を

進めていくことにする。 

 

（２） 先行研究 

本稿でいう「能力」とは、スペンサー・スペン

サー（2011）の「コンピテンシー」に相当するも

のであり、知識、スキル、態度、価値観、特性、

動因等を含む包括的なものとして捉える4。 

日本語学習支援者に求められる能力について、

日本語教育学会編（2011）では、地域日本語教育

に関わる人々を、１）地域日本語教育専門家、２）

地域日本語コーディネーター、３）システム・コ

ーディネーター、４）日本語ボランティアに分類

した上で、Ａ. 日本語教育に関する知識・技能、

Ｂ. 日本語教育に関する実践能力、Ｃ. “その地

域社会”を理解し、生きる力、Ｄ. 企画立案能力、

Ｅ. 人をつなぎ、動かす力、Ｆ. 対人関係を築く

力、の六つの資質・能力を挙げる。このうち、日

本語ボランティアに求められる資質・能力につい

て、Ｆを「非常に求められる」もの、Ｃを「求め

られる」もの、Ａ、Ｂを「ある程度求められる」

ものとしている。 

また、文化審議会国語分科会（2019）では、「生

活者としての外国人」に対する日本語教育人材に

求められる能力について「「生活者としての外国

人」の背景は多様であり、そのライフコースやキ

ャリア形成に応じた日本語教育が求められている

ことから、その多様なニーズに対応できるよう、

も背景にあると考えられる。それらの議論については、南浦・

中川・三代・石井（2021）に詳しい。 
4 OECD のキー・コンピテンシーの用法に代表されるように、

コンピテンシーは通常「資質・能力」と訳される。また、現行の

学習指導要領では「資質・能力」が用いられている。いずれに

しても、包括的な「能力」として「コンピテンシー（資質・能力）」

が捉えられており、本稿もこれらに従う。 
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授業が組み立てられる能力、臨機応変に対応でき

る知識と技能、及びコースデザインの能力が必要

（文化審議会国語分科会2019: 12）」とする。さら

に、日本語教育人材を、①日本語教師、②日本語

教育コーディネーター、③日本語学習支援者、の

三つに整理した上で、日本語学習支援者に求めら

れる専門性等について「日本語を正確に理解し的

確に運用できる能力を持ち、日本語教師や日本語

コーディネーターと共に、学習者の日本語学習を

支援し促進する役割を担うことができる（文化審

議会国語分科会2019: 21）」ことを挙げる。また、

望まれる資質・能力として、知識・技能・態度の

観点から14の詳細な項目を挙げている。また、直

接的に資質・能力に関するものではないものの、

「地域住民が日本語学習支援者として日本語教室

の活動に参加することは、日本語教育に関わるこ

とを通じて、多様な言語・文化に対する理解が深

まり、多文化共生社会に向けた住みやすい地域づ

くりや地域の活性化にもつながるなど、多面的な

意義がある（文化審議会国語分科会2019: 12）」と

も述べられており、日本語学習を超えた社会変革

の担い手としての役割も期待されている。 

また、米勢（2010）では、地域日本語教育を「生

活者としての外国人」を対象とした日本語習得と

捉え、外国人と日本語によるコミュニケーション

をすることによって日本語習得を支援する人々を

直接的な支援者、その支援活動を促進する環境整

備を推進する人や組織を間接的な支援者に区分す

る。そして、直接的な支援者のうち、日本語教室

の場でかかわる人材に「ボランティア」を位置づ

けている。また、地域日本語教育は一部の専門家

やボランティアが担うものではなく、多くの人々

がかかわることが多文化共生社会を実現する推進

力になるとし、具体的な人材として、「システム

コーディネータ」「日本語コーディネータ」「会話

パートナー」「外国人参加者」等が挙げられている。

現状では、これら様々な役割をボランティアが担

っており、その場合にはかなりの負担になること

から、今後は、公的なポジションとしてのシステ

ムコーディネータや、有償の日本語ボランティア

5 米勢（2010）、俵山・渡部・田中（2017）など。 

が配置されるべきだと主張する。 

同じく、地域日本語教育人材の育成について述

べた御舘（2019）では、これまで先行研究で述べ

られてきた役割と資質・能力について整理した上

で、養成・研修講座の実施状況・変遷、内容、方

法、課題についてまとめられている。そして、こ

れまでの課題を打開する方途として、在住外国人

等を日本語教育人材として育成すること、現場で

の実践の振り返りを徹底させることを提案する。

特に、態度やビリーフといった変容しにくい要素

については、振り返りによる話し合いを続ける以

外に方法はなく、それが人材育成において最も重

要であるとする。 

また、その育成については、人材育成の研修会

の事例や講座内容の整理を行ったものはある5も

のの、求められる能力を育成するために必要とな

る教育内容についてこれまで十分な議論がなされ

ていないとの指摘がある6。とりわけ、外国人散在

地域における育成について、本研究のような手続

きのプロセスを明示した社会構築主義的なアプロ

ーチによるものは管見の限りない。 

 

（３） 研究目的・研究課題 

本研究では、日本語学習支援者の能力について

同定するとともに、その育成プログラムに向けて

の在り方について、実際の外国人散在地域の事例

をもとに明らかにする。先行研究で挙げられてい

る能力観や育成の在り方が重要であることは言を

俟たないが、本研究では、地域日本語教育の最前

線にいる日本語学習支援者に直接調査を行うこと

により、帰納的、実証的なアプローチによって当

事者の視点から捉えられた能力観としての整理を

行い、日本語学習支援者の育成プログラムの構築

という観点から考察を進めていきたい。 

本研究における研究課題は以下の通りである。 

RQ１. 日本語学習支援者に求められる能力とはど

のようなものか 

RQ２．これらの能力を育成するプログラムを外国

人散在地域でどのように構築できるのか 

 

6 文化審議会国語分科会（2019）による。 
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２．研究方法 

 

 本研究では、RQ１については質問紙調査（自由

記述）に基づく分析を行い、RQ２については筆者

が育成のための研修会の企画者、講師として内在

的に参画し「場」を生成する「現場生成型」のア

プローチを採用する7。 

質問紙調査については、地域の日本語ボランテ

ィア教室を主宰している国際交流協会やＮＰＯに

依頼し、71名から回答を得た。実際に行った調査

では三つの項目について聞いたが、本研究ではそ

のうちの「地域の日本語教室で活動する上で、ど

んな力や能力が必要だと思いますか」についての

回答をデータとして分析する。また、実際の分析

にあたっては、大谷尚氏が開発した「Steps for 

Coding and Theorization（SCAT）」法を用いた。

SCAT とは言語データをセグメント（切片）化し、

マトリクスの中にセグメント化したデータを記述

し、そのそれぞれに、 

〈１〉データ中の着目すべき語句 

〈２〉それを言い換えるためのデータ外の語句 

〈３〉それを説明するための概念 

〈４〉そこから浮かび上がるテーマ・構成概念 

の順にコードを考え付していく４ステップのコー

ディングと、〈４〉のテーマ・構成概念を紡いでス

トーリーラインの生成と理論記述をする手続きと

からなる分析手法である。この手法は、一つだけ

のケースのデータや、アンケートの自由記述欄な

どの比較的小規模の質的データの分析にも有効で

あるとされる。本研究では、71名の自由記述の回

答を167に切片化し、SCAT 法で13のストーリーラ

インを作成した後、コーディングを行い、能力モ

デルを作成する。 

 そして、この能力モデルに基づき、実際に研修

会を実施した。実際の研修会は、2020年、2021年

に３回に亘って実施された。筆者は、その場づく

りに内在的に参画した。本稿では、その立案のプ

ロセスについて記述し、どのようにして育成プロ

グラムを構築していったかについて示すことで、

7 佐藤・横田・吉谷（2006：33）によると「現場生成型研究」とは

「実践に内在的に参画し、そこで実践者と協働で『場』を構築

する」とされる。 

実践の形成を描く。 

 

３．能力モデル 

  

質問紙調査における自由記述の分析の結果、コ

ーディングを行い、13のストーリーラインに基づ

き、【知識・指導力】【社会的スキル】【性格・人

間性】【活力・積極性】【地域社会における共生を

具現化する力】の五つのメインカテゴリーと、14

のサブカテゴリーを析出した8。生成した13のスト

ーリーラインのうち２つを例示する。 

 

≪ストーリーライン６≫（→〔異文化理解・他者

尊重〕【社会的スキル】） 

異文化理解能力が必要である。それには、まずは

学習者の存在を尊重する姿勢・態度を持ち、学習

者の視点に立ち、学習者の思いや立場をくみ取り、

背景を理解し、学習者の文化や歴史などへの理解

を深める必要がある。これは単に学習者を理解す

るということではなく異文化を理解するというこ

とである。構成要素としては、他者を理解しよう

とする姿勢・態度、自分とは異なるものを理解し

ようと努める姿勢・態度、異なるものを承認し、

受容する姿勢・態度、先入観を持たない、偏見を

持たない姿勢・態度、寛容さ・寛大さ・トレラン

ス、判断留保の姿勢・態度、多様性の尊重、多様

性の肯定といったものがある。実際にボランティ

アとして活動するためには、心を開いて接するこ

とができる力、先入観なく対応する力、学習者の

内面性を把握する能力（この場合、非言語コミュ

ニケーションも重要となる）、相互理解のために努

力することなどが必要となる。支援者は、異文化

理解の重要性を認識した上で、絶えず関係性を作

り変えながら学習者との間に対称的関係性を構築

する必要がある。 

 

≪ストーリーライン13≫（→【地域社会における

共生を具現化する力】） 

生活に必要な知識や地域社会にとけこむために必

8 メインカテゴリーについては【 】で、サブカテゴリーについて

は〔 〕で示す。なお、最終的に得られたコードに下線を付し、

ストーリーラインを作成する。 
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要な情報を提供し、地域社会で行きぬくための知

恵を授ける能力が必要である。そのために支援者

は、地域の文化や地域社会における情報やネット

ワークの重要性の理解し、地域で生活していくた

めに少しでも役立てるよう、地域言語（方言）の

指導や生活相談、特に子どもを持つ外国人妻の悩

みの理解とケアといった、生活者としての外国人

に対する日本語支援の重要性を理解する必要があ

る。言い換えれば、地域における日本語支援とは

外国人学習者からよき隣人となるための支援なの

である。 

 

五つのカテゴリーのうち、【知識・指導力】は認

知的要素（内容知）、【社会的スキル】は行動的要

素（方法知）、【性格・人間性】は情緒的要素（資

質）であり、この３つが中心となる。これら３つ

の能力の形成を促進し強化するのが【活力・積極

性】であり、ボランタリーな活動の継続の支える

原動力となるものである。また、【地域社会におけ

る共生を具現化する力】は、地域日本語教育や多

文化共生の理念と関わり、地域コミュニティの変

革を日本語教育／学習の視点から促す社会的相互

作用となり得る。以下に、能力についてモデル化

したものを図示する。 

 

 

図 日本語学習支援者に求められる能力モデル 

 

【知識・指導力】には、〔日本語の正しい知識〕

〔日本語の指導力〕といった日本語そのものに関

する知識や教え方に相当するものの記述が多くみ

られた。それ以外にも、柔軟な思考や対応ができ

ること、想像力、創意工夫によってアイデアを具

現化するといった〔思考力・創造力〕や、伝統的

な日本文化、サブカルチャー関する知識、その他

教育一般についての知識など幅広い知識・教養と

いった日本語以外の〔幅広い知識・教養〕も含ま

れる。 

【社会的スキル】には、〔コミュニケーション能

力〕と〔異文化理解・他者尊重〕に関する記述が

多く、支援者はこれらを特に重視していることが

分かった。〔コミュニケーション能力〕は単なる外

国語の運用能力のみならず、全人的なコミュニケ

ーション能力であり、これは他者との信頼関係に

もとづき、人間関係を構築するための力でもある。

実際の活動においては、学習者の発話を引き出す

力、ニーズを把握し、学習者と根気強く、情熱を

持って関わるために必要な力でもある。さらに、

柔軟な対応や処理ができるよう、他の支援者との

連携、協働を図るためにも必要な能力である。そ

してこれらは、学習者を尊重する姿勢・態度を持

つことや、学習者の視点に立ち、学習者の思いや

立場、背景を理解するといった〔異文化理解・他

者尊重〕につながるものであり、〔ニーズを把握す

る力〕〔連携・協働する力〕とも関連する。 

【性格・人間性】〔豊かな人間性〕〔人間力〕と

いった人としての基本的な資質、特に情緒的要素

も重要な能力として捉えられていることも分かっ

た。支援者／被支援者といった関係性を超えた人

間同士の交流に価値を見出し、日本語教室でのふ

れあいを楽しんだり、楽しみながら日本語を教え

たりするといった全人的な〔人間力〕も重要な要

素となる。 

そして、これらの能力の発達を促すのが【活力・

積極性】である。〔活動を継続する力〕はボランテ

ィア活動の継続の支える原動力となるものであり、

〔学び続ける力〕は省察性（reflectivity）とも

関わって核となる能力である。 

【地域社会における共生を具現化する力】は、

実際には生活に必要な知識や地域社会にとけこむ

ために必要な情報を提供し、地域社会で行きぬく

ための知恵を授けることのできる能力であり、地

域社会におけるネットワークを活用しながら地域
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コミュニティ自体の変革を日本語教育／学習の側

面から促す社会的相互作用となり得るものである。

これは能力であると同時に、能力の実践によって

もたらされる効果であり、地域日本語教育の最終

的な目標ともなるものである。 

 

４．育成プログラムの構築 

 

 前述の能力モデル、能力観に基づいて、2020年、

2021年に外国人散在地域である福島県において、

日本語学習支援者養成のための研修会として具現

化された。この研修会は、福島県の日本語学習機

会拡充事業として、福島県の委託を受けた公益財

団法人福島県国際交流協会が主催者となり実施し

たもので、筆者は、当時福島大学の教員であり、

その運営会議のメンバー及び講師の一人として参

画した。ここでは、研修会の具現化のプロセスに

ついて記述し、育成プログラムの構築に向けた在

り方について言及する。 

 

（１） きっかけ 

 筆者のもとに福島県生活環境部国際課の職員か

らコンタクトがあったのが2020年の１月である。

その後、国際課長並びに職員と筆者とで話し合い

を持ったところ、次年度の福島県の事業として日

本語教育の拡充に関わる事業を計画しているとい

うことで、これに関する助言を求められた。筆者

は、文化審議会国語分科会（2019）の報告書を示

した上で、国が日本語教育人材の養成・研修を推

進していること、福島県では人材の養成が質・量

ともに不足しており、体系的な研修会が実施され

ていないこと、さらにその必要性について主張し

た。その後、数度の話し合いをする中で、外国人

住民も参加するかたちでの実施が望ましいこと、

従来の日本語学習支援者のスキルアップ研修のみ

ならず、これまでこういった活動の経験のない新

たな人材の育成を中心とすることなどの意見が交

わされ、これを軸に事業計画を立案することが確

認された。 

 

（２） 運営会議の設置 

 新年度の2020年４月になり、改めて筆者のもと

に連絡があり、予算が正式に可決されたので、実

施に向けた準備の協力を仰ぎたい旨の依頼があっ

た。数度の話し合いを経て、福島大学の制度にあ

る「受託研究」ないしは「受託事業」として実施

できないかとの申し入れがあった。この制度に基

づけば、福島県が謝金、旅費、消耗品費、設備費

等の経費を負担し、筆者が研究ないし事業として

受託し、これを実施する流れとなる。実際のとこ

ろ、その時点では予算化はされているものの、事

業計画の詳細については未定であった。筆者とし

ては受託研究ないし受託事業として受け入れれば、

個人の裁量で自由に進められるというメリットは

あったものの、ややもすれば事業の丸投げになっ

てしまうのではないかとの危惧が生まれた。 

 そこで、筆者は、従来の研修会にありがちな担

当者、講師へのお任せ、丸投げといった「閉じた」

事業にするのではなく、多くのアクターがステー

クホルダーとしてかかわり、それぞれが責任を持

ちつつ、自由かつ創造的な「開かれた」関係性の

もとで事業が実施されることが望ましい旨を主張

した。その結果、福島県、福島県国際交流協会、

福島大学の三者によるワーキンググループが作ら

れ、最終的に、福島県から２名、福島県国際交流

協会から２名、福島大学から３名参加するかたち

での運営会議を主体として、三者の共同で運営さ

れることになった。 

 

（３） プログラムの決定と役割分担 

 上記の運営会議において、本プログラムの名称

が日本語学習機会拡充事業となり、具体的に、①

初心者向け講座、②経験者向け講座、二つの講座

を行うこと、あわせて、①については、カリキュ

ラムの作成、教材の作成を行うこととなった。福

島大学がカリキュラムの策定、教材の作成を担当

し、実際の研修の実施にあたっては福島県及び福

島県国際交流協会が担当することになった。また、

運営事務は福島県国際交流協会に置かれることに

なり、事業管理や参加者募集、講座の運営を担う

ことになった。さらに、研修会終了後、評価と分

析を行い、次年度以降の事業へ反映させていくこ

とも確認した。 
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（４） カリキュラム策定 

 カリキュラムの策定については、福島大学が担

うことになった。福島大学の日本語学、日本語教

育を専門とする３人の教員でワーキンググループ

を作り、この中で原案を作成し、運営会議に提案

を行った。カリキュラムの策定にあたっては、前

掲の能力モデルを示し、これに基づく人材育成の

観点からカリキュラムを設計することとした。 

 まず、ブレインストーミングを行い、①福島県

の現状の理解と認識、言語景観、多言語表記、②

日本語教育推進法案、総合的対応策、国・社会の

施策、動向、福島県内の事情・状況、③「公認日

本語教師」の養成、資格など、④日本語（教育）

と国語（教育）、外国語としての日本語、⑤共通語、

標準語、言語規範、社会とことば、日本語に対す

る意識、⑥〈やさしい日本語〉と「日本語社会」、

公文書コミュニケーション、日本語書き換え・言

い換え、⑦多文化共生教育と国語教育、方言の価

値観・認識、⑧言語としての日本語、日本語はど

んな言語か、⑨地域型日本語教室の活動と地域社

会への貢献、共生の「場」、⑩日本語の教え方、教

授法、学校型・地域型、生活者日本語、教材、⑪

日本語教育スタンダード、⑫多様な学習者：外国

人児童の学習支援、就労者・企業内研修、学校型

教育に留まらない多様な日本語教育、⑬次への展

開、展望、⑭学びの可視化、研修成果のアウトカ

ムへのアクション、行動の動機づけ、教養講座に

留まらないかたちでの講座の終わらせ方、⑮活動

者たちのストーリー、といった各テーマに基づく

15の教育内容の類型化を行った。 

 これをもとに、さらに本事業の目的である「地

域や職場など身近にいる外国人住民に日本語を教

えることができる人材を育成する」、さらに研修修

了後、実際に地域での支援を始める実践的な人材

育成という観点から、次の10回（20時間）分の講

座のカリキュラムとして具体化した。 

 

①福島県の外国人住民の現状と課題 

②多文化共生と日本語教育の動向 

③外国語としての日本語 

④日本語の教え方の基礎と日本語レベルの考え方 

⑤〈やさしい日本語〉の導入 

⑥〈やさしい日本語〉の展開と実践 

⑦多様な日本語教育の活動事例（１）～ボランテ

ィア教室、外国の子どもの日本語、企業内日本

語教室～ 

⑧多様な日本語教育の活動事例（２）～外国人住

民のライフコースに応じた活動～ 

⑨外国人住民との「共生」実践の創造 

⑩私の日本語教育の活動プラン～共生社会をめざ

して～ 

  

カリキュラム策定にあたって、留意した点は、

従来の講師ありきのカリキュラム編成を排除した

という点である。これは従来の地域日本語教育の

研修会でしばしば見られたもので、講師をまず選

定し、その講師に研修の内容や進め方、方法を委

ねるという講師ベースのフローである。本プログ

ラムでは、育成したい人材像や能力に基づき、ま

ず、ブレインストーミングで自由にテーマ、内容

を抽出した。そこに地域（福島県）の課題と実情

をふまえ、さらに研修の目的をあわせて、カリキ

ュラムとして精選を行うというフローで策定を行

った。そして、【知識・指導力】といった内容知、

【社会的スキル】といった方法知だけではなく、

プログラム終了後には、日本語学習支援者として

共生社会の実現に寄与できる【地域社会における

共生を具現化する力】を育むために、アクション

プランを策定するといった実際の活動開始に向け

た能力を育成する活動も取り入れた。 

今後、今回と同様の育成プログラムを設計する

にあたっては、今回のような能力ベースのカリキ

ュラム策定、育成プログラムの構築の在り方が求

められるだろう。 

 

５．結び 

  

以上、本研究では、日本語学習支援者に求めら

れる能力について整理とモデル化を行い、それに

基づく、実際の育成プログラムの構築のプロセス

について記述した。 

福島県のような外国人散在地域にあっては、外

国人住民だけでなく、支援者もまた散在し、孤立

しがちである。また、自然環境や交通網といった
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社会環境に左右されるケースも多く、地域の日本

語教室を継続すること自体が課題となる。加えて

支援者の高齢化も進み、持続可能性という点で大

きな課題となっている。今回の能力モデルの核に

【活力・積極性】を置いたのは、この活動を継続

させる「動因」こそが外国人散在地域における支

援の持続可能性を支える重要な要素となり得ると

考えたためである。そして、各要素が【地域社会

における共生を具現化する力】によって統合され、

能力が文脈化される必要もある。このような能力

モデル、能力観に立ち、実際の研修プログラムを

構築したが、本研究では、さらに具体的な手続き

の記述を行うことで、育成プログラムの在り方を

示した。即ち、従来の講師ベース、内容ベース、

方法ベースの養成プログラムから、能力ベースへ

の育成プログラムへの転換である。 

先行研究においても、人材育成の研修会の事例

や講座内容の整理を行ったものはあるが、本稿で

はあえて手続きのプロセスを示すことで社会構築

主義的な観点から育成プログラムの在り方を示し

た。 

本研究は、いわゆる質的研究に属するものであ

るが、大谷（2019）によると、質的研究は問題を

解決するための研究ではなく、潜在する問題を発

見するための研究であり探索的な特性を有すると

する。また、今福（2021）によると、質的研究か

らみえるものとして、「文脈と関連づけた具体的状

況の記述」「経時的変化やプロセスの記述」「問題

の発見と探索」が挙げられており、質的研究の一

般可能性は翻訳可能性という考え方で担保される

とする。即ち、論文読者が質的研究の知見と自分

自身のケースを比較し、各自の文脈にそれを翻訳・

応用させることで「一般化」が可能になるとする。

本研究は、外国人散在地域の一つである福島県の

事例として限られたものとなったが、本研究の成

果が地域日本語教育のケーススタディとして、そ

のような「比較」「翻訳・応用」の一助となれば幸

いである。なお、実際の研修の成果や具体的な能

力の育成のプロセスについては紙幅の都合もあり

言及できなかった。別稿に譲りたい。 

 

〈謝辞〉本研究は JSPS科研費19K00700の助成を受
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人口増加をし続ける自治体の根底にあるもの 
 

大沼 みずほ 

大正大学 地域構想研究所 准教授 

 

（要旨） 2020年、2021年のコロナ禍では、テレワークが当たり前となり、若い世代が

地方へ移住するなど働き方、暮らし方にも大きな変化が見られるようになった。しか

し、少子化は一気に進み、2021度の出生数は過去最低80万人を切るとさえ言われてい

る。日本の少子化を食い止めるためには、国、自治体、地域で結婚や出産を望む人た

ちにとって望ましい環境の整備をさらに強力に進めていく必要がある。全国およそ

1800ある自治体のうち、９割の自治体で人口は減少しているが、１割の250の自治体

では人口が増加傾向にある。そこには長年自治体が積み重ねてきた努力がある。それ

らを紐解いていくことで、日本の少子化対策へ新たな示唆を与えることができるだろ

う。そして、そこには、単なる子育て支援の充実だけでなく、誰に対しても、「やさ

しいまちづくり」をしているということが一つのキーワードとなっていた。 

 

キーワード：人口増加、子育て支援、教育、弱者対策、やさしい街づくり 

 

 

１．問題の所在 

 

2021年は、コロナ禍で少子化が一気に進んだ。

2021年の出生数は過去最少を更新し、通年で戦後

はじめて80万人を割り込む可能性もゼロではない。

厚生労働省は、毎年12月にその年の推計値を発表

しているが、コロナの影響で2020年、2021年と発

表を控えてきている。厚生労働省が2022年１月に

発表した人口動態統計によると、１月から８月ま

での出生数は、53万1267人と2021年の55万8995人

よりも2万7728人減少し、前年比5.09％の減少率と

なっている。1この傾向が続けば、かろうじて80万

人は維持できるものの、９月以降の出生数が平均

6万7000人を切る事態となれば、80万人を割り込ん

でくる。 

少子化の要因については、非正規労働者の増加

に伴う雇用の不安定化、晩婚化・非婚化など結婚

を巡る要因や女性の出産・育児と仕事の両立支援

の不足、アンコンシャス・バイアスによる男女の

1 厚生労働省人口動態統計月報 人口動態統計月報（概数）

性別役割分担など課題は多岐に渡っている。特に、

日本経済が中長期的な成長が予測不可能であるこ

とや、社会保障費の増大による国民への負担は、

結婚や子供を持つことへの肯定的イメージさえも

失わせている。そうした状況に、追い打ちをかけ

るようにコロナ禍による今後の生活へのさらなる

不安が少子化を加速させていると言えよう。 

国は1991年の合計特殊出生率1.57という数字に

衝撃を受け、これまで、30年かけて少子化対策を

打ち出しているものの、抜本的な解決にまで至っ

ていない。その背景には、出産適齢の女性の人口

そのものが減少しているという大きな要因が立ち

はだかっているからだ。2014年に発表された元総

務大臣の増田寛也氏の『地方消滅』では、2040年

時点で、若年女性（20歳から39歳）が半分以上減

少し、人口一万人以下の自治体は消滅する可能性

があり、都市部への人口移動が収束しない場合、

896市町村（49.8％）の自治体が消滅する可能性が

（令和３年８月分）｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 
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あるという衝撃的な内容だった。2 

人口問題研究所の日本の将来推計人口（平成29

年）によると、総人口に占める49歳以下の女性は、

2020年で31939人、2025年29298人、2030年27293人、

2035年25724人、2040年24499人と5年毎におよそ10

パーセントずつ減少している。3 

2021年度の子ども・子育て支援新制度に関する

昨年度の予算は３兆円を超えており、国家予算全

体の2.8％となり、OECD の中でも最低ランクであ

った2017年の1.59％よりも大幅に増えている。し

かし、出産適齢女性の減少という自然減に対抗し

ていくためにも、政府は少子化対策に、さらなる

後押しをしていく必要がある。 

2019年から比較して人口の増えている自治体は

250あり、全体のおよそ１割である。個別の自治体

を見ていくと様々な政策を組み合わせることで、

人口増加を達成してきているところがある。そう

した事例を一つ一つ積み上げ、検証することこそ

が、日本の人口減少を緩やかにしていく一歩でも

ある。この論考は、人口増加を達成した自治体を

調査することで、政府の少子化対策へ一石を投じ

るものとしたい。 

 

２．子育て支援充実が人口増加に直結？ 

 

2021年12月18日の日経新聞では、2021年９月、

10月に日本経済新聞社と日経 BPの情報サイト「日

経×Woman」が実施した首都圏などの主要市区や政

令指定都市、県庁所在地、人口20万人以上の180市

区を対象に行ったアンケート調査結果から作成さ

れた子育てしやすい街ランキングが掲載されてい

る。アンケート項目は、０歳児の認可保育所の入

りやすさやコロナ禍での精神的サポートなど43項

目に及び160市区から回答を得ている。 

トップ10は、１位千葉県松戸市、２位宇都宮市、

３位浦安市、富山市、５位東京都福生市、神奈川

県厚木市、北九州市、８位東京都青梅市、堺市、

大分市となっている。支援策としては、松戸市が

市内27か所に乳幼児とその親が集まれる広場を開

2 『地方消滅』 増田寛也 中公新書 2014 年 p23－ｐ29 

 

設し、専門家が育児相談にのる。宇都宮市では、

LINEの子育て相談を導入し、人工知能による自動

応答サービスで24時間対応としており、保育所の

手続きなどの質問が多いという。 

記事では、松戸市は、2015年と比べ3.1パーセン

トの人口増を達成し、０から５歳児も３パーセン

ト増の２万人2000人だった。富山市は減少したも

のの、減少率は他の50万人未満の自治体の平均に

比べ1.1パーセント減にとどまっていることなど

から、子育てしやすい街が、人口増加に貢献して

いるとまとめている。 

記事に掲載されていない部分につき、トップ10

に入っている自治体の子育て支援策を独自に HP

などから調べたところ、富山市では、子育て相談

に関する電話受付が年中無休の24時間体制となっ

ており、お迎え型病児保育事業、病気などで子供

の面倒が見られない場合のショートステイ事業な

どを行っている。厚木市では、予防接種のスケジ

ュールを自動作成し、近づくとメールでお知らせ

したり、産後ケアとして、家事・育児のサポータ

ー派遣（２時間無料）などの事業を行っているほ

かスマートフォンで授乳やおむつ替えのできる施

設を確認できたり、子育てサポートの店舗での割

引などの取り組みが行われている。北九州市は、

オンラインでの母親教室や個別相談ができ、産後

ケア事業でも宿泊事業などが充実している。東京

都福生市は、同アンケートで７年連続トップ10入

りを果たしている唯一の自治体で、特に幼児・保

育教育に注力していることが特徴だ。具体的には

慶応義塾大学 SFG研究所と連携し、幼児教育の調

査・分析やコンサルティングなどを行っている。 

北九州市の合計特殊出生率は、2019年には1.57、

宇都宮市は1.53、富山市も1.5と全国平均の1.43を

超えており、東京都福生市は、1.42と東京都の1.15

より高く全国平均（1.43）に近い。神奈川県厚木

市1.38（神奈川県1.28）や千葉県松戸市1.37（千

葉県1.28）も県平均を上回っていることから、子

育て支援策の充実は、合計特殊出生率の上昇に効

果をもたらしていることがわかる。以上のことか

3 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口（平

成 29 年推計） (ipss.go.jp) 
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ら、記事の表題にもあるように「子育て支援充実

は、人口増加に直結」と言えるであろう。しかし、

20万以上の都市に限って調査をしていることから、

それ以下の小さな自治体からは、「自分のところで

も、子育て支援策は充実させてきているけれど、

そんなに簡単に人口増加には結びついていない」

という声が聞こえてきそうな結果である。 

上記からは、20万以上の都市においては、子育

て支援の充実は「選ばれる街」になり、若い世代

が流入し、人口増加に結びついていることが分か

るが、小さな自治体にとってはあまり参考になら

ない。であるならば、次に20万以下の15万、７万、

２万、１万、3000人といった自治体で人口増加を

達成している自治体を見ていこう。 

 

３．地域の支え手プロジェクト 

 

大正大学地域構想研究所が2021年４月より行っ

てきたのが、地域の支え手をいかに増やしていく

かを中心に調査研究を行った「地域の支え手プロ

ジェクト」である。ここでは主に、人口減少が著

しい中にあっても、政策誘導で人口増加を成し遂

げている自治体５つを中心に首長インタビューを

行った。 

2022年２月末までに行われたインタビューは、

日本で一番小さな村のキャッチコピーで親しまれ

ている富山県舟橋村（約3000人）、移住者が首長に

当選した長野県南箕輪村（約15000人）、山梨県で

最も小さな町である昭和町（約２万人）、移住政策

に力を入れている岡山県総社市（約７万人）、中核

市で人口増加を成し遂げている兵庫県明石市（約

15万人）である。 

 

（１） 富山県舟橋村 

富山県舟橋村は日本で一番小さな村である。富

山市に隣接しているという立地条件はあるものの、

30年で人口を２倍以上に増やしている。その背景

には地域の人々の関わりを仕組化したことがある。

地域活性にさほど意識が高くない移住者や村外の

人でも村と自然とかかわれるような仕組みや仕掛

け、サポート体制が確立している。以下、古越邦

雄村長のインタビューを抜粋する。 

「昭和50年に自分が役場に入った時には1400人

しか人口がなかった。人口増加の要因は、富山市

から車で20分、電車で15分という立地条件で、自

然が豊かで市街化調整区域から外れたことが大き

い。（昭和63年９月に外れた）緑が多く、住みやす

い、また、土地が安いなどの理由で、子育て世帯

が多く移住し、順調に出生率が上がっていった。

令和元年に村営としてははじめての子育て世帯向

け地域優良賃貸住宅（アパート）を設営し、中学

生までのお子さんがいる世帯が入ることができる。

未就学児一人あたり5000円の家賃補助を出してい

る。月額最大１万円で最長２年となっている。ご

主人が富山勤務になり、ホームページを見て、名

古屋から村づくりに共鳴したという方が転勤して

くるなど移住者も多い。 

図書館は、平成10年に開館した。図書館の職員

が積極的に声掛けするなどして、一人当たりの貸

出し冊数日本一になるなど、図書館がコミュニテ

ィの場になっている。また、子育て支援センター

の支援員は育児相談だけでなく、ママ同士をつな

げるサポートとして活躍している。同年齢のお子

さんのママや同じ悩みを持つママ同士、先輩ママ

と後輩ママ等、支援センターで繋がったママ同士

が共感や相談できる相手になることで、支援員以

外にも頼れる相手と繋がれるよう支援している。

村外の利用者のほうが多いくらい人気だ。東京か

ら移住してきた方が仕掛け人となり、地域の緩や

かなつながりの場となってきている。富山では共

働きが多く、一戸建てを建てて一人前という意識

があり、30代、40代で移住してくる人が多い。駅

に図書館が併設されており、役場、学校、保育園

が一か所に集まっているのも暮らしやすさの利点

である。まちづくりを一生懸命やっている若者の

グループも２，３あり、春の音楽祭を企画したり、

夏祭りやイベントのお手伝いなどに参加してもら

っている。」 

富山市に近いといった地理的な条件はもとより、

人口増加の要因として、村民と村外の人々のゆる

い繋がりを持てる仕組みや駅、図書館、学校、保

育園、役場が一か所にまとまっていることなどが

挙げられる。 
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（２） 長野県南箕輪村 

長野県の中央より下部に位置し、伊那市に隣接

する南箕輪村は、25年で1.5倍の人口増加を達成し

ている。2021年４月に村長選挙が行われたが、候

補者二人がともに、移住者ということで注目を集

めた。そして、当選したのは、移住５年目の元地

域おこし協力隊員の藤城栄文村長であった。以下、

村長とのインタビュー内容を抜粋する。 

「私の前に、16年４期村長をされた唐木一直前

村長が、上伊那８つの自治体でどこもやっていな

かった時期に、最初に、子育て支援を打ち出した。

奥様と前村長は、共働きだったので、女性が働き

やすい地域づくり＆子育て支援が前村長の政策の

柱だった。そのため、この16年の積み重ねがある

ので、上伊那地域では子育てするなら南箕輪村と

いう口コミが生まれた。自然と子育て支援目当て

に移住してくる子育て世帯が増えてきた。小学生

の医療費無料化からはじまり、段階的に医療費を

無料化し、今では高校生まで無料となっている。

７回かけての保育料も引き下げを行った。こうし

た支援策により口コミが広がっていった。 

開発が遅れた地域だったということも人口増加

の要因ではないか。水がきれいで、早い段階から、

農業では今後食べていけないと先んじて起業した

世代による製造業が盛んで、直接海外取引をして

いる企業なども多い。雇用もあり、土地が安いと

いうことは人口増加の要因の一つであると思って

いる。土地の安さは、長野県内の自治体の中では、

77のうち、70位。しかし、所得は県内３位と所得

が高い。なので、戸建て新築率も高く、家を建て

た若い世代は比較的まちづくりに熱心だ。 

現在、どこの自治体でも、子育て支援策は拡充

しており、子育て支援は飽和状態で、他の自治体

との優位性がないので、今後は教育にシフトして

いきたいと考えている。教育にお金を多く使って

いる人ほど所得が多いという研究データは多くの

ところで出されており、現在は35人学級だが、教

員の充実をしっかりと行っていきたい。自分自身、

高校も一つしか受けられず、大学も一つしか受け

られなかった。そうした自分の経験もあるので、

お金のない家庭への大学の受験料や塾代などのサ

ポートをしていきたい。 

また、体育教育に力を入れていきたいと考えて

いる。日本体育大学や筑波大学などとも人的ネッ

トワークがあるので、体育の専科教員を入れてい

きたい。なぜ体育かというと、球技だと自分が得

意なこととそうでないことがはっきりわかる。自

分と彼は違うというのを認識してもらうことが大

事と考える。しかも、チームで、作戦を立てて戦

略を立てて、勝利に向かってがんばる。体育はグ

ループワークを何回もできる。しかも、勝敗とい

う結果がでる。小学校の義務教育に英語が入って

きて、プログラミングなども新たに入ってきてい

るので、体育を削るという動きもある。しかし、

私としては体育を充実させることで、知徳を伸ば

すことができると考えている。」 

上記に述べられているように、４期16年の前村

長の時代からの子育て支援の取り組みの成果が

今、花を咲かせているという一方で、箕輪町や伊

奈市に隣接しており、どちらにも10分ほどで行く

ことができるといった立地条件、土地は安いが、

所得は高い、雪が少ないといった土地柄、移住者

が多いことで、移住者と元々住んでいる地元の人

たちという垣根が徐々に取り払われてきている風

土といったことも人口増加の要因であろう。また

保育園から大学院（信州大学農学部）まで、学ぶ

ことのできる環境が整っていることも村の魅力と

なっている。 

インタビューを通じて、直接的ではないかもし

れないが、人口増の要因の１つに、役場における

「女性管理職の割合」と「専門職の積極採用」も

あるのではないかと感じた。女性管理職の割合は

半分以上で、職員数も半々だという。あくまで仮

説ではあるが、女性管理職が多いことで、子育て

支援や高齢者のケアに女性目線での政策立案がな

されやすいのではないかと感じた。さらに、保健

師や社会福祉士などの専門職を積極的に採用する

ことで、子どもやお年寄りのケアに長期的な人間

関係の構築を土台にすることができる。移住者に

とって、役場は様々な相談をしにいく窓口である。

男女が半々で、男性も女性も相談しに行きやすい

というのは、数字には表れてこないが、大事な視

点かもしれない。 
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（３） 山梨県昭和町 

山梨県内で最も小さな町である昭和町。甲府に

隣接していることで、人口を伸ばしてきた面もあ

るが、歴史的背景も人口増加に大きな影響を与え

ていることが町議、県議を経て、昭和町をよく知

り尽くしている塩澤浩町長へのインタビューから

も伺えた。以下、インタビューを抜粋する。 

「人口増加の要因は、一つではなく多岐に渡る。

保育料の減免措置などの子育て支援策を早い時期

から行ってきたこと。また、本町は地理的に盆地

のど真ん中にあり、主要道路が縦横整備されてい

て、さらに、中央自動車道が通ったことでインタ

ーチェンジができるなど交通の要所である。そう

いった好条件を活かし工業団地を２か所整備し、

工場誘致も順調に行われてきたことで、雇用が創

出されたこと。また、本町からの通学圏内には中

学卒業後の進学先が多数あり、選択肢が多いとい

う地理的条件もあると思う。 

かつて、三つの村が合併し、昭和村となったが、

その頃から村の予算を教育費に大きく支出するほ

ど教育熱心の村であったと言える。具体的には、

村で単独の教員配置をしてきた。こうした教育に

対する思いが、代々受け継がれてきており、今も

その傾向は続いている。 

インターチェンジができ、工業団地ができたこ

とにより雇用が創出されたことで人口が増え、税

収増につながった。それに伴って子育て支援策を

打ち出した。35年前に保育料を大きく減免し他市

町村より安い保育料とすることで、子育て世帯を

支援した。そのことにより保育園に入れるなら昭

和町というのが口コミで伝わり、子育て世帯が増

えた。以前は、自分の子どもが小学校へ上がる時

には自分の生まれた地に戻り入学させたい、と思

う方も多く、小学校入学とともに町外へ引っ越し

てしまう世帯もある程度はいたが、昭和町が小学

校以降の教育環境の充実にも力を入れていること

が認知されたことにより、今では町内にそのまま

とどまったり、また小学校に入学するタイミング

で昭和町に転入する人も増えてきている。そうい

ったことも人口や子どもが増えている要因となっ

ている。私が町長になってから、小学生に対し、

家庭学習もサポートできるようにと土曜学習塾を

始めた。公民館、児童館などで開催し、教員の OB

や学生アルバイトが先生をしてくれている。町内

３か所で開催しており無料だ。不登校の子もそこ

なら来られるという子もいるし、土日が休みなの

で家にいるより勉強に行ってほしいという親御さ

んもいるので、好評だ。今後も教育と福祉に力を

入れたいと思っている。特に教員の加配だ。英語

の指導員も以前から早くに導入してきており、ALT

（外国語指導助手）をすべての小学校に配置して

いる。 

合併しないという町民意識はとても強い。町内

の住みやすさも支持されていると思う。これまで

土地区画整理事業を13か所で行い、街路や宅地造

成、子どもが安心して遊べる公園など住みよいま

ちとなるよう整備を進めた。今の本町の住みよさ

は、先人の地域の方々の協力のたまものである。

町内での買い物も、イオンモールとイトーヨーカ

ドーなどショッピングセンターが２つあり、ミニ

スーパーなどもあって生活必需品には困らない。

また飲食店や医療機関も多く、日常生活が身近な

町内で完結できるという点でも、生活利便性の高

いまち（生活しやすいまち）となっていることが、

今も人口が増え続け、子育てしやすいまちとして

認識されている要因になっていると思う。」 

甲府市という県庁所在地の隣という立地条件は

もちろん人口増加の要因の一つであるかもしれな

いが、県庁所在地の隣だからという理由で他県の

町が人口増加を果たしているわけではない。35年

前というまだ日本全体の子供の数が多かった時期

から保育料の減免を始めていたという歴史的な背

景は大きい。さらに、町民らの協力により区画整

備が進み、住みやすい街づくりが進められたこと

も大きな要因だろう。英語教育の充実など特色あ

る教育も子育て世帯が他へ流れない理由になって

いると拝察できる。 

 

（４） 岡山県総社市 

岡山県で一番人口の増えている町は、総社市で

ある。そこには、移住政策が大きなカギを握って

いると思われたが、片岡聡一市長のインタビュー

を通じて、「障がい者雇用が移住者増加につながっ

た」との答えにこれまでにない新たな視点を見出
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すことができた。以下、インタビューを抜粋する。 

「１．出生 ２．死亡 ３．転入 ４．転出の４つ

の要素が人口を左右する。私は、毎日このデータ

を見ている。恐らく、そんな首長は全国的にもめ

ずらしいのではないかと思う。転入超過について

いえば、中国地方５県で１位。国勢調査の人口増

加率では、岡山県で１位。こうした傾向は、リー

マンショックが終わって障がい者雇用が増え始め

た時期と重なる。 

人口増加の最大の原因は、１．出生数がキープ

できていたこと ２．転入者が超過になっていった

ことだと考える。転入超過の理由は、企業誘致で

はなく、弱者政策だと自身は考えている。障がい

者雇用政策を推進してきた中で、見えてきたもの

があり、そこで浮かび上がってきた課題を解決す

ることで、その結果、「総社市は住みやすい」とい

う話になり、転入超過につながった。だから、根

底にあるのは弱者対策である。たとえば、障がい

者雇用の中で、発達障害の子供たちをどうするか

という議論が出てくる。特別支援学級の充実や普

通の学校でもサポート体制を充実させることで、

こうしたお子さんを抱える方々が住みやすいと感

じて移住してくる。障がい者政策から始まって、

子育て支援、ヤングケアラー、LGBT支援などそれ

ぞれで見えてくる課題にしっかりと取り組むこと

が結果、多様性を認める住みやすい地域へとつな

がっていっているのではないかと考える。また、

コロナも大きなきっかけだった。在宅ワークがで

きるようになったことで、密を避けて移住を考え

る人々が増えた。無農薬や脱原発といったエコな

暮らしを求める人たちや自分たちのライフスタイ

ルのチェンジを求めてくる方々が移住してきてい

る。 

英語特区は作った当初は、目新しさもあり移住

者が増え、山の中に子供たちの声が響いていたが、

おととしから小学校で英語が必須となって以降、

減っているというのはある。発達障害の子の受け

入れなど、現在も行っているが今後も弱者により

そう政策で進めていきたい。」 

総社市のホームページを見ると移住政策に力を

入れていることがわかる。土日にも市の職員がア

テンドをしたり、定住助成金が100万円など移住し

たいと思う市外の方々にとって、アクセスしやす

いことが分かる。 

 

（５） 兵庫県明石市 

兵庫県明石市は、中核市の中で人口増加率№１

を誇る。明石市で出迎えてくれた泉房穂市長と駅

前の「あかしこども広場」を訪ねると多くの子育

て世帯から「あ、市長さんだ。こんにちわ」と声

をかけられる。4期16年の間にいかに子育て支援に

注力してきたかが分かった。以下、インタビュー

を抜粋する。 

「明石市では、やれることは全部やるとの考え

だ。医療費、給食費、遊び場の利用料など子育て

にかかる費用を無料にしている。かつては大家族

で子育てをしていたが、そのような時代は終わり、

核家族化しているのだから、みんなで子育てする

べきと考える。行政が子育てをしっかりサポート

していかなければならない。明石市では、児相で

の職員配置は国の基準の２倍、里親の配置も２倍

となっている。こども食堂は、運営主体に補助金

を渡しきりで、領収書も不要だ。自治体によって

は、こども食堂の運営に細かい領収書の添付が必

要で大変だが、「市民を信用する」ことが大事だと

の考えから、使い方は自由にしてもらっている。

その結果、こども食堂が、障がい者、ひきこもり

支援なども行う「みんな食堂」になりつつある。

市民との信頼関係が大事だ。 

明石市では、離婚後の養育費の不払いに対する

支援策として立て替えを行っている。全国でも初

めての取り組みではないか。本来は国がやるべき

と考えるが、国がやらないので、我々がやってい

る。ただ回収率は、６割程度で課題もある。市の

予算は、およそ1000億。そのうちのこども部門の

予算を市長就任当初の120億円から現在は250億円

まで倍増した。たとえば、年収600万の世帯でこど

もがピアノを習いたいと言い、その月謝が5000円

だとすると年間で６万円。年収の１パーセント。

こどものためであれば親は自分の物を我慢してで

もそれぐらいのやりくりはする。これと同じ話で

あって、市の財政のうち、年１パーセントを子育

て支援に回すということだ。こうした例えで、市

民の皆様にもご理解をいただいている。 
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単発の政策や所得制限をしても意味がないと考

えている。子育てにかかる費用を無償化すること

で、ダブルインカムの中間層が、引っ越してきて

いる。また、全国の無戸籍者の支援をしている。

全国のというのは、他の自治体ではそういうこと

をしていないので、結果問い合わせが明石市にく

る。市内ではこれまで９件そうした事例があった。

また、他の自治体から問い合わせがあり、こちら

に引っ越してくる方もいる。本来国でやるべきこ

とも、国がやらないなら、明石市でやってしまお

うという考えからやっている。 

まちづくりにおける考えは、「しっかり市民に寄

り添う、選ばれるやさしい町にすることで財政を

好転させる」というものだ。子育て支援はお金が

余ったらするではなく、まちの未来のためである

というのを１つの理念として掲げている。明石市

は住みやすいけれど、工場を誘致するには適さな

い。なので、無理に工場誘致などはしない。暮ら

すと育てるということを基本コンセプトにしてや

っている。自治体は、自分の町の可能性と限界を

知らないといけない。予算や計画は、１年１年市

民のために変えていく。前例踏襲は許さない。 

明石市の政策をやれば、国としても人口増加と

なる。ただ自分は人口増加論者ではない。ただ、

産みたいと希望するのに、産めないという方々の

ニーズをしっかりと捉え実現してきた。子供を産

み育てるには、２つの安心が必要と考えている。

お金の安心ともしもの時の安心（自分が病気にな

ったときに誰が見てくれるのかという「もしもの

時の安心」）。それらを提供していきたい。 

明石市は、「サステナブル、インクルーシブル、

官と民のパートナーシップ」という３つの理念を

持って、まちづくりを行うことを考えている。住

みやすいまちという評判になれば自然と人は集ま

る。明石市内には高校までしかないので、大学進

学や就職で出て行ってしまう。それは当たり前。

どんどん外の大学、外の職場で働いてもらっても

いいと言っている。将来、家族を作って戻ってく

れば、１人出ても３人で帰ってくる。それでいい。

持続可能な安心感を提供していれば自然と人々は

戻ってくる。 

明石市の政策は奇抜なものではない。世界で成

功しているものを明石市に応用している。ニュー

ジーランドの生理の貧困対策を参考にし、来年か

ら市内すべての小中学校に生理用品を設置する。

養育費の立替や給食費無料化といった政策は韓国

ですでに行われている。こうした韓国、ニュージ

ーランドなどの事例を研究し、取り入れている。

そして、市民からの直接の声を聞き、ニーズを把

握する。このことが大事と考えている。 

市役所では、専門職を増やしていくようにして

いる。そして、仕事の中で、マスト、ベター、メ

イのうち、ベターとメイはしないという割り切り

を持つようにしている。 

明石市の泉市長は、街づくりの根幹に「人を大

事にする」ということがある。子育て支援から始

まり、犯罪被害者だけでなく加害者やその家族を

インクルーシブに支援したり、障がい者支援を街

づくりのど真ん中に据えたりしている。インタビ

ューに伺った時には、LGBTQ 啓発ポスターが駅中

に貼られていて、びっくりしたが、誰にでもやさ

しい街づくりを推進することが結果的に、若い世

代の支持を受け、選ばれる都市になっているので

はないか。 

 

４．考察 

 

どの自治体も人口減少に悩んでいる中、人口増

加を遂げている自治体を調査してきた結果、県庁

所在地などでは、子育て支援を充実させることが

人口増の大きな要因になっていることが分かった。

また、小さな自治体であれば、長年の子育て支援

策に加え、移住者に対して、オープンであること

や緩やかなつながりを構築していること、移住者

が街おこしの仕掛け人になっていること、教育環

境が優れていることが人口増加の要因となってい

た。 

さらに、総社市や明石市の事例からは、「子育て

支援」に加えて「弱者支援」、「マイノリティー支

援」が人口増加の要因となっていると言える。す

なわち、障がい者や LGBTQの方々といった生きに

くさを感じている方々が住みやすいと感じるまち

づくりをしていくことで、誰もが住みやすい地域

イコール子育てしやすい街へとつながっている。 
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誰もが住みやすい地域「やさしい街」に住みた

いと考えるのは自然なことである。「弱者対策」こ

そが人口増加の要因であると言い切った総社市の

片岡市長の力強い言葉に少子化対策の本質がある

ように思う。 
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奄美・沖縄世界自然遺産の登録を契機とした 

アドベンチャーツーリズムを活用した地域創生 
 

岩浅 有記 

大正大学 地域構想研究所 准教授 

 

（要旨） 2021年７月に奄美・沖縄が我が国５箇所目となる世界自然遺産に登録された。

自然保護と観光を両立させるべく、持続可能で高付加価値なアドベンチャーツーリズ

ムの社会実装が沖縄のやんばる地域で行われている。アドベンチャーツーリズムは既

存の産業をシナジーにより高付加価値化させ、地域創生を実現する新たなイノベーテ

ィブ産業となる可能性を秘めている。 

 

キーワード：世界自然遺産、アドベンチャーツーリズム、自然保護と観光の両立、自然活用 

 

 

１．はじめに 

 

2021年７月26日、第44回世界遺産委員会において

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部（やんばる）及び

西表島」が世界自然遺産に登録された。2003年に国

内の世界自然遺産候補地として選定されてから実

に18年もの歳月を要した。国内の世界自然遺産登録

地は、他に知床、白神山地、小笠原諸島、屋久島が

あり、今回の登録で５件目となる。 

私は、2018年７月から2021年３月まで環境省沖縄

奄美自然環境事務所の担当官として今回の世界自

然遺産登録の作業や、後述する希少な動植物の密

猟・密輸対策や世界自然遺産推進共同企業体の設立

に関わった。現在は、特に高付加価値で持続可能な

自然体験ツーリズムであるアドベンチャーツーリ

ズムの地域への実装に携わっている。 

当時を振り返ると、世界自然遺産登録後の地域に

おける取組の自走化を見据えて、行政主導ではない

民間主導・官サポートの推進組織をどのように構築

するか、また、世界自然遺産登録に伴い観光客数の

増加が見込まれる中で、世界自然遺産の保護と観光

をどのように両立させるのか、そのための仕組み作

りや概念はどうあるべきかを模索していた。その中

で生まれた新たな仕組みが上記の世界自然遺産推

進共同企業体であり、その中で出会ったのがアドベ

ンチャーツーリズムの概念である。 

本稿では、今回の奄美・沖縄の世界自然遺産の登

録や世界自然遺産推進共同企業体設立の経緯を整

理し、自然を守りながら地域創生にもつながるアド

ベンチャーツーリズムの概念に触れつつ、自然保護

と観光の新しい関係性の構築の方向性について論

じたい。 

 

２．奄美・沖縄世界自然遺産の登録と世界自然

遺産推進共同企業体の設立 

 

（１） 世界自然遺産の目的、登録とその条件 

世界遺産とは、顕著な普遍的価値（Outstanding 

Universal Value）を有し、将来にわたり保全すべき

遺産としてユネスコの世界遺産委員会が認め、世界

遺産一覧表に記載されたものをいい、世界遺産には

「自然遺産」と「文化遺産」、その両方の価値を兼ね

備えている「複合遺産」がある。あくまで人類全体

のための世界の遺産として将来にわたり損傷、破壊

等の脅威から保護し、保存することが目的であり、

地域から世界遺産に期待する声として度々聞かれ

る観光振興や地域振興を目的とはしていない。 

世界遺産の登録の条件は大きく二つある。一つ目
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は世界遺産として、顕著で普遍的な価値を有するこ

と、二つ目はその価値が将来にわたって守られるこ

とである（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年７月現在、世界遺産は文化遺産897件、自然

遺産218件、複合遺産39件を含む1,154件に上り、そ

のうち日本からは文化遺産20件、自然遺産5件の世

界遺産が登録されている。我が国は1992年に世界遺

産条約を締結し、翌年の1993年に屋久島と白神山地

が世界自然遺産として登録された。その後、2005年

に知床が、2011年に小笠原が、そして2021年７月に

奄美・沖縄が５箇所目の世界自然遺産として登録さ

れた（表２）。 

遺産登録後、自然災害、武力紛争、人為災害、気

候変動などの地球環境問題などで遺産が深刻な危

機にさらされ緊急の救済措置が必要とされた場合、

危機遺産リストに登録される。例えば、ダーウィン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の進化論で有名なガラパゴス諸島は1978年に自然

遺産に登録されたが、2007年に外来種、観光客と移

住者の増加などの理由から危機遺産リストに登録

された（しかし、改善措置が講じられ、2010年に同

リストからは解除）。危機遺産リストに登録後、何の

保全管理措置も講じられず、危機状況の改善の見込

みがない場合には、「世界遺産リスト」そのものから

抹消、削除されることになる。 

 

（２） 奄美・沖縄世界自然遺産の登録の経緯 

奄美・沖縄世界自然遺産の登録までの主な動きを

表３にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2003年（平成15） 琉球諸島を世界自然遺産候補地として選定 

2009年（平成21） やんばる（安田、安波）国指定鳥獣保護区の指

定 

2013年（平成25） 奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島の４地

域に候補地を絞り込む 

2016年（平成28） 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」で

ユネスコ世界遺産センターへ暫定リスト提出 

西表石垣国立公園の公園区域の拡張 

やんばる国立公園の指定 

2017年（平成29） 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」を

世界自然遺産に推薦 

奄美群島国立公園の指定 

2018年（平成30） 国際自然保護連合（IUCN）による登録延期の勧

告、推薦の取り下げ 

2019年（平成31/令和元年） 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び

西表島」を世界自然遺産に再推薦 

2021年（令和3年） 国際自然保護連合（IUCN）による登録適当の勧

告、世界自然遺産登録が決定 

※環境省資料等を基に作成 

 

表３ 奄美・沖縄世界自然遺産登録までの主な動き 

表１ 世界遺産の登録の条件（環境省資料を基に作成） 

①世界遺産として、顕著で普遍的な価値を有すること 

○世界遺産条約に基づく「クライテリア（登録基準）」を一つ以上満

たしていること 

（ⅶ）自然景観 （ⅷ）地形・地質 （ⅸ）生態系 （ⅹ）生物多様性 

○既登録の類似の世界遺産等と比較して、 

・評価される価値の独自性が明らかであること（唯一無二の価値

を持つこと） 

同じ価値（理由）での登録は一箇所のみ 

・十分な規模と必要な要素を持っていること 

②その価値が将来にわたって守られること 

○法的措置等により、評価される価値の国による保護・保全が十

分に担保されていること 

・国立公園、自然環境保全地域等による保護・保全が必要 

 

表２ 日本の世界自然遺産 
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2003年５月に環境省と林野庁が共同で設置した

「世界自然遺産候補地に関する検討会」において

「琉球諸島」が「知床」と「小笠原諸島」とともに

世界自然遺産候補地として選定された。「琉球諸島」

は、2013年１月の時点では推薦地域を選定していな

かったが、ユネスコから推薦地域について照会があ

り、同年12月に奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西

表島の４島を選定し、2016年２月に「奄美大島、徳

之島、沖縄島北部及び西表島」でユネスコ世界遺産

センターへ暫定リストを提出した。 

2017年２月に日本政府は「奄美大島、徳之島、沖

縄島北部及び西表島」を世界自然遺産に推薦したが、

2018年５月に国際自然保護連合（IUCN）の評価結果

がユネスコから通知された。推薦地の連続性の視点

で沖縄島の北部訓練場返還地が推薦地に含まれて

いないことや、小規模な分断区域が点在しているこ

となどが指摘され、改善を求めて登録延期が勧告さ

れた。 

このため、日本政府は同件の推薦を取り下げ、北

部訓練場返還地のやんばる国立公園への編入や分

断区域の解消など IUCN による延期勧告への対応を

行い、2019年２月に「奄美大島、徳之島、沖縄島北

部及び西表島」を世界自然遺産に再推薦した。 

その後、世界遺産の登録が審議される世界遺産委

員会が新型コロナにより延期を余儀なくされたが、

2021年５月に IUCN の評価結果がユネスコから通知

され、登録基準（ⅹ）生物多様性に合致することが

認められ、世界遺産一覧表への「記載」が適当と勧

告した。そして、同年７月26日に世界自然遺産登録

が決定した。なお、遺産地域の基本情報や科学的な

特徴については誌面の都合もあり触れないが、2019

年２月に再提出した推薦書に詳しくまとめられて

いるので参照いただきたい。 

 

（３） 奄美・沖縄世界自然遺産の登録の障壁 

2003年に世界自然遺産候補地として、「知床」、「小

笠原諸島」、「琉球諸島」が選定され、北から順に「知

床」が2005年、「小笠原諸島」が2011年に登録された

のに対し、今回の奄美・沖縄は選定から18年、小笠

原諸島の登録からさらに10年もの時間を要した。こ

れは「知床」と「小笠原諸島」は選定時、既に国立

公園に指定されていたが、奄美・沖縄は、西表島は

国立公園に指定されていたものの、奄美大島、徳之

島、沖縄島北部（やんばる地域）は国立公園の指定

がされておらず、保護担保措置が無かったことが登

録の大きな障壁であった。このため、沖縄島北部で

は2009年の国指定鳥獣保護区の指定を経て2016年

にやんばる国立公園を、2017年には奄美大島と徳之

島を含む奄美群島国立公園を指定した。 

もう一つの遺産登録の障壁は外来種であった。例

えば、沖縄島には適切な飼養がなされず野生化した

ノネコやハブ退治を目的として人の手によって持

ち込まれたマングースの捕食により、ヤンバルクイ

ナなどの希少種の個体数が激減していた。具体的に

は遺産候補地として選定された二年後の2005年の

ヤンバルクイナの推定生息個体数は500羽と、調査

以来最も少なく、2006年のシミュレーションでは15

年後の2021年には絶滅するとの結果が出た。このた

め、官民が連携しノネコの捕獲・譲渡、適正飼養、

マングースの防除などの取組が行われ、現在ヤンバ

ルクイナは1,500羽程度にまで回復している。 

 

（４） 奄美・沖縄世界自然遺産の課題 

2021年５月の IUCN からの評価結果において次の

４項目について対応を要請され、2022年12月１日ま

でにこれらの対応策について報告することとされ

た。 

ａ）観光管理の徹底 

特に西表島について、観光客の収容能力と影響に

関する評価が実施され、観光管理計画に統合される

までは、観光客の上限を設けるか、減少させるため

の措置を要請する。 

ｂ）希少種の交通事故対策 

希少種(特にアマミノクロウサギ、イリオモテヤ

マネコ、ヤンバルクイナ)の交通事故死を減少させ

るための交通管理の取組の効果を検証し、必要な場

合には強化するよう要請する。 

ｃ）包括的な河川再生戦略の策定 

可能な場合には、自然再生のアプローチを採用す

るための包括的な河川再生戦略を策定するよう要

請する。 

ｄ）緩衝地帯における森林伐採の適切な管理 

緩衝地帯における森林伐採について適切に管理

するとともに、あらゆる伐採を厳に緩衝地帯の中に
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とどめるよう要請する。 

これらに加えて、これまでにも官民一体で取り組

んできた傷病個体の救護、密猟密輸対策、外来種対

策、遺産地域の包括的なモニタリングの実施などの

課題にも引き続き対応していく必要がある。 

 

（５） 世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）及び 

世界自然遺産推進共同体（奄美側）設立の経緯 

世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）及び世界

自然遺産推進共同体（奄美側）設立までの主な動き

を表４にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立の契機となった出来事は２つあった。それは

上述した2018年５月の世界自然遺産の登録延期と、

同年12月のリュウキュウヤマガメの密輸である。

元々、各社個別での世界遺産登録推進のための取組

は行われていたが、地元企業連携による相乗効果を

発揮したいという思いと、希少種の密猟・密輸に関

しては密猟にレンタカーが利用され、持ち出しには

郵便や航空便が使われているという背景から、本業

を通じた密猟・密輸対策を行うことで自然保護や世

界遺産の登録に貢献したいという思いであった。こ

のような企業の危機感と当事者意識から、2019年の

５月に沖縄において世界自然遺産推進共同企業体

が、同年８月に奄美において世界自然遺産推進共同

体が設立された。 

例えば、沖縄における世界自然遺産推進共同企業

体は、2022年１月現在、日本トランスオーシャン航

空株式会社、日本郵便株式会社沖縄支社、株式会社

NTT ドコモ、NPO 法人どうぶつたちの病院沖縄及び

一般財団法人沖縄美ら島財団の５者が事務局とな

り、全49社に加えて国、沖縄県、関係１町３村の行

政及び琉球大学が後援し、民間企業・団体を中心と

した産学官の組織となっている。 

 

（６） 世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）及び 

世界自然遺産推進共同体（奄美側）の概要 

世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）及び世界

自然遺産推進共同体（奄美側）は、世界自然遺産を

盛り上げるための企業体であり、普及活動や希少種

および自然環境の保護、密猟・密輸などさまざまな

課題の解決や、調査研究や行政への協力に対して、

参加企業が最大限の協力をする。希少種および自然

環境の活用を通じた地域貢献・地域振興にも取り組

み、2020年夏の世界自然遺産登録をはじめ、環境保

全と地域振興の循環モデルの確立を目指すことと

された。企業体理念は、自然や文化の価値を守るた

め、地域社会とともに前進すること、企業体活動を

通じて新たな社会的価値を創造し、発信すること、

普遍的価値を次世代に継承する責任を自覚し、持続

可能な社会づくりを推進すること、の３点である。 

また、世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）及

び世界自然遺産推進共同体（奄美側）で取り組んで

いる主な活動内容は、以下の７点である。 

①希少種および自然環境の保護 

②世界自然遺産に関する普及活動、調査・研究な

ど 

③密猟・密輸防止対策 

④行政への協力 

⑤希少種および自然環境の活用を通じた地域貢

献・地域振興 

⑥SDGsの推進による社会の持続的発展への貢献 

⑦その他共同企業体の目的達成のために必要な

活動 

設立後の主な取組を表５にまとめた。普及啓発の

取組だけではなく、本業を通じた取組である密輸対

策のための研修会や手荷物検査の強化等、その他外

来種の駆除やビーチクリーンなど人海戦術による

現場での保護活動なども継続的に行なっている。こ

れらの取組は誰かに言われたからではなく、危機意

識と当事者意識により自発的に企業のリソースの 

2018年５月 国際自然保護連合（IUCN）による奄美・沖縄世界自然

遺産登録の延期の勧告 

2018年12月 国指定天然記念物/国内希少種「リュウキュウヤマガ

メ」60頭が沖縄から違法に持ち出され、香港に密輸さ

れ摘発 

2019年１月 沖縄において環境省が「密猟・密輸対策連絡会議」を

設置、開催 

2019年２月 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」を世界

自然遺産に再推薦 

2019年３月 鹿児島において環境省が「密猟・密輸対策連絡会議」

を設置、開催 

2019年５月 沖縄において世界自然遺産推進共同企業体設立 

2019年８月 奄美において世界自然遺産推進共同体設立 

※世界自然遺産推進共同企業体及び環境省資料等を基に作成 

表４ 世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）／世界自然

遺産推進共同体（奄美側）設立までの主な動き 
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持ち出しで行われていることは特筆すべきことで

ある。遺産登録以降は地域の多様な主体の参画と協

働による遺産の保護管理が重要であり、人口減少や

無居住化が進む遺産地域において企業による保護

管理は大きな推進力となる。 

 もう一点特筆すべき点は、あくまで民間の企業や

組織が自らの意思で主体的に取り組むという民主

導の組織であるということ、更に企業経営の視点か

らは短期の利益回収ではなく、中長期の企業の持続

可能性を視野に入れているということである。本企

業体は地元の企業を中心に構成されており、地元企

業は地域と運命共同体であり、地元企業として地域

の自然、文化、社会への責任を果たしたいという強

い意思がある。今回の世界自然遺産の登録を機に地

域の自然保護に直接コミットしていくと宣言した

ことは、昨今の世界的な「生物多様性保全と企業の

果たすべき役割」の議論を先取りした具体的な行動

とも言える。さらに、本企業体は行政や琉球大学の

後援を受けている。官や学の意義も大きい活動であ

り、地域発でこれほどの規模で活動が行われている

民官一体となった自然保護の企業体は日本初では

ないかと思われる。 

このような民官一体となった仕組みづくりと取

組が進む中で、特に世界遺産登録後の課題として指

摘されていたのがオーバーツーリズムの問題であ

る。これは上述した奄美・沖縄世界自然遺産の課題

でも挙げたが、2021年５月の IUCN からの評価結果

においても第一に観光管理の徹底が要請された。 

例えば、コロナ前の2019年の沖縄県への入域観光

客数は1,016万人（沖縄県調査）と７年連続で過去最

高を更新、暦年で初の1,000万人台を記録した。また

同年の沖縄・那覇港のクルーズ船寄港回数は260回

（国土交通省調査）であり、６年連続の増加で初の

日本一の回数となっていた。筆者自身も那覇に住ん

でいたのでよく覚えているが、慢性的な大渋滞、国

際通りをはじめ観光地は常にどこも超満員の状態

であり、地域のインフラ面からも明らかにキャパシ

ティオーバーであった。このまま世界遺産に登録さ

れた場合、オーバーツーリズムによる自然環境への

悪影響を強く危惧していた。観光客が多すぎると自

然が壊れ、観光客を減らそうとすると人口減少で疲

弊する地域の経済効果が減るジレンマをどうやっ

て解消するか。ちょうどその時に出会った概念がア

ドベンチャーツーリズムである。 

 

３．地域創生のツールとしてのアドベンチャー

ツーリズム 

 

（１） アドベンチャーツーリズムとは何か 

アドベンチャーツーリズム（AT）とは、Adventure 

Travel and Trade Association(ATTA)の定義では、

「自然とのふれあい」「フィジカルなアクティビテ

ィ」「文化交流」の３要素のうち、２つ以上が主目的

である旅行とされる。従来の旅行産業の概念にとど

まらない地域の中小事業者と地域住民に、経済・社

会的な観点でのサスティナブルな効果を残せるこ

と、同時にこの効果が地域の自然や文化を保護・活

性化することに貢献していることが重要な要素で

あるとされ、ATは、1960‐70年代に、北米における

アウトドアアクティビティ人気の高まりを受けて

2019年５月 沖縄において世界自然遺産推進共同企業体設立（加盟企

業:45社） 

2019年７月 環境省、沖縄県及び鹿児島県主催密猟・ 密輸防止による希

少種識別研修会 

(NTTドコモの希少種識別アプリ提供) 

2019年８月 奄美において世界自然遺産推進共同体設立（加盟企業：62

社） 

沖縄県主催世界自然遺産号プロジェクト図画コンクール県知

事賞作品 のラッピング協力 

(JTA、RAC 機、日本郵便トラック、船舶、モノレール、路線バ

ス等) 

世界自然遺産登録推進協同企業体(JTA)から竹富町への人

材派遣協力 

2019年８月～ 沖縄県主催環境教育に伴う遊覧飛行協力 

2019年９月～ 沖縄・鹿児島側企業体によるビーチクリーン 

2019年11月 ヤンバルクイナ繁殖施設ほか見学会（企業体主催、環境省

協力） 

2020年１月 沖縄県主催「沖縄ナイト」啓発ブース出展協力 

世界自然遺産登録候補地域内にある郵便局へロードキル対

策の幟を設置(日本郵便沖縄支社主催) 

2021年３月 国頭郵便局、西表島郵便局に壁画制作（日本郵便沖縄支社

主催) 

2021年７月 沖縄県主催「世界自然遺産登録視聴会」への協力(JTA 格納

庫、NTTドコモ5G技術提供) 

世界自然遺産登録記念 RBCi ラジオ特別番組への出演協力

(沖縄県知事、JTA青木社長、どうぶつたちの病院沖縄 長嶺

理事長) 

2021年10月 入域マナー啓発Wi-Fi(NTTドコモ主催) 

2021年11月 沖縄県主催世界自然遺産登録記念式典での感謝状贈呈 

※世界自然遺産推進共同企業体資料等を基に作成 

表５ 世界自然遺産推進共同企業体（沖縄側）／世界自然遺

産推進共同体（奄美側）設立後の主な取組 
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構成された中小アクティビティ事業者によるコミ

ュニティが起源といわれる（ATTA）。 

筆者がこれまでの自然環境行政やアドベンチャ

ーツーリズムの社会実装の経験から考えた AT の概

念を図１にまとめた（岩浅、2022）。 

まず、狭義の１つ目として、ATとは自然・文化を

守り、再生するために行うツーリズムであるという

ことである。これは ATTA のシャノン・ストーウェ

ル CEO が「自然を守るために AT をやる」と発言し

ている（國谷・ATTAアジアアンバサダー私信）こと

とも符号するが、生業としての AT を継続するため

に自然を守るという経済的な視点ではなく、あくま

で自然を守るための手段として ATを捉えている。 

次に、狭義の２つ目として、ATは入域人数を減らし、

一人当たりの単価を上げる、ガイド付きの高付加価

値ツーリズムであるということである。ここは一つ

目の狭義にある自然を守るためには自然地域への

入域人数を減らすことが有効であるが、単に人数を

減らすだけでは地域経済効果が減衰してしまう。こ

のため、AT では地域在住のガイド（AT コーディネ

ーター、スルーガイドを含む）を雇用し、高付加価

値なコンテンツを提供することで一人当たりの単

価を上げることで環境と経済を両立させ、いわゆる

環境と経済の好循環を目指す。例えば、図２の ATTA

の調査によると、１万ドルの消費を地域に生み出す

ために、マスツーリズム(クルーズ等)では100人の

来訪者が必要だが、AT顧客は４人の来訪者で達成で

きるとされている。また、AT 顧客は消費額の65%が

目的地で消費されるが、マスツーリズムではわずか

14%となっている。そしてそこから導かれる雇用創

出効果は、AT では2.6人だが、マスツーリズムだと

わずか1.5人にとどまる。このように、AT の取組は

受入れ地域における経済効果が高いと考えられて

いる。 

そして、広義では、ATは地域の環境、社会、経済

に対して持続可能で責任あるツーリズムであり、サ

ステナブルツーリズムやレスポンシブルツーリズ

ムを包含したツーリズムであるとも言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時系列の視点で AT を捉えると、①入域人数を減

らすことで植生の荒廃やロードキル（希少種の交通

事故死）などの自然環境への悪影響を最小化し、②

入域人数を減らすことでいわゆる観光公害やイン

図２ 地域に１万ドルを生み出すために必要な観光客数 

（出典：ATTA） 

図１ アドベンチャーツーリズムの概

念 
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フラの逼迫などの地域社会への悪影響を最小化し、

③ガイド付き高付加価値ツアーで一人当たりの単

価を上げ、④地元ガイド／コーディネーターや地元

資本宿泊等、地元を活用することで、地域経済効果

を最大化し、⑤雇用創出による若者定住や地域コミ

ュニティの活性化することで、地域社会効果を最大

化し、⑥得られた利益で自然・文化を保護・再生し

つつ、保護再生活動自体を AT コンテンツ化してリ

ピーターを獲得することで、更なる人とお金の循環

を生み出していくという好循環モデルを実現する

という整理も可能である（岩浅、2022）。 

 

（２） 日本における AT の捉え方 

日本においては自然と文化は一体的不可分で連

続的なものであり、自身の住んでいる地域とは異な

る自然文化を体験することは AT における重要な要

素と言える。例えば、今回世界遺産に登録された奄

美地域においては、奄美群島国立公園のコンセプト

として、自然と共生してきた暮らしの中で培われた

地域の伝統文化として「環境文化」を謳っている。

また、沖縄において人と自然の関わりについて研究

している当山も生きものと人との間に生み出され

た文化を「生物文化」と表現しており（当山、2015）、

自然と文化を一体的に取り扱っている。 

このため、日本においては「自然」「文化」「体験」

のうち２つ以上が AT という国際的な定義よりは、

ストレートに「自然文化」を「体験」することが AT

であるとする方が馴染みやすい。 

また、アドベンチャー（adventure）には、ロング

マン現代英英辞典によれば、もちろん危険

（dangerous）の意味もあるが、非日常（unusual）

の意味も含まれる。このため AT は危険を伴うハー

ドアドベンチャーだけではなく、非日常体験として

のソフトアドベンチャーも含まれることには留意

する必要がある。ハード及びソフトに共通するキー

ワードは「ワクワク感」と、「Authentique（本物・

正真正銘）」であると考える。AT は、エコツーリズ

ムと共通する部分も多いが、強いて違いを言えば、

エコツーリズムは「教育・学習、体験」の要素、プ

ロダクトアウト（供給者側）の側面が強く、ATは、

「自己変革と社会貢献の貢献」の要素、マーケット

イン（ユーザー側）の側面が強い。また、ATは高単

価でオーダーメイドの要素が強く、ツアーコンテン

ツは真面目な要素もあるが、遊びや余白の時間も重

要であると考えられる。 

AT は日本のどこでも適用可能である。なぜなら、

日本の「自然・文化」は欧米と大きく異なり、そこ

から育まれる豊かで多様な「水」「食」「地域」は更

なる強みであるからである。地域に入るとよく耳に

する「我が町には何もない」と言うのをまずはやめ、

AT の観点から地域を捉え直したい。AT は20世紀に

生じた「観光」と「環境保全・自然保護」の二項対

立に終止符を打ち、両者を統合することで新たな好

循環を生み出す地域のイノベーション産業となり

得るポテンシャルの高い概念である。上述したよう

に AT は地域の環境、社会、経済に対して持続可能

で責任あるツーリズムでもあることから、地域創生

の具体的な施策として今後さらに脚光を浴びるで

あろう。 

 

（３） 沖縄における AT の取組 

筆者が現在も AT の社会実装に取り組んでいる世

界自然遺産・やんばる地域を含む沖縄におけるATに

関する主な取組を表６にまとめた。 

コロナ前の2018年度の観光庁事業が沖縄におけ

る AT 社会実装の嚆矢となっている。具体的なモデ

ル地域としては、これまで沖縄本島の金武町や国頭

村等において ATの社会実装を進めている。 

世界自然遺産・やんばる地域においては、今年度

の観光庁事業として二件が事業採択され、ATのモデ

ル実装を行なっている。「やんばる世界自然遺産を

活用した SDGs 次世代教育ツアー企画ガイド育成事

業」では、世界自然遺産・やんばる地域の自然環境

を活用し、今までにない SDGs 教育ツアーを実施す

ることにより、観光事業を起点に新たな有機的高付

加価値産業化と地域活性化を推進し、観光客と地元

の人との関わりを継続的に構築し、関係人口の創出

を目指すこととしている。「希少な野生生物と力強

く知恵深い先人達の“奇跡の森”国頭村・地域活性

化事業」では、世界遺産登録により世界の注目が集

まる国頭村において、深い自然と共に村の人々が育

んだ歴史・文化と地域産業を、地域関係者ワークシ

ョップ、外国人有識者実踏・視察等観光を通じて、

地域産品の高付加価値化、ツアー造成、体制構築を 
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目指すこととしており、両事業ともコロナ禍でリア

ル開催が一部できなかったが、オンラインを駆使し

ながら議論を進め、現在成果を取りまとめる段階に

ある。なお、本学地域構想研究所も連携団体として

両事業に関わり、筆者が他事例の知見紹介、ワーク

ショップや現場実踏時の助言、ガイド教材の作成等

を行った。 

事業に携わる中で感じたやんばる地域の AT ポテ

ンシャルを列挙しておきたい。まず、①これまであ

まり観光が行われていないことである。これは観光

業としての既得権益が小さいことから AT を行う上

での軋轢が生じにくいことを意味する。また、②農

林水産業が営まれており、新鮮な野菜、キノコ類、

ジビエ、魚介類等の地元産の食事の提供が可能であ

る。付加的要素として泡盛も地元で生産されている。

さらに、③希少動植物、亜熱帯照葉樹林、海域景観、

国の重要無形民俗文化財に指定されている安田の

シヌグ等、本土や都市部とは異なる独特の景観・自

然環境や文化を有するため、海外からだけではなく、

本土の AT 顧客層にも訴求力が大きい。最後に、④

自然環境や文化財などの保全・再生事業が行われて

いることである。例えば希少種であるヤンバルクイ

ナの保護のための各種保全・再生事業は重要なATコ

ンテンツとなる。 

今後の更なるやんばる地域における AT 実装に向

けた視点や課題も挙げておく。まず、ATの有する理

念や ATが目指すところ、加えて、そもそもなぜ AT

をやるのかを地域で共有することである。ここの部

分がある程度地域内で議論・共有されていないと点

の取組にしかならず、地域ぐるみの AT 社会実装が

困難となり、広域周遊の議論もおぼつかない。 

次に、観光客数を目標としないことである。オー

バーツーリズムとなったシンガポールやバルセロ

ナでは観光客数を目標とすることをやめた。今後の

AT の概念に沿う KPI としては、地域に落ちる消費

額、自然文化の再生状況、住民の幸福度、ツーリス

トの満足度・再訪意向などが挙げられる。 

次に AT を手段としてどのようなやんばる地域で

ありたいのか地域主導でボトムアップの観光ビジ

ョンの策定が必要であるということである。行政計

画は危機や課題に始まり、フォアキャストの視点で

具体的施策を記載することが多い。ここでいう地域

主導でボトムアップの観光ビジョンとはもちろん

行政の関与やオーソリティも必要であるが、未来志

向のビジョンを地域の多様な主体の熟議を通じて

設置し、バックキャストの視点で具体的な取組を記

載することを意味する。観光ビジョン策定の対象エ

リアは市町村単位だけではなく、必要に応じて複数

の市町村にまたがる広域エリアでの策定も検討す

る。加えて、とにかく誰でもいいからたくさん観光

客に来て欲しい、ではなく、上記の観光ビジョンを

実現するために、「こんな人に来てほしい」と対外的

に発信する必要がある。ATは高付加価値観光の一形

態とも言えるが、お金を持っている富裕層なら地域

は誰でも歓迎なのか。少なくとも「地域の自然、文

表６ 沖縄におけるアドベンチャーツーリズム（AT）に関する主な

取組 

※内閣府沖縄総合事務局及び沖縄観光コンベンションビューロー

等の資料より作成 

2018年４月〜 

-「欧米をターゲットとした広域周遊観光におけるサステイナブルツーリズ

ムのための高付加価値商品開発調査事業」実施（平成30年度観光庁訪

日外国人旅行者周遊促進事業） 

2019年４月〜 

-「沖縄の自然フィールドを活用した高付加価値コンテンツ造成事業」実施

（令和元年度内閣府沖縄総合事務局訪日グローバルキャンペーンに対

応したコンテンツ造成事業） 

2019年５月 

-アドベンチャーコネクト in沖縄（JTB総研・JTB沖縄共催、OCVB後援）

開催 

2019年９月 

-ATWS（ATTA主催のアドベンチャーツーリズムの世界サミット）in スウ

ェーデンへの参加 

2019年12月 

-沖縄本島北部地区におけるATセミナーの開催（内閣府沖縄総合事務

局主催） 

2020年４月〜 

-「ATガイド育成調査実証事業」実施（令和二年度内閣府沖縄総合事務局

世界自然遺産登録に向けた受入環境整備に係る実証調査事業） 

-「アドベンチャーツーリズムにおけるコーディネーター人材育成プログラ

ム」実施(令和二年度内閣府沖縄型産業中核人材育成事業) 

2021年４月〜 

-「スルーガイド育成及びツアー造成事業」実施（令和三年度内閣府沖縄

総合事務局地域の観光コンテンツを活用したアドベンチャーツーリズム

のモデルツアー造成等事業） 

-「アドベンチャーツーリズムにおけるコーディネーター人材育成プログラ

ム」実施(令和三年度内閣府沖縄型産業中核人材育成事業) 

2021年５月 

-「やんばる世界自然遺産を活用したSDGs次世代教育ツアー企画ガイ

ド育成事業」（地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向け

た実証事業（１次選定）） 

2021年６月 

-「令和３年版観光白書」に上述の「世界自然遺産登録に向けた受入環境

整備に係る実証調査事業(沖縄)」取組概要が掲載 

2021年９月 

-「希少な野生生物と力強く知恵深い先人達の”奇跡の森”国頭村・地域活

性化事業」（地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた

実証事業（２次選定）） 
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化、コミュニティを尊重し、地域の有する価値を認

め、そのポテンシャルに共感してくれる人」に来て

欲しいはずだ。 

次に、利用のゾーニングや利用方法を明確にする

必要があるということである。例えば、人の立ち入

りを一切排し、厳正に自然環境を保護するエリア、

AT による利用など１日当たりや１パーティ当たり

の上限人数等のルール設定の下に少人数の立ち入

りが認められるエリア、マスツーリズムに対応する

エリアといった３つくらいの利用のゾーニングを

描く必要がある。これは生業が関係するため、観光

業者などの利害関係者はもちろんのこと、広く地域

の多様な主体の参画による議論が求められる。でき

れば自主ルールが望ましいが必要に応じて法令に

よる規制を検討する。 

次に現場のスポットガイドの育成はもちろんだ

が、スポットガイド同士を繋ぐ、全体の AT ツアー

を企画するなど、いわゆる AT コーディネーターの

育成が急務であるということである。手法としては

行政の支援も得ながら研修会を開催し、一点集中で

人材育成し、各地のネットワーキングによりノウハ

ウを広域に展開するアプローチが考えられる。 

最後に、観光と自然保護が連動した基金にする必

要があるということである。宿泊税が各地で議論さ

れつつあるが、観光関係の基金や、寄附によるヤン

バルクイナの希少種保全のための基金がバラバラ

ではなく、両者一体、あるいは両者が連携しながら

運用していくことが重要である。地域の環境、社会、

経済の持続可能性を考えると、このような基金を通

じて、観光が進めば進むほど自然保護が進むという

好循環を目指すべきである。また、自然や文化など

の観光資本はタダでは守れないし、再生できない。

必要に応じて利用者負担として入域料の検討も必

要となる。 

以上、６点を挙げたが、これは何もやんばる地域

に限った話ではなく、他地域における AT 実装に向

けた視点や課題と共通項も多い。いずれにしても地

域の主体性や熱意の下に実装を繰り返しながら AT

コンテンツだけではなく、地域全体の環境、社会、

経済の質を高めていく好循環モデルの実現が持続

可能な地域創生につながっていく。 

今後の沖縄における AT の社会実装であるが、現

在のモデル地域は上述したように沖縄島が中心で

はあるが、ATはロングステイを基本とすることから、

より広域の視点も必要である。このため、沖縄島以

外にも慶良間諸島、宮古諸島、八重山諸島などの沖

縄県内の離島をはじめ、今回の奄美・沖縄の世界自

然遺産を機に、沖縄と奄美群島との連携や、奄美群

島と屋久島の連携など、広く南西諸島におけるATの

緩やかなネットワーキングにより、コースの開発や

人材育成、情報共有なども今後図っていきたいと考

えている。 

 

４．自然保護と観光の新しい関係性の構築に

向けて 

 

特に戦後の高度経済成長以降、道路等の観光イン

フラの整備により自然が破壊され、自然保護を進め

ようとすれば観光開発ができないと関係者の不満

が噴出し自然保護が進まないなど自然保護と観光

は常に二項対立の関係にあった。その後、1990年頃

から自然保護と持続可能な観光振興を両立するエ

コツーリズムの動きが屋久島などで見られるよう

になった。1990年頃といえば、国際的には92年の地

球サミット開催、国内では92年の世界遺産条約締結

や種の保存法制定、93年の屋久島、白神山地の世界

自然遺産登録や環境基本法制定、94年の環境基本計

画策定、95年の生物多様性国家戦略策定など、我が

国の環境政策や自然保護制度が大きく前進した時

期である。一方、経済は86年からのバブル景気、知

床原生林伐採問題、87年の第四次全国総合開発計画

閣議決定、総合保養地域整備法（リゾート法）制定、

そして91年のバブル崩壊と、これまでの経済至上主

義、消費型の大量送客観光の行き詰まりの時期でも

あり、自然保護と観光を両立させるエコツーリズム

は時代的にも社会的にも必然の流れであったとも

言える。 

その後の観光政策としては、2008年に観光庁が設

置され、2013年に訪日外国人旅行客数が1,000万人

を突破し、2016年には政府の「明日の日本を支える

観光ビジョン」が策定され、訪日外国人旅行客数が

2,000万人を突破した。また、国立公園の魅力向上や

外国人観光客数の倍増を目指す国立公園満喫プロ

ジェクトが開始された。その後、2018年には訪日外 
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国人旅行客数が3,000万人を突破し、地域への経済

効果を含めてポジティブな効果もあったが、いわゆ

る観光公害などネガティブな側面も顕在化した。上

述したように沖縄はオーバーツーリズムの状況と

なり、また、世界遺産登録前の奄美大島の瀬戸内町

ではクルーズ船の受け入れにあたって地域の自然

保護か観光かの二項対立が起こり、最終的には受け

入れ計画は撤回された。特に自然環境に恵まれた地

域は環境やインフラのキャパシティが限られてお

り、大量送客による消費型の観光形態では地域の環

境、社会、経済を持続可能な形で守り、育てていく

ことが難しいことは明らかである。本稿のまとめと

して、我が国の今後の新しい観光の方向性を以下の

通り提案したい。 

「自然を活用した高付加価値、新しい価値」をキ

ーワードに、今後の新しい観光を手段として、ユー

ザーの「健康、幸せ、ビジネス」のニーズが満たさ

れ、受け入れ地域にとっても「観光公害は発生せず」、

「自然・文化が保護・再生」され、「経済効果も高く、

雇用が創出、コミュニティが活性化」され、「環境、

経済、社会が統合的に向上・発展」する状態を実現

する（岩浅、2022） 

日本経済はリーマンショックや東日本大震災な

どもあり、低成長の時代を迎え、失われた20年と言

われて久しい。データで見ると、1993年の GDP総額

が491兆円であるのに対し、約20年後の2014年の GDP

総額は487兆円であり、総額はむしろ減少している。

日本の総人口も減少時代に入り、都市への人口集中

は加速している。データで見ると、1995年の総人口

は１億2,557万人で、20年後の2015年は１億2,711万

人となっているが、市区を除いた町村部の人口は

2,756万人から1,096万人とこの20年で約６割も減

少している。町村部は自然に恵まれた地域が多く、

今こそ自然を活用して地域社会と地域経済の活性

化を図り、結果として自然を守る、「自然活用地域創

生」を進めていく必要がある。自然保護と観光の二

項対立を超えて相乗効果を発揮させ、地域創生にも

つながる概念として今回はエコツーリズムとも共

通点の多い ATに着目し、ATの概念や沖縄における

取組について紹介し、考察を加えた。自然保護や地

域創生を加速させるためのツールとしての AT の概

念の普及や社会実装が求められる。ATを従来の観光

業の世界に押し込めるのではなく、農業、観光の高

付加価値化、グリーンとデジタルを横割りの概念と

して使い、シナジーを起こす、新たな産業創出の視

点で、ATを「自然活用地域創生」の一つのソリュー

ションとして位置づけたい。 

 今年2022年は世界遺産条約締結から20年、沖縄の

本土復帰50年、来年2023年は屋久島の世界自然遺産

登録から20年、奄美の本土復帰70年のビッグイヤー

が続く。当研究所としても引き続き、自然活用地域

創生の社会実装を地域と一緒になって本気で進め

たい。 

 最後に、本原稿をまとめるにあたり、資料のご提

供やご助言等をいただいた、ATTAアジアアンバサダ

ーの國谷裕紀氏、NPO 法人どうぶつたちの病院沖縄

理事長で獣医師の長嶺隆氏、一般財団法人沖縄観光

コンベンションビューローの酒井達也氏、世界自然

遺産推進共同企業体事務局兼日本トランスオーシ

ャン航空株式会社の金城智子氏、一般財団法人自然

公園財団の斎藤直樹氏、株式会社 Mh 沖縄の中野美

佐子氏、内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室長の齋

藤洋一郎氏、沖縄県環境部世界自然遺産推進室の太

田真文氏に厚く御礼を申し上げます。 

 さらに、現在やんばる地域において AT の社会実

装にご尽力されている国頭村観光協会長の比嘉明

男氏、株式会社カヌチャベイリゾート代表取締役社

長の白石武博氏、そして沖縄で AT を本格的に政策

化し、ATの概念を活用して観光と環境の統合により

沖縄観光を高付加価値なものにしていこうと一緒

に奔走した現観光庁の三宅亮氏をはじめ、お世話に

なった全ての方々に感謝を申し上げます。 
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地域芸術祭と学生教育についての研究ノート 

石原 康臣
１ 

 

１

大正大学 地域構想研究所 准教授 

（要旨） 2021年現在、日本各地でいわゆる地域芸術祭といわれるアートフェスティ

バルが盛んに行われている。大規模なものでも2020年には9箇所、2021年には7箇所

で開催されている。小規模なものを入れるとその数は100を超えるとも言われる1。

一般的に2000年の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」をその起原とす

ることが多い地域芸術祭であるが、それから20年が経ち、その是非についても語ら

れるようになってきた。本考察では地域芸術祭の起源と隆盛を俯瞰し、学生への教

育活動と地域復興の関係のありかたについての可能性を研究する。 

キーワード: 地域芸術祭、アートフェスティバル、地域復興、映画祭 

１．はじめに 

 地域芸術祭やアートフェスティバル、アートプ

ロジェクトとよばれる活動が日本各地で多数開催

されるようになっている。アートフェスティバル

とは、熊倉純子による定義である「現代美術を中

心に、1990年代以降日本各地で展開されている共

創的芸術活動であり、作品展示にととどまらず、

同時代の社会の中に入りこんで、個別の社会的事

象と関わりながら展開される。既存の回路とは異

なる接続/接触のきっかけとなることで、新たな

芸術的/社会的文脈を創出する活動」2するものと

する。 

 次に2021年に行われた大規模なものを簡潔にま

とめ、概要を見ていきたい。その後に、それらを

参考にして小規模ながらも行った南三陸映画祭を

まとめていく。その活動から学生教育と地域芸術

祭の関係の可能性を探っていく。 

1 小泉元宏：地域社会に「アートプロジェクト」は必要か? ―

接触領域としての地域型アートプロジェクト―、地域学論

集 鳥取大学地域学部紀要9（2）、pp.77-93、2012年 
2 『アートプロジェクト——芸術と共創する社会』 

２．2021年におこなわれた地域芸術祭 

（１） 房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+ 

千葉県市原市で2021年11月19日から12月26日に

かけて開催された。2014年に第１回を行い、2017

年、2020年とトリエンナーレ形式で開催。2020年

は新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止す

るために１年延期して開催企画されたが、2020+

とし2021年に開催をしている。 

ディレクターに北川フラムを起用。開催の目

的は「アートの力を最大限に活用し、本市の歴史

や文化、里山などの地域資源とアートの関係性を

紡ぎながら、地域の魅力向上や、交流から定住に

よる地域活性化、市民の地域への愛着と誇りの創

生など、好循環を創出することにより、SDGs の

理念にも通ずるアートを活用した持続可能なまち

づくりを推進すべく実施するもの」としている｡3 

参加アーティストは17の国と地域から70組に及

び、市原市を南北に走る小湊鐵道を中心に、五井

熊倉純子（監修）、菊地拓児・長津結一郎（編集）水曜社 

2014年 
3 房総里山芸術祭 ICHIHARA ART ×MIX 2020+基本計画

書 
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エリア、牛久エリア、高滝エリア、平三エリア、

里見エリア、月崎・田淵エリア、月出エリア、白

鳥エリア、養老渓谷エリアの９つの地域に渡り展

開された。 

鉄道を中心にしていることからも、17駅すべて

の駅舎にアーティストによる作品展示が行われて

いるのも特徴である。また宿場町で栄えた牛久エ

リアでは、店や街の歴史を感じさせる中崎透の作

品「Clothing Fills in the Sky」や、平三エリア

ではマリア・ネポムセノによる「知るは海」は、

2016年に並行した旧平三小学校の校舎内におい

て、リオデジャネイロに住む子どもたちの絵や音

を素材にして制作したインスタレーション作品で

ある。日本と地球の反対側にある子どもたちの絵

が、日本の廃校で展示されている点が興味深いも

のとなっている。また、白鳥エリアではフォトグ

ラファーの石田真澄による「yellow」作品があっ

た。これは作家がひとりで市原市を歩き、撮影し

た写真を作品化して展示したものとなっている。 

（２） 北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs 

福岡県北九州市で2021年4月29日から5月9にか

けて開催された。2021年が初回である。 

ディレクターに南條史生を起用。開催目的は

その名にもあるように、「歴史的、地理的にもア

ジアの玄関口として発展してきた北九州市におい

て新たなまちづくりのスタートを迎えるにあたっ

て、グローバルな課題である「SDGs」を先進的に

取り組む」4としている。 

参加アーティストは日本を中心にした全29組。

会場はスペースワールド駅前改札広場、東田第一

高炉跡、北九州イノベーションギャラリー、北九

州市立いのちのたび博物館、北九州市環境ミュー

ジアム、東田大通公園、北九州市立美術館の7エ

リアよりなる。 

特徴的な作品として、団塚栄喜による

「Medical Herbman Café Project」がある。これ

はその土地の薬草で人形のハーブ畑（メディカル

ハーブマン）をつくる作品であった。そしてそこ

4 北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs ウェブサイト 概要ペ

ージ https://art-sdgs.jp/about/（2021年2月17日閲覧） 

で取れたハーブでつくるハーブティを提供するカ

フェを運営し、その収益で次の場所でハーブマン

を制作していく。一つの作品の中で循環するプロ

ジェクト型の作品でもある。 

また、スペースワールド駅前改札広場ではチ

ェ・ジョンファによる「Gardening」作品があ

る。巨大化されたカラフルな野菜と果物のバルー

ン作品であるが、常に新鮮な空気が送り込まれ揺

れ動くその作品は、ダイレクトに土地、空気、野

菜という自然の恵みを表現しており、SDGs を想

起させるものとなっている。 

（３） 北アルプス国際芸術祭2020-2021 

長野県大町市で８月21日〜10月３日（パフォー

マンス期間）、10月２日から11月21日（アート期

間）で開催された。2017年に第１回を行い、今回

が２回目となる。 

総合ディレクターに北川フラムを起用。 

開催目的は「アートのもつ働きによって住民

が地域の魅力を再認識し、そして多様な人々が協

働し集うことで、住民が元気で魅力的な地域にな

る契機となることを目指す」5こととし、参加アー

ティストは14の国と地域から26組のアーティスト

が参加した。 

会場は市街地エリア、ダムエリア、源流エリ

ア、仁科三湖エリア、東山エリアの5エリア。 

仁科三湖エリアのマーリア・ヴィルッカラに

よる「何が起こって 何が起こるか」は、自身で

湖に流された寺院の鐘の音が今でも聞こえるとい

う伝説と、江戸時代に海陸の物資を運ぶために作

られた塩の道の歴史を合わせて、未来と過去を交

差させた作品が制作された。 

（４） 東京ビエンナーレ 2020/2021 

東京都千代田区、中央区、文京区、台東区を

中心に2021年７月10日から９月５日にかけて開

催。 

総合ディレクターに中村政人と小池一子。 

開催目的は『「アート×コミュニティ×産業」を

5 北アルプス芸術祭2020基本計画書 
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キーワードに、地域の人々とともに、「HISTORY & 

FUTURE」 「EDUCATION」 「WELL-BEING」 「RESILIENCY」

を活動コンセプトとして、私たちの文化を、私た

ちの場所でつくっていくこと』6と設定して、国内

外の64組のアーティストたちが参加。 

神田・湯島・上野・蔵前エリア、大丸有・日

本橋・京橋・銀座エリア、本郷・水道橋・神保町

エリア、番町・麹町エリア、谷根千・日暮里エリ

アの５エリアを中心にその他のエリアでも展開さ

れた。 

チェン・ティンティンの作品「アイランド」、

「ペニンシュラ」、「アンダーグラウンド」は鑑

賞者のスマートフォンに専用アプリをダウンロー

ドする。そして指定された地点から歩きはじめる

ことでスマートフォンから過去の人々が呼びかけ

てくる。現在自分がいるその現場を再認識させる

作品となっていた。 

（５） 奥能登国際芸術祭2020＋ 

石川県珠洲市全域で2021年９月４日から11月５

日にかけて開催。 

総合ディレクターに北川フラムを起用。2017年

に第１回を開催し、今回が２回目となる。 

活動目的を『珠洲市は「祭とヨバレ（食）」に

象徴される「忘れられた日本」が現存する過疎高

齢の「さいはての地」である。地方創生の切り札

として、北川フラム氏を総合ディレクターに迎

え、2017年秋に奥能登国際芸術祭を初開催し

た。』7とし、16の国と地域から53組のアーティス

トが参加。 

大谷エリア、日置エリア、三崎エリア、蛸島

エリア、正院エリア、直エリア、上戸エリア、宝

立エリア、若山エリアの10エリアからなる。 

大谷エリアの何条嘉毅の「余光の海」は現地

のさまざまな素材を使いインスタレーションとし

ている。会場中央部には珠洲のち層から掘り出し

た砂を敷き、木造船や古いピアノなどを据え、そ

れに映像を投射する。時代が経つにつれて埋もれ

ていく物の記憶を再度新たに提示している。 

6 東京ビエンナーレ2020/2021ウェブサイト 開催概要ページ

https://tb2020.jp/about/（2021年2月17日閲覧） 
7 奥能登国際芸術祭2017成果報告アーカイブ 

（６） 六甲ミーツ・アート 芸術散歩』2021年 

兵庫県の六甲山を中心に2021年９月11日から11

月23日にかけて開催された。 

目的として「現代アートの魅力と共に、六甲

山をより多くのみなさまに知っていただくことを

目指す」8とし、国内のアーティストを中心として

34組のアーティストが参加。 

六甲山上に12会場を有し、サテライト会場とし

て有馬温泉エリア、JR 三ノ宮駅前の特別展示か

らなる。 

明和電機や束芋といった兵庫出身の作家の参

加が2021年の特徴でもある。2010年から毎年開催

され2021年で12回目の開催となる 

風の教会の空間内で天井に映像を投影した束

芋の作品は、風の教会から受けた作家の感覚や感

情の動きをアニメーション化した作品であり、風

の教会の空間がまるごと取り込まれているインス

タレーション作品となっている。 

３．地域芸術祭の歴史と問題 

前章ではざっと2021年に行われてきた代表的な

地域芸術祭をみてきた。ここから言えるのが、ど

の芸術祭においても地域の活性化を第一の目的と

して開催していることが見受けられる。確かに、

現在各地に広まっている地域芸術祭のムーブメン

トは、その成功例を2000年に行われた「大地の芸

術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」によると

ころが多い。簡潔にこのムーブメントの歴史をま

とめてみると、以下のようになる。 

1987年のセゾン文化財団、1989年のアサヒビー

ル芸術文化財団の設立を中心に、バブル経済の中

で富を抱えた企業は、その広告戦略のひとつとし

て芸術支援活動を始めた。その後それらの活動は

1990年の社団法人企業メセナ協議会の発足につな

がっていく。メセナ活動はバブル経済の崩壊とと

もに停滞していったが、その後、企業にとって変

わり芸術支援の担い手となったのが地方自治体で

あった。それは1999年から2010年にかけて行われ

8 六甲ミーツ・アート芸術散歩2021ウェブサイト 開催概要ペー

ジ https://www.rokkosan.com/art2021/about/（2021年2月18日

閲覧） 
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た、いわゆる平成の大合併によって誕生した合併

市町村による地方経済の停滞や公共投資の減少に

対処する狙いもあった。バブル崩壊後の失われた

30年と言われるように、道路や建物の公共インフ

ラへの投資が厳しくなる状況において、インフラ

投資よりも低制作費で実施できる投資としてアー

トが利用された9。 

2000年に第一回が開催された「大地の芸術祭 

越後妻有アートトリエンナーレ」は、事業規模と

して現物協賛を含めて約６億５千万円とされてい

る。そしてその経済波及効果について、民間の研

究所の推計調査では来訪者の消費支出は約17億円

と算出されている10。この「大地の芸術祭 越後妻

有アートトリエンナーレ」の成功は、その後日本

各地の地方自治体の参考となったことは想像に難

くない。 

このようにして、地域芸術祭はその始まりか

ら地域の再活性化を目的として開催された。そし

て地域芸術祭は公的事業費が多く入ることから

も、町おこし事業として成功するための開催につ

いては、構成するアート作品についての批評性と

いうのは希薄になりがちである。また、地域芸術

祭のアート作品の特徴として、アートプロジェク

ト型の作品が多くなることも一つの傾向であろ

う。 

アートプロジェクトとは現代美術用語辞典に

よれば「作品そのものより制作のプロセスを重視

したり、美術館やギャラリーから外に出て社会的

な文脈でアートを捉えたり、アートを媒介に地域

を活性化させようとする取り組みなどを指す。」11

とされている。近年言説される「関係性の美学」

という言葉及び概念がそれに近い。「関係性の美

学」はパリの現代芸術センター「パレ・ド・トー

キョー（Palais de Tokyo）」の共同設立者の一人

で、キュレーターのニコラ・ブリオが1998年に発

9 アートと地方の危険な関係〜「アートフェス」はいつまで続く

のか?ウェブサイト https://gendai.ismedia.jp/articles/-/49691

（2021年2月19日閲覧） 
10 越後妻有アートトリエンナーレ2000 大地の芸術祭・総括報

告書 
11  現代美術用語辞典  アート・プロジェクトページ、

https://artscape.jp/artword/index.php/アート・プロジェクト 

表した著書である。小泉元宏によればそれは「従

来のアート作品と鑑賞者間でのコミュニケーショ

ンという二項対立的な関係性を超えて、アーティ

ストを含む、多くの人々のあいだで相互に交わさ

れる何らかのコミュニケーション行為や、結ばれ

る関係性に関心を抱くアートが隆盛していること

を示した」ものであり、「それら間主観的な新し

い形態の芸術形式は、参加型、体験型、あるいは

協働の態度によって特徴付けられる。」12というこ

とになる。その新たな芸術形式をブリオは「関係

性の美学」と呼んだ。 

地域復興のために、アーティストと現地の住

民や観光客との間で協働を行うことはより効果的

に作用する。元々がそのような性質を持っている

ことから、作品がアートプロジェクト化すること

は親和性が高いと言える。そのように、公共事業

としての側面と、実行される方法論とが結びつ

き、また効果としての結果が金銭的にわかりやす

く出てしまうことによって批評がしにくくなって

いる現状があるだろう。 

しかし批評の不在でアートの存在は致命的に

なる。ここで、2014年に文芸評論家の藤田直哉が

発表した「前衛のゾンビたち-地域アートの諸問

題」でその問題点の指摘を提示する。藤田は「地

域アート」を「ある地域名を冠した美術のイベン

ト」と再定義し、「現代アート」から発生した新

しい芸術のジャンルとした13。そして椎原伸博に

よれば『「地域活性化」に奉仕し、閉じていく現

状に不審を抱き、「芸術が芸術という固有の領域

であることによって期待されていた、現世を超え

たある種の力を失うこと」（藤田編2016年：41

頁）を危惧する』とした。 

また、2015年に東京大学の北田暁大と千葉大学

の神野真吾を共同代表として組織化された「社会

の芸術フォーラム」では、その設立趣意を次のよ

2022年2月21日閲覧） 
12 小泉元宏：地域社会に「アートプロジェクト」は必要か? ―接

触領域としての地域型アートプロジェクト―、地域学論集 鳥取

大学地域学部紀要9（2）、pp.77-93、2012年 
13 藤田直哉、前衛のゾンビたち-地域アートの諸問題、すばる

36、2014年 
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うに書いている。 

地域系アートは地域社会のあり方を、アー

トを通して、アートにおいて問い返してい

く試みであり、また、「社会」との接触にお

いてアート自身が変容を迫られる、そうし

た再帰的な実践であるといえます。（中略）

アートによって社会の日常に異和をもたら

し、日常そのもののあり方を問い返してい

くとともに、アートそれ自体が社会との関

係を「アートであるがゆえに可能である」

という自律性を踏まえながら捉え返してい

く契機。そうしたものが、地域系アート、

あるいは特定の地域を舞台としたリレーシ

ョナル・アートの眼目であると考えます。 

以上のように地域芸術祭は地域への有効性を

考えながらも、アートを手段とせずに、アートの

自律性を担保することが必要となってくる。自律

したアートによって作品がその地域芸術祭におい

てより効果が発揮されることが大切である。 

４．南三陸映画祭と学生活動 

南三陸映画祭の開催にあたり、開催までの経

緯についてまとめる。その後、具体的な学生の活

動や指導についてまとめ、実際に現地で行ったこ

とを報告する。 

（１） 開催経緯 

南三陸映画祭は2016年に行われた。その経緯に

2011年の東日本大震災がある。この震災の復興支

援として、大正大学は震災直後から現地へ行き活

動を行っていった。主には東北再生「私大ネット

36」と「南三陸学びの宿 いりやど」の二つの企

画を柱に東北の復興支援を行ってきた。それに加

え、筆者が当時に所属していた表現文化学科も毎

年「南三陸プロジェクト」として有志学生を募

り、教員とともに現地へ行き、現地のフィールド

ワークを行った上で様々な復興支援活動を行って

いった。2011年の震災直後は、救援物資の仕分け

や、仮設の避難所へ物資や花を届けるなどの活動

を実行した。２年目からはそれらの活動に加えて

「南三陸学びの宿 いりやど」の近くにある神社

の境内において宵祭りを行い、現地の方々と交流

する催し物などを行った。 

そのような活動が５年も経つと、行政による

町の復興などは随分と進んでいき、救援物資の仕

分けのような直接的な支援は無くなった。それに

より、表現文化学科が行う活動をより学びの専門

性を活かしたものへシフトしていくこととなっ

た。具体的には宵祭りによる近隣への文化として

の地域復興支援の強化を行うこととした。そこで

筆者の担当する３、４年生のゼミ生を中心に、そ

の他有志の学生により、また普段の学びを十分に

活かすことを主に、南三陸で映画を制作し映画祭

として宵祭りを企画した。 

（２） 準備学習 

次に、南三陸映画祭を開催するまでの事前学

習についてまとめていく。 

地域を復興支援する活動としての成功例とし

て「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナー

レ」を取り上げ、ゼミ内で講義を行った。そして

ゼミ生のより団結を図ることも目的とし、夏季休

校期間に越後妻有アートトリエンナーレ会場への

ゼミ旅行を計画し開催した。そのゼミ旅行では、

事前に行った講義を踏まえ、学生自身に見学ルー

トを設定させた。なお、実施した年はトリエンナ

ーレの開催年ではなかったため、開催年ほどの盛

り上がりを体験することは出来ないが、常設とな

っている施設や作品を体験することができるた

め、そこを中心に回るよう指導を行った。また越

後妻有アートトリエンナーレの会場は760km2にも

渡るため、それらを回るルートの設定から集客に

ついての演出についても認識させた。 

学生はまず情報収集をしやすい十日町市の

「越後妻有里山現代美術館キナーレ」を集合場所

にし、その美術館の作品を鑑賞することとした。

その後、キナーレに併設されたインフォメーショ

ンセンターからより詳細の情報を入手しながら、

事前に計画したルートを確認し作品を回ることを

実施した。 

ルートとしては、キナーレを出発後、松代エ
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リアへ移動し美術館と郷土資料館を併せた施設の

「まつだい農舞台」、日本大学芸術学部彫刻コー

スの有志が制作した「脱皮する家」を鑑賞した。

「脱皮する家」は同じ大学生が制作したというこ

とから、それぞれの学びの特性をどう活かすこと

ができるかということの気づきを狙った。その後

松之山エリアへ行きクリスチャン・ボルタンスキ

ーの「最後の教室」を鑑賞した。「最後の教室」

は廃校を利用した作品であるため、学生に元々の

空間としての意味と異なる空間へ変容することの

認識をさせることができた。 

その後、マリーナ・アブラモヴィッチの「夢

の家」などを見学した。その他にも目的としてい

る作品へ移動する際も突然出会う作品に学生は驚

きながらも、それを楽しみながら時間が許す限り

回っていった。宿泊も作品の中に泊まれる宿を選

び、その夜は作品を見て回った感想などを話しな

がら就寝となった。 

翌日もまた学生によるルートで回り、川西エ

リアのジェームズ・タレルの「光の館」、中里エ

リアのカサグランデ&リンターラ建築事務所の

「ポチョムキン」、内海昭子の「たくさんの失わ

れた窓のために」などを見学した。ここでゼミ旅

行の第一弾は終了とし、２人を残し解散した。残

る２人はその後にゼミ旅行第二弾として新潟県佐

渡ヶ島の「岩首竹あかりの集い」へ移動をした。 

「岩首竹あかりの集い」は2021年に15回を迎

え、岩首地区を訪れる学生たちと地域住民が協働

して行うイベントである。岩首地区も少子高齢化

している地域であり、管理が十分に行えない竹林

の問題があった。その竹林の伐採、整理を、訪れ

た学生が地域住民とともに行い、伐採した竹とろ

うそくを使って灯籠を作り、岩首談義所の周辺に

設置する。そして点灯式の当日にはミュージシャ

ンによるライブ演奏や現地の太鼓の演奏などを行

うお祭りとしている。この活動に学生が参加し、

竹林の整備について、またその加工方法、そして

現地の人々との協働作業やコミュニケーションを

体験することができた。また、イベント当日に向

けて設営準備について、またイベントの遂行につ

いても体験することができた。 

（３） 実習作業 

学生はそれらの経験を踏まえ、南三陸映画祭

の企画運営に入っていった。参加学生は表現学部

の2年生から４年生までの11人。教員は筆者と後

日合流する教員の２名。技術サポートして大学の

映像スタジオの管理者１名、そして現地の「南三

陸学びの宿 いりやど」の大学スタッフが担当し

た。期間は2016年９月12日から17日に現地に滞在

し、16日に映画祭を行った。以下、現地での詳細

を記し、その成果をまとめていく。 

ａ）一日目 

午前８時に大学を出発し、約５時間半かけて

バスで南三陸に到着する。到着後は現地の大学職

員が添乗し、そのままバスで南三陸の防災庁舎

跡、戸倉中学校跡といった被災した現地を視察し

た。震災当時にテレビニュースで何度も見た津波

の様子を、骨組みになった防災庁舎や、波の痕跡

が残った戸倉中学校跡を見たことは、現実的な認

識となった。その後、南三陸図書館へ行き、過去

の南三陸、震災情報収集を行った。また、滞在場

所となる「南三陸学びの宿 いりやど」（以下、い

りやどと称す）へ移動し、震災についてまとめら

れた DVD上映を行った。これらのフィールドワー

クを踏まえ、３人一組（ひと班は学生２人プラス

スタジオ管理者）で４班をつくり、各班が15分程

度の映像作品を制作することとした。 

初日から各班で打ち合わせを開始し、南三陸

のどこで、どのような作品を制作するかを話し合

い、またどのような情報をよりフィールドワーク

をする必要があるかを認識させた。教員は班ごと

に何度も作品案を教員に相談し、企画会議を重ねた。 

ｂ）二日目 

この日から毎朝定例のミーティングを行うこ

ととし、昨日の作業内容の報告、そしてそこから

本日の活動計画を報告させることとした。その

後、より企画を詰めるために各班それぞれがフィ

ールドワークを行った。現地の移動は、いりやど

から借用した車を教員が運転し、学生を必要場所

へ送り迎えを行った。そのため４班それぞれの希

望をまとめ、効率的にその移動を組むこともそれ

ぞれの班で調整することとなったため、無駄のな

い時間の使い方、映像制作で言う「香盤」の組み
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方をより学ばせることができた。 

１班は企画会議をいりやどで行い、映画祭の

会場となる八幡神社の下見を行い、そのまま撮影

をスタートさせた。２班は漁港へ行き、撮影場所

を探すロケーション・ハンティング（以下、ロケ

ハンと称す）を行った。３班は一日中いりやどに

て企画会議を行い、作品の企画案をより強固に詰

めていった。４班は南三陸図書館へ再度行き、南

三陸にあるモアイ像についての調査を行った。 

夕食後は我々が宵祭りを行った後に八幡神社

で行われる例大祭の練習を見学しに回った。例大

祭では地元の伝統となっているお囃子や太鼓そし

て獅子舞があり、各公民館などで老若男女集まっ

て行われている練習を見学することができた。ま

たその記録映像などを撮影することもでき、現地

の方々とコミュニケーションを取ることで現地の

理解をより深めることができた。 

ｃ）三日目 

この日から、現地の人々へ向けた映画製作ワ

ークショップを開催した。映画の作り方を講義

し、企画を立て、撮影テストを行うことなどを当

初は企画していた。しかし参加者が主に小学校帰

りの子どもたちであったことから、講義をしても

効果がないということが判明。子どもたちとコミ

ュニケーションを取ることを中心とし、撮影の体

験を行うワークショップに変更することで、その

まま学生の映像作品に出演するという形をで実行

していった。 

１班は先日と同様に八幡神社へ行き、ワーク

ショップに参加した小学生2名を出演させる作品

とし、撮影を行った。初めて演技をする小学生

は、最初は戸惑いながらも、次第に学生に心を開

いていき、演技に対応していくようになっていっ

た。学生にとっても、どのように話をし、興味を

持ってもらうことで子どもたちが動くかというこ

とを学ぶことができた。この様子を朝日新聞の記

者に取材されて、映画祭当日の朝刊に掲載される

こととなった。 

２班は物語のある映画ではなく、映像詩の形

式で企画を固めていった。いりやど周辺の東屋や

田んぼへ行き、晴天の中に青色の傘をさした白髪

のかつらを被った登場人物が歩き回るという撮影

を行った。その映像で南三陸の日常にはない世界

感を作り上げることができた。その結果、現地の

方々から多数声がけをしていただくことができ、

現地の情報提供や撮影の協力をしていただくこと

ができた。 

３班はいりやど近辺で撮影を行い、物語の大

筋を撮影することができた。その後、復興のシン

ボルともなっていた南三陸さんさん商店街へ移動

し、撮影を行った。海岸では映像作品のキーとな

る親子が語り合うシーンなども天気に恵まれ撮影

に成功することができた。 

４班は初日にフィールドワークを行った戸倉

中学校跡でロケを行った。図書館で得た南三陸の

モアイ像についての情報から、モアイ像を契機と

した物語作品が生まれ、その撮影を行うことがで

きた。 

ｄ）四日目 

南三陸映画祭本番前日。教職員は午前中に地

域の方々の協力を得てテントやパイプ椅子などを

借りることができた。また、八幡神社にて地域の

方々が例大祭に向けてしめ縄作りを行うとのこと

で、学生も参加し地域活動に協働することができ

た。2011年から毎年行っている復興支援活動のお

かげか、地域の方々はとても好意的に学生そして

教職員を受け入れてくれた。 

その後、学生は各班に分かれ映像制作に取り

掛かった。１班は引き続き八幡神社にて撮影を行

い、２班は志津川地区の先の堤防まで撮影に行

き、海を背景にした撮影を行った。３班は入谷地

区を中心に撮影を行い、４班はメインの登場人物

となる出演者を求め、現地の小学生への出演交渉

を行った。小学生の撮影に気をつけるポイントと

して、当人の承諾だけでなく保護者の承諾も取る

ことを指導した。また撮影時間にも配慮し、小学

校が終わった後の時間で、遅くならない時間まで

とし、送り迎えや撮影場所等を逐一保護者へ情報

を送り、保護者の不安が無いように対応すること

を心がけた。４班はその丁寧な対応を遂行した結

果、出演者の小学生とも大変上手くコミュニケー

ションができたようで、言われたように演じるだ

けではなく、小学生自らが演出に提案を行うまで

の関係性を築くことができた。 
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夕方には希望する班の学生を集めてドローン

の講習会を開催。具体的な操作方法だけでなく、

航空法改正による注意事項等の講義も行った。そ

の後、学生自身が操作を行い、技術習得を行った

が、よりラジコンなどを身近に接していたことな

どもあってか、眼を見張るほどの上達をし、教員

以上の操作スキルを感じさせるほどになった。 

各班とも日中に撮影を行い、夕食後の自由時

間などの夜に編集を行うという体制で制作にあた

り、作品の完成に近づいていった。 

ｅ）五日目 

南三陸映画祭本番当日。毎朝定例のミーティ

ングを行い制作の進捗報告を行っていたが、追い

込みということで昨晩は随分と遅くまで編集作業

を行っていた学生が多かった。健康面の安全も配

慮させたが、少数精鋭の学生の気迫を感じた。こ

の日は最初に、お借りしたテントやパイプ椅子、

そして持参した音響システム（以下、PA と称

す）等の現地セッティングを教職員も一緒に行っ

た。PA 等の設営技術などは大学で授業化してお

いたため、学生たちは今まで学んだスキルを活か

し、自主的に設営することができた。 

夕方からは司会の登壇、ライトのタイミング

等も入れて本番と同様にリハーサルを行った。ま

た、今回の映画祭は宵祭りでもあることから、屋

台の提供メニューを映画館にちなんだホットドッ

グ、ナチョス、タピオカドリンクなどの提供とす

ることを学生が発案し、その調理準備なども行っ

た。飲食を伴うイベントであることから、消防

署、保健所へも学生を連れていき、各種申請を行

った。それにより、16時頃に消防署のかたによる

現地査察の際にも問題なしと判断していただけ、

屋台の承認が受けられることとなった。 

日が暮れた19時に映画祭がいよいよスタート

し、学生が現地の方とともに、現地で制作した15

分の映像作品が4作品上映された。先日、朝日新

聞の取材を受けた記事が、予定通り本番当日の朝

刊に掲載されたことも手伝ってか、50席ほど設け

た観客席もほぼ満席になって開催することができ

た。上映後は映画の制作者と司会役の学生との掛

け合いで制作意図や制作秘話などの話を行い、作

品に対してのより深い理解を来場者に持ってもら

うことができた。 

ｆ）六日目 

南三陸プロジェクト最終日。定例の朝ミーテ

ィングの後、八幡神社へ行き撤収作業を行った。

お借りしたテントやパイプ椅子なども丁寧に拭き

掃除も行い、神社の境内の清掃作業も行った。持

参した機材等の総ての確認も行い、荷物をまとめ

帰路につく準備を行った。最後に、学生には今回

の成果報告を簡潔に文章化させ、本年の南三陸プ

ロジェクトは終了となった。以下、学生の成果報

告を一部抜粋して表記する。 

（４） 実習結果アンケート 

ａ） ３年生・女性・プロジェクトリーダー 

今回、南三陸プロジェクトに参加して改めて

映像の力の大きさを感じました。作品をみて笑っ

てくれたり、感動してくれた様子でとてもうれし

かったです。（中略）そしてこの映画祭が地元の

人にとって恒例のイベントになるよう、来年も再

来年も開催したいなと思いました。 

ｂ）３年生・男性・プロジェクトサブリーダー 

短い期間の間で果たしてうまくいくのかとい

う不安や、無理だという思いや、そこから逃げた

しという思いに、ずっと何かしら感じていたと思

います。ですが、案が乗り出した時はとても楽し

い気持ちになり、何よりも上映会で多くのお客さ

んに喜んでもらえた時は、心から素直にやってよ

かったなと思いました。喜んでもらえるだけでこ

んなに報われた気持ちになったのは、生まれては

じめてだったような気がします。このことを感じ

たとき将来自分が仕事をするならば、やってよか

ったと自分が思える仕事をやりたいなと思いまし

た。 

ｃ）３年生・女性 

私は、今回初めて南三陸プロジェクトに参加

しました。（中略）ボランティアが本当に喜ばれ

るのか。いきなり東京の人がやってきて嫌な気持

ちにならないのか。そんなことばかりが頭によぎ

り自ら動き出せませんでした。（中略）この研修

は、震災に向き合うだけでなく、南三陸町の良さ

をたくさん感じることができた研修でもありまし

た。（中略）お祭りの練習風景を見学させていた
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だいた時は、「私が漬けた漬物です食べて～」と

言ってくださり、このことが嬉しかったと伝えた

ら、「この町の人はこれが普通よ」と言ってい

て、当たり前にこのようなことが行われていると

いうことがとても素敵なことだと感じました。 

ｄ）３年生・女性 

ワークショップの告知は突然になってしまっ

たが、子供達の参加率はよかったと感じた。特に

私の班は偶然帰り道の方向が同じだった女の子と

出会え、良好な関係を作ることができたので、撮

影もスムーズに行うことができた。子どもたちの

モチベーションを上げるのは難しく思ったが、慕

ってもらえて、当日の上映にも来てくれたことが

嬉しかった。私は南三陸に来る機会が他の学生よ

り多い。そのため、いりやどの使い方をみんなに

説明したり、いりやどの職員さんへの対応や依

頼、フライヤー配布の手配など、細々と回りを見

て動くことができたと思う。 

ｅ）3年生・女性 

研修を通して、私が学べたのが長編映画作成

のやり方だ。ここまで長い作品を撮ったことがな

く、どうすればいいのかやり方も分からない状態

だったが、映像経験が豊富な先輩が内容を決めて

くれたことで、どうやって15分の映像を飽きさせ

ないで見せるかを知ることができてとても為にな

った。また、想定通りに進まない事も多々あった

ので、その時にどう埋め合わせをするのかも決め

ることができて貴重な体験になった。 

ｆ）３年生・男性 

今回私は企画、脚本、演出、撮影、編集と、

一通りの制作を行った。自分の作りたいものを作

れたのはよかったがセンシティブな問題と、製作

時間の少なさに苦労した。 

ｇ）３年生・男性 

今回の研修は私にとって初めて自由に自分の

撮りたいものを撮れた研修だったと思います。

（中略）全てが未知であり、撮りたいものが多

い、使いたいアイディアが多い、そしてそれらを

完成させるための自由な時間が大量にあるという

素晴らしい条件下で作品を作ることができ、人々

を楽しませ、自分も楽しめた作品が出来ました。

（後略） 

ｈ）２年生・女性 

（前略）私をこの研修に呼んでいただき、本当

にありがとうございました！ 先輩たちと作品を

作って自分に自信がつきました。そして先輩たち

の作品に対しての熱意は見習うべきものだと思い

ました。ここで経験したことを次の作品制作に生

かしていきたいと思います。 

ｉ）２年生・男性 

今回の研修を一言で言い表すと「臨機応変」

だと思う。いつもは、決められた脚本を時間通り

進める作業であったが今回は何も決まってないと

ころから、行き当たりばったりで作品を制作して

いった。とても大変であったが、私はそれがとて

も楽しかった。つまずくたびに、どうしたらいい

のか考え、制作する。先が見えないのがワクワク

しておもしろかった。 

ｊ）４年生・女性 

私は今年で南三陸プロジェクトに参加して３

年目になります。去年、プロジェクトリーダーと

して参加した際、このプロジェクトもそろそろ転

換期を迎えていると実感し、その行く末を心配し

ながら、１年経ってしまいました。今年は参加で

きないだろうと思っていたものが、全く違う形に

なって参加させていただけるということになった

時、内心とても大喜びしておりました。（中略）

最後の年に、自分の本当にやりたいことでこのプ

ロジェクトに参加させていただけたことは感謝し

てもしきれません。卒業してもまた何かの形で南

三陸に関わりたいと思います（中略）南三陸プロ

ジェクトを３年続けて、本当に良かったです。こ

れからもこのプロジェクトがさらに発展していく

ことを願います。 

５．まとめ 

はじめに地域芸術祭について具体例を挙げ簡

潔にその特徴をまとめた。次に現在、地域芸術祭

が指摘されている点についてまとめた。そして地

域芸術祭を学ぶことで、新たな復興支援と表現教

育の可能性を考え実践していった。最後にその結

果として得られたもの、またこれからの改善点に

ついてまとめていく。 
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南三陸映画祭の開催によって、学生の文化に

よる地域復興という目的は、学生自身の学びの深

化と実践において効果的に行うことができた。た

だし、実施した教員としての反省点、改善点とし

ては実行する人数と日数の少なさがあった。この

期間の中で制作、ワークショップ、イベント設営

そして実施という内容は少々過密であった。これ

は今までの復興支援活動と同じ期間の設定であっ

たためである。しかし学生はその与えられた条件

の中で思う以上の活動の成果を納めた。そして学

生の成果報告にもいくつか出てきたが、映画祭と

しての活動へ復興支援をシフトチェンジしたこと

が成功したといえる。学生からもまた現地の参加

住民からも翌年以降の継続開催を望む声もあっ

た。しかし翌年から筆者が部署異動してしまった

こともあって、単年度の開催で終了となってしま

った。これは担当者が変わっても引き続き行える

システムを作れなかったことが問題である。 

田島悠史は「小規模地域アートイベントと観

光・地域活性との接合」の中で、イベントの弱点

について以下のように述べている。 

イベントの弱点は一過性である。イベント

が終わり、芸術（家）が去ると、まちも人

ももとに戻ってしまうことが少なくない。

しかし、まちに残ったアウトカムは、小さ

な観光資源となり、あるいは、それらを毎

日見つめる地域住民の心を変える刺激剤に

なりうる力を持っている。14 

つまり、我々にとっても映画祭の後に継続し

て現地で引き継がれるとして残せる活動があるべ

きであった。例えば、映画制作体験ワークショッ

プにおいて、我々が去ったあとでも引き続き現地

の方々が日々の生活の中で行えるような映画制作

のきっかけを与え、その集大成としての映像作品

を、翌年の映画祭で出品してもらうなどが考えら

れたかもしれない。 

また、タイトな日数の弊害として、各班の企

画への指導時間が短くなったこともある。それに

より、４作品中３作品がいわゆる劇映画の形を取

ることとなってしまった。これは、復興支援活動

であることと、通常の授業と同様に学生の表現力

向上のための教育の一環であることの認識を十分

に指導できなかった結果である。それにより学生

は復興支援活動を重点的に認識し、現地の人に喜

んでもらえるようなものを作ろうという方向へと

流されていってしまった。３章において述べたよ

うに作品の自律性が低く、映画制作が手段になっ

てしまった。劇映画が悪いわけではないが、様々

な映像表現を学び、個が生み出す新たな映像表現

の可能性を筆者の授業は行ってきた。しかしその

ような個が生み出す新たな映像表現ではなく、地

域に阿る表現をすることが地域復興につながるの

だという学生たちの単純な認識を、指摘しても理

解させるところまでには至らなかった。 

継続可能な活動内容やシステムの構築と、自

律した作品による復興支援としての映像制作教

育、この２点を重視した活動にしていく必要があ

る。 

最後に、2021年度に、少し前となる2016年度の

活動をまとめたことについて記す。本来であれば

上記の反省点を活かし、また後年も南三陸映画祭

を行い、その改善したことによる教育的効果をま

とめるとともに文章化したいと考えていた。しか

し2021年度は震災から10年が経ち、「私大ネット

36」等の活動が一段落するということとなった。

これで完全に大正大学と南三陸の関係が終わると

いうことではないが、それによって活動が大きく

変わっていくことが決まった。これにより、南三

陸映画祭の再開は可能性として非常に低くなって

しまった。しかし作品の自律性を謳うのと同じ

く、映画祭自体の自律性も再考し、その活動を根

本から見直した新たな企画として作りあげていく

べきであろう。そのように今後の可能性をさらに

考えていくこととし、一度結びとしておく。 

14 田島悠史：小規模地域アートイベントと観光・地域活性との

接合 [アートプロジェクトとアウトカム部会報告]、環境芸術15.1

（0）,14、2015年 
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地域における遺族支援の実践 

― 「府中市まるごとグリーフサポートの街」をめざして ― 

小川 有閑
１
 

１
大正大学 地域構想研究所 研究員 

 

（要旨） 地域包括ケアシステムは「人生の最期まで」をケアの範囲としているが、人が

亡くなれば、喪失感や悲しみを抱える遺族が生まれる。悲嘆反応（グリーフ）を抱えた

遺族は、健康リスクが高いことが指摘されており、また、医療・介護サービスが終了す

ることで孤独・孤立状態に陥ることもある。その遺族を支えるという視点が地域包括ケ

アシステムには欠けていると言える。その欠陥を補うべく、東京都府中市で訪問看護ス

テーションと市民団体の２つの基盤でグリーフサポートに取り組み始めている事例を

本稿では報告する。その実践から、遺族にはグリーフサポートへのニーズが確実に存在

していることが明らかになるとともに、他職種・他機関との連携が効果を発揮すること

も示された。地域包括ケアシステムをベースとしたグリーフサポートの実践の蓄積・広

がりが期待される。 

 

キーワード: 地域包括ケアシステム、グリーフケア、グリーフサポート、訪問看護、遺族ケア 

 

 

１．はじめに 

 

我が国では1年間で137万2755人が亡くなってお

り1、その数はこれから20年で年間160万人にまで

増加すると見込まれている。死者の増加は高齢者

の増加とイコールである。そのような高齢化、多

死社会に備えて、高齢者を支える様々な取り組み

がなされている。いわゆる地域包括ケアシステム

というものだ。在宅医療、訪問介護などが一体的

に提供されることが目指されているが、筆者はそ

の構想に一つの欠陥を指摘したい。 

厚生労働者のホームページには、「高齢者の尊

厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能

な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人

生の最期まで続けることができるよう、地域の包

括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシ

1 厚生労働省の人口動態統計より令和２年中の確定死亡者

数 

ステム）の構築を推進しています2」と記されてい

る。ケアシステムの射程が「人生の最期まで」と

いうことが分かるだろう。だが、人は死んで終わ

りかといえば、そんなことはない。完全に身寄り

のない人ばかりであれば、心配は無用かもしれな

いが、多くの場合そこには遺された者、遺族が新

たに生まれる。遺族のサポートが描かれていない

ことが、地域包括ケアシステムの一つの欠陥なの

だ。 

遺族には死別後、解決すべき課題が次々と生じ

てくる。役所や年金等の手続き、葬儀の準備、金

銭管理・生活費のやりくりといった物理的な課題

はもちろんのこと、近年は心理的・身体的側面に

も眼差しが向けられるようになっている。本稿は

後者に着目して論を進めていくこととする。 

死別によって生じる「悲嘆反応」をグリーフと

2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_ 

kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/（2022年2月27日時点） 
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呼ぶ3。日本語の語感からは心理的反応に限定され

るきらいがあるが、死別体験によって生じる心理

的・身体的・社会的反応をグリーフと称すること

が一般的である4。身体的反応としては、食欲不振

や不眠、活力の低下、社会的反応としてはひきこ

もり、他者批判や過活動などがあげられる。死別

による心理的反応というと、悲しみや絶望感など

が容易に想像されるが、それだけでなく、不安、

怒り、罪悪感、孤独感、安堵感なども自然な反応

とみなされている5。そして、様々な悲嘆反応に自

らを適応させていったり、折り合いをつけていっ

たりすることをグリーフワーク（喪の仕事）とい

い、グリーフワークを他者が支援することをグリ

ーフサポートと呼ぶ6。 

先に「自然な反応」と書いたが、これらの悲嘆

の持続期間が極端に長い場合や、あるきっかけで

強い悲嘆反応が生じるといった場合は「複雑性悲

嘆」、「遷延性悲嘆障害」として精神科医療の対象

となることもある。また、死別からの時間が浅い

人ほど健康リスクが高いことも指摘されており7、

グリーフワークとグリーフサポートの重要性が理

解できるだろう。 

死別体験は人類の歴史とともにあり、これまで

も人間はグリーフワークを行い、グリーフサポー

トをお互いにしあってきたはずだ。しかし、この

20年ほどでグリーフという言葉が人口に膾炙され

るようになり、2010年に設立された上智大学グリ

ーフケア研究所の公開講座には定員300名をはる

かに超過する申込があるという。山本佳世子は、

「古来より、人は愛する人の死を嘆き悲しみ、き

ちんとそれを受け止めてきた。それがなぜ今、グ

リーフケアということが言われるようになったの

であろうか」と問を立て、その原因として、「①日

常における『死』と向き合う場の欠如と、②悲嘆

者を『癒す場』の欠如があると考える8」と指摘す

3 本来は喪失体験による悲嘆反応を指すが、死別体験に限

定して用いることが多い。 
4 ここでは、山本（2012）、高橋（2012）に依ったが、坂口

（2010）では感情的反応、認知的反応、行動的反応、生理的・

身体的反応に分類している。 
5 高橋（2012）、広瀬（2011）、ウォーデン（2011） 
6 用語に関しては、グリーフサポート、グリーフケア、ビリーブ

メントケア、遺族ケアなど必ずしも統一されていないのが現状

る。死が医療化することで、死が非日常になって

しまい、我々は死生観を育む機会を失ってきた。

だから、大切な人の死に際して茫然自失となる。

そして、核家族化、地域社会の崩壊、葬送儀礼の

形骸化のなかで、悲嘆にくれる人を癒す機会も失

ってしまった。その結果、遺族は死を受け入れる

こともままならず、言葉をかけてくれる・話を聞

いてくれる人もおらず、孤独・孤立を深めてしま

う。このように山本は悲嘆者を癒す場、グリーフ

サポートの実践の必要性を論じている。 

本稿では、地域包括ケアシステムの欠陥として

の遺族支援の欠落に問題関心を置き、東京都府中

市におけるグリーフサポートの実践事例を報告し

たい。本事例の特異な点としては、一人の看護師

が、勤務する訪問看護ステーションでグリーフサ

ポートを行うだけでなく、市民団体を立ち上げ、

そこでもグリーフサポートの活動を行っているこ

とにある。亡くなりゆく患者と密接に関わる看護

学においては、グリーフサポートの先行研究が積

み重ねられており9、特に近年は訪問看護における

グリーフサポートの可能性についての研究もみら

れる10。一方、市民団体の取り組みも研究対象とし

て取り上げられるようになってきている11。しか

し、訪問看護ステーションと市民活動団体の2か所

で同一人物が開催する例は管見の限り見当たらな

い。 

さらに、この取り組みで興味深い点は、府中市

という限定された地域にグリーフサポートを根付

かせようという主催者の目標設定にある。まさに

地域包括ケアシステムの欠陥を補完する取り組み

となる可能性を有すると考え、わかちあいの会「つ

きあかり」を主催する神藤有子氏にインタビュー

調査および質問紙調査を行った。本稿では、その

調査結果から、地域におけるグリーフサポートの

課題・可能性を考察していく。 

である。本稿では、調査協力者が用いる「グリーフサポート」

を使用する。 
7 坂口（2010）34-35頁 
8 山本（2012）3頁 
9 江波戸（2021）、大槻・坂口ら（2017） 
10 工藤・古瀬（2016）（2018）、平賀（2017） 
11 倉西（2012）、西尾（2017）など 
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２．「つきあかり」の概要 

 

府中市の訪問看護ステーションＡ事業所に勤務

する看護師の神藤有子氏が、グリーフサポートの

実践を始めたのは2021年6月である。その活動内容

についてまず概観したい。 

 

（１） 市民団体「ふちゅうのグリーフサポート」 

神藤氏が代表をつとめる「ふちゅうのグリーフ

サポート」では、わかちあい「つきあかり」を開

催している。市民活動センタープラッツの和室を

会場として、平日と日曜に１回ずつ、月に計２回

の開催となっている。参加費500円、市外在住者も

参加可能で定員は設けていない。2021年６月から

2022年２月までに13回の開催、参加者数はのべ28

名（新規参加者15名）である。 

 

（２） 事業所内での活動 

ａ）わかちあい「つきあかり」 

Ａ事業所の事務所内の多目的室にて、月に２回、

「大切な人を亡くした方のわかちあい『つきあか

り』」を開催している。神藤氏がファシリテータ

ーをつとめる、90分間の分かち合いの会だ。参加

費500円、新型コロナウイルス感染状況をふまえて

2022年２月時点で定員を４名に設定している。

2021年６月からこれまでに９回、のべ20人の参加

者（新規参加者12名）があった。Ａ事業所は、内

科総合診療・訪問診療・訪問看護・居宅介護を包

含する医療法人の一部であり、訪問看護や法人内

の介護事業所、ケアマネージャーが関わった患者

が亡くなった後、一定期間（四十九日が目安）を

あけてグリーフサポートのダイレクトメールを送

付している。また、法人内のクリニックに設置し

た案内チラシを見て、参加を申し込む外来患者も

いるという。 

ｂ） 「大切な人を亡くした悲しみを知る講座」 

同じく多目的室にて３か月に１回、「大切な人

を亡くした悲しみを知る講座」を開催している。

グリーフについての基礎知識、対応方法について

の60分間の講座（神藤氏が講師）だが、終了後、

自身の感情を吐露する人には、講師とスタッフが

傾聴を行っている。2021年６月から３回開催され、

参加者はのべ14名である。参加費500円、定員は10

名としている。この案内方法は前項「つきあかり」

と同様である。 

 

３．グリーフサポートへの動機  

 

神藤氏は1999年に近親者が突然死によって亡く

なった経験を持つ。当時、すでに看護師として大

学病院に勤務する最中での出来事であった。突然

死による悲嘆は激しく遷延したが、看護の仕事は

好きであったので勤務を継続した。病棟勤務は看

取りが多く、遺族と自分を重ねつつ患者の終末の

在り方と家族のグリーフサポートを大切にしてい

た。死別をどのようにして迎えれば、家族は傷つ

かず、のちに穏やかな記憶・体験として残るのか

ということを大切に看護していたという。 

死別を迎えるとそこですべての関係が途絶える。

遺族となればグリーフに折り合いをつけられるま

での時間は長い。悲しみや喪失感が一番強く、一

番サポートが必要な時に、遺族に一切の支援がな

くなることに医療者としてもどかしさと疑問を感

じていた。また、死別の苦しみの受け皿がないこ

とを不満に感じていた。 

死別の苦しみを外に出さず理性的に医療の仕事

をすることはとても困難なことだったが、神藤氏

にはサポートがあった。それは、ずっと横で支え

てくれた友人であった。家族親族に言えない事で

も、親友が話を聴き長きにわたり支えてくれた経

験から、第三者が継続的にサポートをする必要性

を神藤氏は実感していた。 

そして、「死別の前から、そして亡くなった後も

家族・遺族に安全にグリーフサポートが継続され

ること」、「苦しい時、どこに行けばいいのか、誰

に頼ったらよいのかがわかる状態にしたい」と考

え2016年よりグリーフサポートの学びを始めた。

また、適切なタイミングで家族・遺族にグリーフ

サポートを提供できるのは訪問看護だと認識し、

2018年に訪問看護ステーションＡ事業所に就職を

した。 
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４．グリーフサポートの現状  

 

神藤氏は府中市内での活動開始にむけ、2019年

から市内のグリーフサポートの現状把握をおこな

っている。 

 

（１） 保健師へのヒアリング 

市内で利用可能な公的相談窓口として、①東京

都の多摩地区エリアの保健所・多摩総合精神保健

福祉センター「こころの電話相談」、②府中市の保

健所・多摩府中保健所「精神保健福祉相談」、③府

中市役所福祉保健部健康推進課精神保健係・保健

センター「心の悩み窓口」があり、これらは、保

健師が対応している。各保健師にヒアリングを行

うと、「時折、死別の苦しみを相談する電話はある

ものの、専門ではなく傾聴しかできない。紹介す

るのは全国自死遺族総合センターを紹介するのみ。

社会資源の不足を感じていた」という声を聞くこ

とができ、死別に特化した相談窓口は設けておら

ず、自死遺族以外の相談者の受け皿がないことが

確認された。 

 

（２） 市民活動センタープラッツへのヒアリング 

府中市の市民活動を支援するプラッツの窓口に

寄せられた相談の中に、グリーフサポートを求め

る事例があった。伴侶を亡くした高齢の親にグル

ープカウンセリングを受けさせたいという子から

の相談で、高齢であるがゆえに近場でのサポート

の場を求めていた。遺児支援活動は歴史が長く手

厚いものの、成人対象のサポートは多いとは言え

ず、小平・西東京市・世田谷・都心の団体を紹介

し、対応した。遺族の中でグリーフサポートに対

する認知度がこの数年で高まってきたこと、相談

内容から高齢者とその介護者がサポートを地元で

必要としている事実を実感する出来事であった。 

 

（３） 社協の取り組み（社会福祉法人 府中市社会

福祉協議会） 

地域福祉コーディネータ―が各文化センターに

配置され、市民の困りごとに寄り添う仕組みを作

っていた。2019年は5か所、2021年から全文化セン

ターに配置されている。しかし、死別後の相談そ

のものはなく、サポートの実績はなかった。 

 

（４） 府中市の心理カウンセリング、心療内科、メン

タルクリニック 

市内に、死別に特化した個人カウンセリングの

コースはなかった。 

 

（５） 府中市内のわかちあい 

 市内に自死遺族の自助グループはあったが、そ

のほかの死別のわかちあいはなかった。 

 

（６） 包括相談員、ケアマネージャーへのヒアリング  

利用者の死別後、その家族との関わりが絶たれ

る。家族が介護認定を受けていればサービスは繋

がるが、ほとんどはそこで終了。紹介できる死別

後の社会資源がない。グリーフケア・サポートの

必要性を感じるが、知識と社会資源の不足により

どのように接してよいのか迷うことが多いという

声が常にきかれている。支援者として、医療者と

同じ思いをしていると知った。 

 

（７） 訪問看護管理者へのヒアリング 

現状では保険点数がつかないため、グリーフサ

ポートが拡大していかない。「役所の方と行う訪

問看護管理者会議でも、地域に存在する医療機関

として、市全体の死別後のケアが手つかずという

問題が昔から認識されていた」という情報を得た。 

 

（８） その他 

近年、医療・介護・葬祭業が連携し勉強や研鑽

する動きはあるものの、家族・遺族への実践的な

サービスの提供は見られず、市内にサポート基盤

がないことが分かった。 

 

５．活動開始に向けて 

 

（１） 市民団体 

各種ヒアリングから、府中市に死別のわかちあ

いがなく、支援者・利用者ともに必要としている

ことを知り、2020年12月に市民団体登録をした。

実際の活動に向けては、以下の準備を行っている。 
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・病院内でグリーフサポートを行っている知人に

ヒアリングし、遺族会や自助グループ、サポー

トグループの情報収集を行った。 

・市民活動センターの団体活動担当者に、団体の

運営や広報に対する相談、全体のフォローをし

てもらった。 

・利便性、交通アクセスを考慮し、活動拠点を市

の中心地に設定した。府中駅直結型ビルにある

市民活動センタープラッツの会場施設をわかち

あい会場として選定した。 

・市民活動センターの充実した広報を活用。チラ

シを市内公共施設などに一括配布のサービスを

使用（プラッツ、社協、保健センター、市役所

内在宅事業推進部と一階窓口、文化センターに

チラシ設置）。市民団体向け情報発信サイト（プ

ラネット）を HP代わりに利用。 

また、自然とグリーフの知識がある協力者が集

まり、団体のメンバーになってくれたり、多職種

メンバーが必要と考えていたところ市内の宗教者

や精神科医とも自然とつながりが持てたりと、無

理をすることなく協力者が集まってきた。市民活

動センターの担当者が前項（５）の自死遺族の自

助グループメンバーとの面会を設けてくれ、その

結果、協働していくことになるなど縁に恵まれた

と神藤氏は言う。 

 

（２） 事業所内 

Ａ事業所では年間130名近い利用者の逝去があ

ること、また、患者情報と家族の情報がシステム

で収集されているため、死別後にグリーフサポー

トの介入がしやすいという利便性もあり、事業所

内での活動立ち上げを考えるに至った。 

まず、2019年より医療法人の全職員研修として

グリーフサポートの勉強会を実施（全４回）した。

このことをきっかけに、特に管理部門からグリー

フサポートに対する必要性の理解と応援を得るこ

とができた。また、地域に根づいたグリーフサポ

ートに取り組むことが利用者の幸せとなれば、そ

れが事業所の理念や基本方針をみたし、双方の幸

せにつながるという理解を得ることもできた。 

個人で市民団体を立ち上げたことで、「職員が

強みを活かしいきいきできる活動を支援する」と

管理者たちの精神的応援を受け、事業所内でグリ

ーフサポートの実施をするに至った。 

案内発送に関しては、月ごとに逝去者をピック

アップし、担当看護師、リハビリ、ケアマネにお

悔やみメッセージを書いてもらう。「つきあかり」

と「大切な人を亡くした悲しみを知る講座」のチ

ラシを同封し、49日を経過したら郵送している。

逝去者数が多いため、スタッフにお悔やみメッセ

ージを書いてもらう労力と理解が必要となる。 

また、Ａ事業所の利用者ではない人たちに向け

て、医療法人のホームページとクリニックのチラ

シによる広報も行っている。 

 

６．他職種・他機関連携  

 

（１） 市民団体 

チラシやホームページからの参加者が多いが、

葬儀社、市役所の在宅療養推進部、地域包括支援

センター（介護者サロン）、子供家庭支援センター

からの紹介による参加者もあり、少しずつだが、

活動の認知度・信頼度の高まりを感じている。ま

た、他機関から紹介されるだけではなく、他機関

への紹介という事例もある。筆者が住職を務める

寺院には、これまでに「つきあかり」の参加者が

２名訪れたことがある。（訪問のべ回数は５回）遺

骨の保管、法要、故人の安否（成仏しているのか、

今安らかに過ごしているか等）などに頭を悩ませ

る遺族は少なくない。そのような悩みを持つ参加

者には、神藤氏が寺院を紹介し、筆者が対応する

という連携を取っている。 

 

（２） 事業所内 

患者を担当した看護師、ケアマネージャー、介

護事業所より患者の逝去後のサービス（つきあか

り）の問い合わせがあり、一定期間をあけグリー

フサポートのダイレクトメールが届くことを遺族

に伝達してもらっている。また、死別前から患者

家族に介入できる担当看護師との連携も強化して

いる。具体的には、担当看護師や担当ケアマネー

ジャーから看取りの近い患者家族の情報（患者の

全身状態、家族関係や家族の心身の状態）が事前

に集まるようになったり、看取りの近い患者家族
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の訪問看護に神藤氏が同行、家族と人間関係をつ

くりグリーフサポートを実施したりしている。 

 

７．反応  

 

（１） 遺族の反応 

遺族の参加動機には、「死別の感情や体調、自分

のことを話したい」、「故人の思い出話をしたい」、

「自分以外の経験や思いを知りたい」、「誰かと対

面で交流したい」というものが多い。神藤氏が感

じる遺族の反応を以下に挙げる。 

ａ）グリーフを知っていて、求めていた遺族 

初回参加者から「このようなグリーフサポート

の場を探していた」という声を多く聞く。ここ２

～３年、メディアがグリーフを取り上げるように

なっている為か一般人のグリーフに対する認知度、

必要度が高まってきていると実感する。神藤氏が

予想していたグリーフサポートのニーズが実際に

あったということでもある。 

ｂ）死別と折り合うために必要なグリーフワークの場

になっている 

多くの参加者が、話ができ、受け止め、共感さ

れたという一連のグリーフサポートを実感してい

た。それによりリラックスし、自分の状態に目を

向けることで整理がすすみ、望みに向き合うとい

うグリーフワークの場となっている。 

ｃ）死別で孤独感を感じている人が他者と交流でき

る場になっている 

死別の前後を通して「話を共有する家族や友人

がいなかった」という声が多い。子供のいないパ

ートナーの死や未婚者の親の死、親戚や近所付き

合いのない死、さらに、コロナ禍で得られるべき

コミュニティサポートの減少ということも加わり、

死別後に深い孤立・孤独を抱える遺族にとって貴

重な場となっている。「つきあかりへの参加を心

の支えにしていた」、「オンラインではなく、対面

開催を待っていた」という声からもそのことが推

察できる。また、孤立・孤独の中で、自分だけが

異常な心理状態に陥ってしまっているのではとい

う不安を抱えた遺族にとって、他者と交流し、他

者の様子を知ることは不安を和らげる効果を生ん

でいる。 

（２） 支援者の反応 

ａ）サポートが継続されることへの安心感 

包括相談員やケアマネージャー、介護ヘルパー

管理者、訪問看護師から、「利用者が亡くなり、よ

り家族のサポートが必要だと感じるのに関われな

いジレンマを感じていた」、「気がかりでボランテ

ィアで様子を見に行っていた」、「続けて関わって

くれると助かる」という声や問い合わせが増えて

いる。 

ｂ）紹介できる社会資源ができたという喜び 

「辛そうにしている遺族を前にして、対応に迷

いつつ話を聴くことしかできない」という声がケ

アマネージャーからよく聞かれる。紹介できる先

があるということは、ケアマネージャー自身が役

に立っているという実感ももてる。また、訪問看

護ステーション主催という信頼感（事業所内の場

合）やグリーフに心得のある人がサポートをして

いる安心感（市民団体の場合）があり、専門職に

も受け入れられやすいという印象を受ける。 

ｃ）グリーフを学び実践するサポート人口が増えて

いく手ごたえ 

グリーフサポートを受けた人は自分もいつか支

援者になりたいと学ぶ。医療介護業界の人たちか

ら、グリーフを学んで患者の生前の現場で活かし

たい、死後は知識を持ってサポートしたいので学

びたいという言動がみられている。「つきあかり」

の活動がグリーフの知識をもった支援者を増やす

ことに繋がるかもしれないという期待を持ってい

る。 

 

８．課題  

 

 神藤氏への聞き取りをもとに今後の課題を考え

てみたい。 

 

（１） 遺族側―高齢者の外出困難・コミュニティ不足 

中年期までは会場に自分で来ることができるが、

年齢が上がると参加者が減るという。健康を損ね

ていたり、高齢化により活動性が低下したりして

いる可能性が考えられる。高齢者へのサポートが

行き届いていない現状が推察され、高齢者にはこ

ちらから出向く、つまり訪問支援のニーズが潜在
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的にあるのではと神藤氏は感じている。 

 

（２） 支援者側 

ａ）医療介護の業務が終わると関われなくなる 

神藤氏によれば、訪問看護利用者の遺族から「あ

いつが死んだのが縁の切れ目で誰も来なくなっ

た」、「いきなり誰とも話せなくなった」という寂

しさを訴える声が度々きかれたという。死別直後

の一番、悲嘆反応が強い時期に人間関係の縮小が

ある。本来は他者によるサポートが必要であるは

ずだが、現状は逆で孤独を強めているのだ。地域

包括エリア内で「市民」という遺族を見守るのみ

となるが、遺族が自らそれを求めなければ見守り

も成り立たない。だが、どこに求めればよいのか

という知識もなく、死別直後にはその意欲も湧か

ないのが遺族の実情であろう。 

ｂ）医療と葬祭業の連携不足 

亡くなるまでは医療・介護が頻繁に家族と関わ

るが、死によってその関わりはゼロになり、代わ

って頻繁に接触をすることになるのが葬祭業者で

ある。しかし、その連携は皆無といってよい。も

しその連携がなされ、家族・遺族へのサポートが

切れ目なく実施されれば、悲嘆反応の強い時期の

遺族にとっては心強いはずだ。 

ｃ）基礎教育の不足、支援者の知識の不足 

神藤氏はグリーフサポートの教育が、医療と葬

祭業の基礎教育になっていくことを願っている。

日本では医療者も葬祭業者も、グリーフに関する

教育が義務化されていない。遺族支援する者のス

キルとマインドが安全と安心の質を保った状態で

提供されることが必要であろう。 

ｄ）収入にならない 

グリーフサポートは保険点数にならないため、

ボランティア性が高いものになっており、マンパ

ワー不足となっていることは否めない。質を保ち

つつ、継続性を確実にするには、安定した収入の

確保が不可欠であろう。 

 

 

 

 

 

９．今後の展望  

 

（１） 街の強みを育てる 

訪問看護ステーションと市民団体のタッグによ

り、まんべんなく遺族にサポートが届き、「死別の

想いをわかちあう」ことが日常的に行われれば、

グリーフワークは暮らしの当たり前になる。たと

えば、各関係機関と協力した精神的、身体的、社

会的介入により遺族が元気になっていけるまでの

「折り合いプログラム」を組むなど、アイデアや

挑戦が府中の強みになっていき、その結果、「ワン

コイン500円でグリーフサポートが受けられる府

中はよいところ」といった地域愛が高まったり、

これから亡くなる患者本人と、家族であるケアの

受け手が「府中ならグリーフに手厚いので住みた

い」と思えるような魅力のある街づくりに繋がっ

て行くことを神藤氏は期待している。また、ケア

の担い手が「府中でグリーフサポートをやりたい」

と育っていくのではとも考えている。 

 

（２） 看護領域でのグリーフサポートの向上 

府中市には多摩総合医療センター、小児総合医

療センター、都立神経病院といった東京都設置の

医療機関が複数存在する。その府中において、医

療看護領域でグリーフサポート教育と実践が広が

れば、小児看護、産科看護、精神科看護、神経難

病の看護など、より専門性のある分野においても、

サポートの継続と質の向上が可能となっていくで

あろう。 

 

（３） 連携促進 

死別という出来事を中心として地域包括ケアシ

ステムの活性化、医療・介護・葬祭・宗教の連携、

行政・包括・社協の連携、市内の各関係機関の連

携が遺族の心身の負担を軽減するかたちで整備さ

れてゆく状態を神藤氏は目指している。 

 

（４） サポートを受けやすい素地造り 

家族に一番近い看護師・ケアマネージャー・ヘル

パーにグリーフの知識がもっと備われば、一般社

会全体に知識を与え、グリーフに対する理解が促

進され、サポートが浸透しやすくなると思われる。 
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（５） グリーフサポートに収入がつく未来 

現在、Ａ事業所では、利用者にグリーフサポー

トを自費収入で実践している。今後、心身の健康

観察をして必要な時は受診をすすめたり、暮らし

の困りごとを担当包括につなげ、連携の実績を増

やしたりしていくことで、いずれグリーフサポー

トに保険点数が付くことを神藤氏は期待している。 

 

１０．おわりに  

 

神藤氏への聞き取りおよび質問紙による調査の

結果を簡単だがまとめてみたい。 

①家族との死別後にサポートがなく、孤立・孤独

状態のなかで深いグリーフを抱えた遺族がいる、

つまりグリーフサポートへのニーズが確実に存

在している。 

②少なくとも府中市内において、そのニーズの受

け皿、『癒す場』が無かった。支援者もニーズ

を認識していたものの、グリーフサポートの知

識・社会資源ともに不足していた。 

③参加する遺族からは、他者と交わるなかで孤独・

孤立が和らぎ、グリーフワークが行われている

ことが感じられる。 

 

④他職種・他機関との連携によってサポートを求

めている人に情報が届くようになっている。連

携がさらなる連携を生み出す循環が生み出され

つつある。 

⑤わかちあいの場までたどり着けない高齢者への

支援が困難であること、保険点数がつかないこ

とによりサポートのマンパワーが限られてしま

うこと、死の前後の専門家（医療・福祉と葬祭・

宗教）の連携が不足していることなどが課題と

して挙げられる。 

冒頭、筆者は地域包括ケアシステムの欠陥を指

摘したが、神藤氏の取り組みはそれを補う活動と

して少しずつ機能しだしているように思われる。

④で言及した他職種・他機関との連携を図に示し

てみたが、死別後の包括的な支援・サービス提供

体制が構築されていることが分かるだろう。まだ

スタートして1年足らずであるため、評価するのは

性急であるが、地域包括ケアシステムをベースと

したグリーフサポートの先駆的事例となりうる可

能性を十分に備えた取り組みであると考える。神

藤氏は「今やるべきはとにかく実践を積み重ねて

いくこと」と言う。その経過を今後も観察してい

きたい。 

 

図１ グリーフサポートの他機関・他職種連携図 

 

調査に全面的に協力いただいた神藤有子氏に感謝申し上げる。本研究は JSPS 科研費 JP 20K20336の

助成を受けたものである。 

108



参考文献  

1) 山本佳世子「グリーフケアとは」，髙木慶子編『グリーフケア入門 悲嘆のさなかにある人を支える』，pp.1-18，勁

草書房，2012.  

2）髙橋聡美「悲嘆とは」，髙橋聡美編『グリーフケア』，pp10-12，メヂカルフレンド社，2012 

3) 坂口幸弘『悲嘆学入門 死別の悲しみを学ぶ』，昭和堂，2010. 

4) 広瀬寛子『悲嘆とグリーフケア』，医学書院，2011. 

5) J,W.ウォーデン著，山本力監訳『悲嘆カウンセリング—臨床実践ハンドブック』，誠信書房，2011. 

6) 江波戸ゆかり「グリーフケアの必要性とその提供方法 ―地域の男性高齢遺族の特性からグリーフケアのあり方を考

察する―」，『人間学研究論集』(10)，pp35-49，2021  

7) 大槻奈緒子・坂口幸弘「看護領域別でのグリーフ研究の動向」，『緩和ケア』27（2），pp112-115，2017. 

8) 工藤朋子・古瀬みどり「訪問看護師が捉えた利用者遺族を地域で支える上での課題」,『Palliative Care Research』

11（2），pp201-208，2016. 

9) 工藤朋子・古瀬みどり「死別後支援が必要な家族介護者を訪問看護師が予測する要因の抽出」,『Palliative Care 

Research』13（3），pp287-294，2018. 

10) 平賀睦「遺族の心の整理を促すための訪問看護師による効果的な遺族訪問方法の検討 : 実施時期に焦点をあてて」,

『日本赤十字広島看護大学紀要』17，pp29-35，2017. 

11） 倉西宏『遺児における親との死別体験の影響と意義―病気遺児、自死遺児、そして震災遺児がただる心的プロセス

―』, 風間書房，2012. 

12) 西尾温文「死別後の悲嘆に寄り添う：エッグツリーハウスの活動から (死から生への眼差し)」,『死生学年報』，pp41-

64，リトン，2017. 

13) 小林尚司「訪問看護師に対する遺族の怒り」,『日本赤十字豊田看護大学紀要』5（1），pp19-26，2010.  

109



公共政策学科におけるフィールドワークⅡプログラムの

実施報告と今後の課題 

道下 洋夫
１ 
 

１
大正大学 社会共生学部公共政策学科 准教授 

 

（要旨） 大正大学社会共生学部公共政策学科にとってはじめてとなる首都圏外におけ

るフィールドワークⅡプログラム（2年生対象）は、数々の困難にもかかわらず多方面

の協力のもと無事に遂行し成果を上げることができた。見えてきた課題を踏まえ、来年

度の同プログラムの改善や、開始されるフィールドワークⅡプログラムのより良い実施

につなげていきたい。 

 

キーワード: 地方自治、公共政策、フィールドワーク 

 

 

１．はじめに 

 

大正大学社会共生学部公共政策学科（以下、そ

れぞれ本学部、本学科という）は、2020年度にス

タートしたばかりの学部学科である。設置認可申

請の際に文部科学省に提出された「設置の趣旨等

を記載した書類」では、本学部が育成する人材像

として「本学が長年にわたって掲げてきた建学の

精神に基づく人間主義教育を根底にし、人々が豊

かに生きていくことができる社会を築き、支え、

貢献できる人材を育成するということを一番の主

眼に置き、社会における共生理念の重要性をさら

に深化させ、その理念の啓発と定着に寄与できる

人材を育成していくこととする。その際、社会に

おけるさまざまな諸相を正確に捉えてそれを分析

することができる能力と、そこでの課題を人々の

現実の暮らしの中に位置付けて、改善や解決の方

向性を探ることができる力、そしてそれらの力を

現実の社会の中で活用していく力を育成する」1と

謳い、また本学科が育成する人材像として「地域

の固有の課題から国際的な対応が求められる課題

までの幅広い視野を持って現代社会の直面する課

 
1 大正大学（2019）p.3 
2 大正大学（2019）p.4 

題を発見し、課題の解決に必要となる政策と制度

を構想する力を備え、かつ課題解決に向けたコミ

ュニケーションと合意形成の能力を備えた人材を

育成することとする。その結果、自治体の公務員、

国際組織や NGOの職員、シンクタンク職員など、

時代の要請を踏まえた政策の立案や業務に携わる

ことができる実務家を養成する」2と謳っている。 

すなわち、現代社会の直面する様々な課題を発

見し、その解決に必要な構想力・コミュニケーシ

ョン能力及び合意形成能力を備えた人材のニーズ

の高まりに応えて、その養成をめざし本学科は設

置されたのである。 

したがって、本学科の卒業後の具体的な進路と

しては、「自治体の公務員、国際組織やNGOの職員、

シンクタンク職員など、時代の要請を踏まえた政

策の立案や業務に携わることができる実務家」3が

想定されている。 

本学科では、この達成のために、一定期間の泊

まり込みを内容とする「フィールドワーク」を必

修科目として取り入れ、その前後に必要な知識や

スキルを習得したり発表したりするカリキュラム

を設けている。 

3 大正大学（2019）p.4 
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本稿は、本学科のこの２年間の総括として、著

者が主担当者であったフィールドワークⅡ（本学

科２年生）を中心に、必要に応じてフィールドワ

ークⅠ（本学科１年生）も踏まえつつ、これまで

の取り組みの紹介と評価を行なったうえで、今後

の本学科及び、同様の目標を掲げる他大学の学科

等の教育改善に資するための考察を行うことを目

的とするものである。 

 

２．計画・経過 

 

（１） 計画 

 ２年生125人を受け入れ地域のキャパシティに

合わせて１グループ10～20人程度に分ける。 

１都３県4以外の地方地域を対象に、１年生次と

同様に実習地を割り振る。ただし、割り振られる

メンバーは１年生次とは異なる。 

新型コロナウィルス感染症対策に細心の注意を

払いつつ、原則５泊６日の泊りがけのフィールド

ワークとする。 

 実習地は最終的に、山形県新庄市、山形県長井

市及び西置賜郡飯豊町、宮城県栗原市、宮城県本

吉郡南三陸町（２チーム）、新潟県五泉市、静岡県

静岡市（２チーム）、岐阜県飛騨市、京都府京都市、

兵庫県姫路市、東京5（順不同）の10地域（図－１）

となった。 

 

図－１ 2021年度の実習地 

電子国土 Web（国土地理院）を加工して筆者作成 

 
4 2020年度入学生の1年生次のフィールドワークプログラムは

１都３県となっている。 
5 何らかの事情で宿泊が不可能と判断された学生も、宿泊以

（２） 事前学修 

すでに１年生次では、グループウェア・コミュ

ニケーションツールとして Microsoft社のTeams、

Zoom Video Communications社の Zoom、分析ツー

ルとして Microsoft 社の Excel、Tableau 社の

Tableau Software、表現ツールとして Microsoft

社の Word、Power-point を全学生が使えるように

なっており、またそれらを利用して、１と３県を

対象に独自アンケートを利用した住民意識調査、

広報パンフレット作製、紹介プレゼンテーション

を経験済みである。 

２年生次ではそのステップアップとして、第１

クォーター6、第２クォーターでそれぞれ公共政策

課題研究ゼミナールⅠ、Ⅱ（以下、それぞれ課題

ゼミ I、課題ゼミⅡという）を開講し、その中で文

章やプレゼンテーション資料の作成・発表能力の

向上を図りつつ、他方で、割り当てられた実習地

の公開統計データや行政計画などをもとに概要の

把握と仮説的な課題抽出を行なった。 

具体的には、まず課題ゼミ Iにおいて、フィー

ルドワーク I の振り返りに引き続き、読む力（要

約を通して培う）、書く力（個人レポート作成を通

して培う）、表現する力（自己紹介については講義

を受けたあと１分間スピーチを作成した）といっ

たスキルをブラッシュアップした。 

次に課題ゼミⅡでは、冒頭に学生に各グループ

メンバーを発表し、以後はグループ単位で指導を

行なった。担当教員を含むお互いの連絡、作業、

報告、提出などのコミュニケーションについては、

文字ベースでは主に Teams を、打ち合わせなどは

新型コロナウィルス感染症蔓延状況に鑑み主に

Zoomを用いた。 

その内容としては、 

・１回目：プロジェクト管理と調査計画書 

プロジェクト管理とは何か？なぜ必要なのか？

また、本授業を通じて作成する調査計画書とはど

のようなものなのかについて全体講義を行なう。

その後、各グループに分かれてお互いの理解を確

認し、また役割分担などについて話し合う。 

外の点で可能な限り同等の学修ができるよう設計した。 
6 本学科はクォーター制である。 
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・２回目：受け入れ先自治体の方と顔合わせ 

各実習先グループに分かれて、地域実習の受け

入れ先自治体の方（あるいは協力者）と顔合わせ

を行なう。同時に、受け入れ自治体の概要や地域

実習に対するニーズや期待などについての聞き取

りを行なう。また、調査計画書を作成する上で必

要となる資料などの提供について依頼を行なう。 

・３回目､４回目：調査対象自治体の概要まとめ 

各実習先グループに分かれて、受け入れ自治体

からの聞き取りなども参考にして、調査対象の自

治体の概要（現況と課題）を調べてパワーポイン

ト資料にまとめる。 

・５回目、６回目：調査計画書の作成 

各実習先グループに分かれて、受け入れ自治体

からの聞き取りなども参考にして、地域実習期間

中に実施する調査の計画書を作成し、パワーポイ

ント資料にまとめる。 

・７回目：作成した資料の提出 

各実習先グループで作成した、訪問先自治体に

関する現況・課題、調査計画の資料についてプレ

ゼンテーションを行なう。 

またこの期間内に、コミュニケーションツール

を利用して、実習地の関係者による事前講座など

も実施していただいた。 

 

（３） 第３クォーターの経過 

 授業開始１週間前つまり夏休み期間中に、全体

でガイダンスを行ない、各グループの学修を本格

化した。 

日程前半においては、直前学修として、地方自

治に詳しい外部講師を招いて座学とグループディ

スカッションを行なって、スキルを磨きつつ、本

番直前の意識を高めている。 

またフィールドワーク中の学生の管理及び成績

評価に役立てるため、フィールドワークⅠ（１年

生次）で利用したフィールドワークノートをアッ

プグレードし、利用した。フィールドワークノー

トは、フィールドワークの本番だけでなく、第３

クォーター中の全ての学修について、学生それぞ

 
7 本来、見学・研修プログラムとして計画したが、蔓延状況に

鑑み、直前に座学へと切り替えた。 

れが客観（学んだ内容）、主観（考えたこと）に分

けて毎日記載し、これを担当教員に毎日提出する

ことが求められた。 

また地方行政は国家行政と協働及び役割分担を

行なうものであることから、行政全体を俯瞰する

意味も含めて全８回にわたる省庁派遣講師による

中央官庁講座もフィールドワークⅡのプログラム

に組み込む形で実施した（表－１）。 

表－１ 中央官庁講座一覧 

1 外務省 総合外交政策局 

2 人事院 国家公務員倫理 

審査会事務局 

3 法務省 矯正部門 

4 内閣府 地方分権改革推進室 

5 法務省 多摩少年院7 

6 厚生労働省 障害保健福祉部 

7 環境省 OBによる 

8 防衛省 陸上幕僚監部 

  

このプログラムでは、８つの中央官庁から一線級

のキャリア官僚を中心とした講師を派遣してもら

い、座学、グループディスカッション8及びレポー

ト提出させている。 

 さらに、現地でなくても行える調査を可能な限

り行なって現状とその課題に対する仮説について

まとめるほか、最終的なスケジュールを話し合っ

て確定する作業を行なった。 

 日程後半、つまりフィールドワーク開始後は、

主なものとして、 

・自治体職員による座学 

・特徴ある施設や場所の見学・体験・研修 

・企業、団体、住民に対するインタビュー調査 

・アンケート調査 

・上記につき、随時担当教員と学生によるグル

ープワーク 

などを組み合わせつつ、それぞれ担当教員と受け

入れ自治体の特性に合わせたプログラムを実施し

た。 

 

8 関連する施設への見学・研修も予定したが、新型コロナウィ

ルス感染症の蔓延状況に鑑み、実施を断念した。 
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(４) 事後学習 

 次の学期においては課題ゼミのⅢを開講し、各

グループでフィールドワークに基づき実習先の課

題に対する仮説の分析・検証を行ない、文書ベー

スのグループ最終報告書の作成及びそのプレゼン

テーションの準備を行なわせた。あわせて、各個

人でも関心あるテーマをそれぞれ設定して個人報

告書の作成し提出することとした。 

 グループとしては、最終回に受け入れ自治体を

招待して最終報告プレゼンテーション・質疑応答
9を行ない、文書ベースの最終報告書は、提出後学

科で取りまとめて受け入れ自治体に送付した。 

 

３．結果 ～フィールドワークを終えて 

 

(１) 実習地の選定について 

 地方地域への実習初年度ということもあり、大

正大学の附属研究所である地域構想研究所の連携

自治体を中心に選定した。おかげで非常に好意的

協力的に推移することができた。 

 一方で、いくらかの担当教員にとってなじみの

薄い実習地があったことも事実である。そもそも、

思い入れや思い込みが邪魔をすることもありうる

し、新鮮さが新たな発見を生むということもあり

うるので、教員が実習地に深入りしていればよい

というものではない。しかし、既知であれば実習

地についての情報だけをとってみても質・量とも

に優位であることは間違いなく、したがって実習

地にとってより満足度の高いフィールドワークと

なる可能性が高まる。今後はいくつかのパターン

を用意して検証していくことも有意義であろう。 

 

(２) 実施時期について 

 第１、第２クォーターで準備学修をし、第３ク

ォーターで本番、第４クォーターで分析・まとめ・

発表という流れはたしかにプログラム的に望まし

い10と考えられるが、受け入れ自治体にとっては

第３クォーターの頃がちょうど秋の議会や選挙の

時期11に当たり負担が大きい可能性が高い時期で

 
9 受け入れ自治体の関係者にも講評などをいただいた。 
10 ２年生にとっては望ましいが、３年生にとっては近年の就職

活動の早期化に伴ってインターンシップなどのスケジュールと

もある。 

もっとも、同時期は、気候的にはよい時期であ

って、田畑の収穫や秋祭りその他のイベントが多

い頃ともいえ、住民に交じってその地域というも

のを感じとってくるのに最適と言えなくはない。 

この微妙な調整を行なうためには、引き続きの

ノウハウの蓄積が必要である。 

 

(３) 実施日数について 

 本科目は、移動・宿泊を伴うためどうしても費

用の制約が付きまとう。時勢柄、感染症対策を重

視し個室宿泊を利用することとしたため、実施日

数に若干のしわ寄せがいった。一方で、それによ

り相部屋の利用で予想されていたような人間関係

的なトラブルがほぼ見られなかったことは、引率

側からみて朗報であっただろう。 

 また、学生から追加取材についての要望もあげ

られている。初めての体験が続いた後で、分析・

まとめに入れば当然生じる要望ではあるが、移動

経費の問題があり悩ましい。 

いずれにせよ、感染症対策についてもあわせて

引き続き重要であろうと思われるため、今後も各

所と合議しつつ改善を図りたい。 

 

(４) 現地でのプログラムについて 

 既に述べた通り、実習地ごとにユニークなプロ

グラムを実施したため、その地域や関係者の特性

を生かせば生かすほど、実習地ごとのプログラム

内容のばらつきが大きくなるが、正課である以上

可能な限り公平な基準に基づいた成績評価が求め

られることはまた当然である。 

 このジレンマに対応するため、全体で行う事前

準備や中央官庁講座と合わせて評価を行なうよう

にしたり、フィールドワークそのものについても

グループ報告や個人報告、フィールドワークノー

トなど多角的に評価したりすることによって、振

り分けられた実習地ごとに成績評価のばらつきを

抑えるように苦心した。もちろん、次年度以降も

この点の改善は引き続き行っていく必要がある。 

バッティングする可能性があり、事情はおそらく異なることに

なるだろう。 
11 今回は、これに加え衆議院議員選挙も重なった。 
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 また、実習依頼先として自治体、公的団体に加

えて地元企業12を含めたり、座学や体験に加えて

少し長めのインターンシップを経験したりという

ようなことも今後の検討課題である。 

 

４．学修成果について ～報告書より 

 

 当初の予定に対し、行先やプログラムに突然の

変更があったり、現地入りする期間が少し短くな

ったりしたものの、内容の引き締まった濃いフィ

ールドワークになった。 

 グループ分けが発表された当初は、現地入りし

てからどう動くか何をするのか決めればよいとい

う消極的な姿勢も学生の間には見られたが、学修

が進み出発の日が少しずつ近づいてくるにつれて、

新型コロナウィルス感染症の状況を横目に見つつ

も、現地に行かなくてもできることはなるべく教

室で済ませてしまおうといった姿勢に変わってい

ったことが非常に印象的である。 

結果として、授業評価アンケートも含め、本プ

ログラムについておおむね高評価、高満足度であ

ったと言ってよく、状況にあれほど振り回された

にもかかわらずフィールドワークの期間中をはじ

めその前後を通じて、不満の声もほとんど聞くこ

とがなかった。 

以下、学修成果について簡潔に考察したい。 

 

(１) 事前・事後学修について 

 フィールドワーク中に限らず、報告書作成、報

告会のいずれにおいても、フィールドワークⅡの

事前学修などで培った、PCアプリケーション、ア

ンケート・インタビュー手法、その他コミュニケ

ーション、統計・分析、プレゼンテーションとい

ったスキルについては、どのグループもフルに活

用できていた。 

 そのような中で、知識やスキルとして学修した

ものも、現実の事例において使ってみると、理屈

通りにはいかないという体験、逆にその体験から

新しいスキルを発見し身に着けるといった体験が

あったことも報告書からはうかがうことができた。 

 
12 見学先、インタビュー先としてはもちろん今回お世話になっ

 欲を言えば、そのような体験を先輩から後輩に

受け継いでいけるような仕掛けを組み込んでいけ

ればなお理想的である。 

 

(２) 学生の熱意について 

 新型コロナウィルス感染症の蔓延により、大学

入学以来、外出規制やコミュニケーションの不足

などに苦しんできたこともあり、ことフィールド

ワークにかける学生の熱意は相当なものであった

ようである。 

学生は教員や関係者を巻き込みつつ、フィール

ドワーク期間中に加え事前・事後学修期間中も含

め、早朝から真夜中まで、また休日なども費やし

て相当の自主グループ学修を行なっていた。この

点、久しぶりの外界に対して鬱屈していたエネル

ギーの放出を見せつけられた感がある。 

 他方、同様に感染症の蔓延が原因で地域内に人

影が少なくなっていたり、また近隣にそもそも大

学がなかったりするような実習地もあり、多くの

若者がその地域で生き生きと活動する姿自体につ

いても、自治体からは喜びの声を多くいただいた。 

 また、フィールドワーク後においても、学修意

欲が高まったのか、あるいは愛着がわいたのか、

日常学修の合間を縫って遠方であるにも関わらず

実習地に足しげく通っている学生が見られている。 

 

(３) 必要な知識について 

１年生次のフィールドワークⅠで不足を痛感し

た知識やスキルは、その後の通常の授業での学修

意欲につながり、その成果をフィールドワークⅡ

で試し披露するというサイクルがうまく回ってい

る様子がうかがえた。 

公共政策の過程においては、ことさらに広範囲

の知見が必要であるわけであるから、フィールド

ワークⅡにおいてもまだまだ不足を感じる知識や

スキルが当然に生じているはずであるので、同様

の学修サイクルが３年生次のフィールドワークⅢ

に向けてさらに機能することが大きく期待できる。 

類似の現象として、当学科では、２年生次まで

にはまだ経済学や経営学といった分野についての

ている。 
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授業を提供していないのだが、公務員試験対策の

中で学修した知識や、断片的に他の講義で語られ

る同分野の知識を総動員して、いつのまにかそれ

らの分野の手法を使った報告なども見られた。こ

のことはもちろんそれらの今後の学修にも資する

ものと思われる。 

 

(４) 今後の課題 

自分の知らない世界や知識に触れ、新鮮な刺激

を直接に感じ取る体験はまさに得難いことではあ

る。ただ、現地の住民の生きざまや、取り組みに

ただただ感嘆し、また教室で学ぶ公共政策とリア

ルかつダイナミックに動く公共政策との違いに圧

倒されるあまりに、作成された報告書においては

特に提案部分において、独自性・創造性が不足し

ている部分も見られた。 

もっともこれらは、３年生次のフィールドワー

クⅢにおける主要課題であり、今後の成長に期待

としてよいだろう。 

 

５．最後に 

 

 以上、簡潔ではあるが本学科の2021年フィール

ドワークⅡプログラムの報告としたい。 

 このプログラムを通じて学生は、公共政策分野

における将来の公的あるいは民間プレイヤーの一

人としての一定のたくましさを身に着けることが

できたと考えている。 

 他方、教員にとっても、泊りがけというスタイ

ルであったこともあり、学生とより深い人間関係

を構築し、それを今後の専門ゼミナールやフィー

ルドワークⅢ、卒業論文へと、円滑で効果的な学

修計画につなげることができるようになったこと

はまちがいない。 

 さらには、このプログラムが受け入れ地の一層

の活性化につながり、また欲を言えば、学生たち

が自ら地方地域における生活のすばらしさに目覚

め、定住するような動きにつながるように切に願

うものである。 

本学科が中途での脱落者を一人も出すことなく

今年度のフィールドワークⅡプログラムを無事に

終了することができたのは、もちろん本学科の教

職員や学生の努力だけではない。大学及びその関

係機関の方々、実習地の自治体職員・関係団体・

住民の方々、学生のご家族の方々のご協力・ご助

言に対して深謝の意を表したい。 
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被災者生活再建支援業務の標準化促進に向けて 
 

佐藤 和彦
 
 

１
大正大学 地域構想研究所 研究員（防災・減災プロジェクト） 

 

（要旨） 大正大学地域構想研究所では、令和３年４月から本格的に防災・減災プロジェ

クトを始動した。筆者は、その一員として罹災証明書発行業務をはじめとする被災者生

活再建支援業務の全国的な標準化を目指して活動してきた。 

本稿では、この１年間で取り組んできた連携自治体アンケート、第１回防災セミナーな

どの活動について報告し、今後の課題、取り組むべき方向性について整理する。 

 

キーワード：被災者生活再建支援、罹災証明書、住家被害認定調査、被災者台帳システム 

 

 

１．はじめに 

 

大災害が発生した場合、被災市区町村には、平

常時には経験することがない業務が発生する。住

家被害認定調査、罹災証明書の発行に始まり、被

災者の生活再建が成し遂げられるまで中長期的に

取り組むことになる各種の支援業務である。 

被災地では、市区町村の担当職員がこれら一連

の被災者生活再建支援業務に災害発生後に初めて

直面し、戸惑いながら何とか対応したという声を

多く耳にする。 

近年では、こうした被災地の経験から学び、事

前に準備を進める事例も出てきている。首都直下

地震の発生がひっ迫している東京都内では、東京

都の呼びかけによって、島しょ部を除く全市区町

村が加入する「東京都被災者生活再建支援システ

ム利用協議会」が結成されている。 

都内の市区町村は、この協議会のもとで共通の

システムを用い、共通のガイドラインに基づく共

通の研修を受けている。こうして平常時から被災

者生活再建支援業務の基礎知識を学び、標準化さ

れた業務処理手順に則って、都内市区町村相互の

応援・受援を円滑に実施できる環境が整ってきて

いる。  

筆者の問題意識は、東京都のような取り組みを

全国に広げ、全国的な業務標準化、システム共通

化を促進し、国内のどこで大災害が発生しても円

滑な被災者生活再建支援業務を実現できる体制を

整えることにある。 

本稿では、活動初年度にあたるこの１年間を振

り返り、成果と今後の課題について整理する。 

 

２．連携自治体アンケート 

  

 今年度の研究活動の手はじめとして令和３年５

月から６月にかけて本学の連携自治体（全国93市

区町村、令和３年５月現在）を対象とした「被災

者台帳等の整備状況に関するアンケート」調査を

実施した。 

 被災者台帳とは、災害が発生した場合において、

当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実

施するため必要があると認めるときに市区町村長

が作成する「災害時に被災者の援護を実施するた

めの基礎とする台帳」のことである（災害対策基

本法（以下、「災対法」という）第90条の3）。 

 被災者台帳の主な記載事項としては、氏名、住

所等に加えて、住家被害などの被害状況、援護の

実施状況、要援護者に関する情報などが規定され

ている。 

 筆者が被災者台帳の整備状況に着目してアンケ

ート調査を行ったのは、市区町村が漏れなく、継

続的に被災者支援を行うためには台帳整備が欠か
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せないからである。つまり被災者台帳の整備状況

は、各自治体の被災者生活再建支援業務への取り

組み状況を推し量るバロメータになると考えられ

るのである。 

 

(１） アンケート結果概要 

図－１に示すように、連携先の93市区町村のう

ち、62市区町村から得た回答の単純集計では、被

災者台帳を導入済みの自治体が48％、導入予定を

含めて51％と、ようやく過半数を超えるという結

果であった。 

 

 

図－１ 被災者台帳導入状況単純集計 

  

 この結果は、概ね筆者が経験則に基づいて想定

していたとおりであった。 

被災者台帳は、災対法では“作成することがで

きる”と規定され、義務付けられてはいない（災

対法第90条の3）。そのため、必要性を認識してい

ない自治体や必要性は認識していても財政難等の

事情を抱える自治体もあり、十分に整備が進んで

いないのが実態であると推測できる。しかしなが

ら、大災害はいつどこで発生するかわからず、発

災時の混乱の中で被災者生活再建支援業務を適切

に処理するためには、日ごろの準備が欠かせない。

そうした観点からは、残念ながら、概ね半分の市

区町村では災害時に備えた準備に課題を抱えてい

るものと言わざるを得ない。 

さらに細かく分析すると、市部（指定都市、特

別区を含む）と町村部との乖離が見えてきた。 

市部の60%が被災者台帳整備済みであるのに対

し、町村部では27%にとどまっている（図－２）。 

 

図－２ 市部と町村部との比較 

 

災害は、発生する時や場所を選ぶことはない。

財政的にも人員的にも制約が多い町村部において

も被災者台帳の整備を促進することが重要な課題

となっていることが見て取れる。 

なお、参考までに、職員研修の実施状況につい

て分析した。 

被災者生活再建支援業務は専門性が高く、予備

知識なしでいざという時に円滑に実施することは

難しい。そこで、当該業務に関するマニュアルの

作成や職員研修等の実施状況について、被災者台

帳整備済みの市区町村と未整備の市区町村の比較

を行ってみた（表－１）。差は好対照を示しており、

整備済み市区町村の60％で何らかの取り組みが行

われている反面、未整備の市区町村では74％で研

修等の取り組みが未実施となっている。 

 

表－１ 研修等の実施状況比較 

このアンケート調査から、被災者台帳の整備に

ついては町村部での遅れが目立つこと、そして被

災者台帳未整備の市区町村では、研修等の取り組

みが進んでいない、という傾向が明らかになった。 

いつ起きるとも知れない大災害に備えて、台帳

未整備、研修未実施となっている市区町村の取り

組みを促進することが求められている。 

 

（２） 全国的な傾向の分析 

連携自治体の傾向に加えて全国的な傾向につい

ても考察してみた。 

１独自ﾏﾆｭｱﾙ＆研修 4 (13.3%) 0 (0.0%)

２共同ﾏﾆｭｱﾙ＆研修 6 (20.0%) 1 (3.7%)

３ﾏﾆｭｱﾙのみ 4 (13.3%) 1 (3.7%)

４研修のみ 4 (13.3%) 4 (14.8%)

５未実施 9 (30.0%) 20 (74.1%)

６その他 3 (10.0%) 1 (3.7%)

小計 30 27

台帳導入済み 台帳未導入
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経年比較が可能なデータとして、総務省の「地

方公共団体における行政情報化の推進状況調査」

を用いて、直近の令和２年の状況と５年前の平成

27年とを比較し、図－３に示した。 

なお、この調査では、災害時の被災者情報管理

業務システムの整備状況を調査しているが、被災

者台帳システムとほぼ同義であると解している。 

 

 
図－３ 被災者情報管理業務システムの整備状況 

 

今回は、総務省のデータから罹災証明書発行の

実施主体である区市町村のデータを抽出して考察

した。 

全国的には、システム整備済みの市区町村がこ

の５年間で約1.5倍に増加し、51％と過半数を超え

た。少しずつではあるが、着実に整備済み市区町

村の割合は増えてきている。 

ただ市部と町村部とのシステム導入状況は、連

携自治体と同様に大きな差が生じている。先に示

した総務省の調査データに基づいて令和２年の市

部と町村部を比較した結果を図－４に示す。 

 

 

図－４ 市部と町村部の導入状況比較 

 

システム導入が進んできてはいるものの、いま

だ半数程度にとどまっていること、市部と町村部

で差が生じていることについては、全国と連携自

治体と概ね共通の傾向であることが確認できた。 

 

３．第１回防災セミナー 

 

以上の結果を踏まえて、被災者生活再建支援業

務の全国的な業務標準化を促進する一助として、

市区町村職員をメインターゲットとした防災セミ

ナーを開催した。 

第１回防災セミナーの概要は、以下のとおりで

ある。 

 

 

図－５ 第１回防災セミナーチラシ 

 

実施日時は、令和３年10月18日（月）13:30～

16:30（完全オンライン方式（Zoom））。 

 被災者生活再建支援業務の初心者が受講するこ

とを想定し、３つの基調講義と事例報告の二本柱

で組み立てた。 

基調講義では、内閣府から最新動向の紹介、第

一線の研究者から業務の全体像の解説、地震発生

のメカニズム等の基礎知識の解説を行っていただ

いた。 

事例紹介は、地震災害にスポットを当て、令和

元年６月に発生した山形県沖地震で震度６強を経

験した新潟県村上市と村上市への職員派遣等の支

援活動を行った新潟県から事例報告を受けた。 

当日は、本学の連携自治体から７区市町（18ア

カウント）、その他の自治体１県３市町（４アカ

[n=1741] 
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ウント）、内閣府２アカウント、専門家団体１団

体（２アカウント）、大正大学５アカウント（う

ち学生１名）、その他８アカウント、計39アカウン

トの参加を得た。１アカウントで数人から20人参

加した団体もあることから、参加者数は70～80人

程度と推計している。 

参加者のアンケート結果は、大変好意的であっ

た。中でも、村上市と新潟県による事例報告は、

どちらも「非常に満足」と「やや満足」を合わせ

て100％という大変高い評価を得た。筆者は、かね

てから事例からの学びが重要であると考えてきた

が、現場のニーズが高いことを改めて実感できる

結果となった。 

また、自由記述では、自治体以外の参加もでき

るセミナーは希少であり、今後も続けてほしいと

の声も寄せられた。高く評価していただいた反面、

意見交換の時間を十分に確保できず、後日回答と

せざるを得ない質問もあったことは反省点であっ

た。 

今回のセミナーを開催するに当たって、外部サ

イトを通じた募集を行った結果、連携自治体以外

の自治体や専門家、一般市民などの参加を得るこ

とができた。被災者生活再建支援業務は、行政だ

けで円滑に達成することは困難であること、また

住民の理解も重要であることから、意義深い成果

であったと受け止めている。 

 その他、今後希望するテーマとしては、風水害

時の被災者生活再建支援業務、あるいは当該業務

の DX 推進などに関する要望が多く寄せられてい

る。第２回目以降の防災セミナーは、こうした声

を反映したうえで自治体職員や関係者に有益な情

報を提供する機会として、引き続き実施していき

たい。 

 

４．ヒアリング調査 

  

当初は、連携自治体アンケート実施後に全国の

自治体に赴いてヒアリング調査を実施したいと考

えていた。ヒアリングでは、台帳未整備の自治体

が整備しない（できない）理由をなるべく詳細に

把握することや、新年度に予定している防災ワー

クショップへの参加呼びかけなどを予定していた。

実際には、新型コロナ感染症拡大の影響で思うに

任せないまま終わったが、そのような中で、本学

と関係の深い宮城県及び３市町へのヒアリング調

査を行うことができたのは、せめてもの幸いであ

った。 

ヒアリングは、令和４年１月17日、18日にかけ

て、宮城県庁及び南三陸町、登米市、栗原市に対

して実施した。 

宮城県では、県庁内において復興・危機管理課

及び税務課職員２名のご協力を得てヒアリングを

行った。 

県は、昨年６月から税務課の主催で県内市町村

職員を対象とした住家被害認定調査研修を開始し、

被災者生活再建支援業務の円滑化の支援に着手し

ている。当方からは、都県が主導して市区町村と

連携しながら業務標準化を進めている東京都や新

潟県などの事例を紹介させていただいた。そうし

た中で、今後の課題として、研修を通じて育成し

た市町村職員を名簿登録する制度の検討などが挙

げられていた。 

南三陸町では、企画課職員１名にご協力いただ

いてヒアリングを行った。町では、東日本大震災

の直後に独自の被災者台帳システムを導入し、当

初は入力作業等に苦心したものの、その後の支援

は円滑に実施できたとの話を伺った。 

登米市は、宿泊地である南三陸町からオンライ

ンによるヒアリングを行った。税務課２名、防災

危機対策室１名、３名の職員にご協力いただいた。 

東日本大震災を含めて被災の経験はあるものの、

被災者台帳システムは導入されていないとのこと

であった。 

栗原市では、危機対策課職員１名にご協力いた

だいた。こちらも被災の経験はあるが、被災者台

帳システムは導入していない。 

登米市、栗原市とも、膨大な被災者が発生した

ことはなく、専門のシステムを導入するには至っ

ていない様子がうかがい知れた。 

一方で、県と連携した被災者生活再建支援業務

の勉強会の実施については、好感触を得ることが

できたと感じている。 

ヒアリングを実施できた自治体数は少ないが、

リアルな対話ならではの雰囲気の中で、防災担当
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者と他部局との温度差を懸念する声や広域的な業

務標準化への期待感など、肌感覚で状況を確認す

ることができ、有意義であった。 

 また、いずれの自治体に対しても、来年度に向

けて防災セミナーや防災ワークショップへの参

加・登壇を呼び掛ける機会を得た。今後に向けた

足掛かりを得ることができたと考えている。 

 

５．今年度の成果と今後の展開 

 

以上述べてきたとおり今年度は、総じて言えば

初歩的な確認を行ったに過ぎないが、防災セミナ

ーやヒアリングを通じて、本研究所の防災・減災

プロジェクトは、自治体職員や関係者に有益な情

報を提供しうることが確認できた。今後に向けて

ささやかながら地歩を固めることができた年であ

ったと考えている。 

今年の成果を踏まえて来年度は、もう少し継続

性を持って取り組んでいくことを想定している。 

自治体職員等への情報提供や意識啓発の機会と

して有効である防災セミナーは、シリーズ化して

複数回実施したい。風水害や火山災害など、多様

なテーマを取り上げることで防災セミナーのファ

ン層の定着、拡大を図りたい。 

あわせて、継続的に被災者生活再建支援業務に

ついて学ぶ機会として、連続講座形式での公開ゼ

ミのようなワークショップを立ち上げることを予

定している。 

被災者生活再建支援業務は、平常時には経験す

る機会が乏しいにもかかわらず専門性が求められ

るのだが、単独の自治体のみで平常時から十分に

準備を整えることは困難である。筆者は、自治体

間連携、多業種連携にその活路を見出すことがで

きるのではないかと考えている。 

ワークショップは、自治体職員、専門家、研究

者やシステム事業者など、広範な関係者に参加を

呼び掛けたい。内容は、基礎知識・最新技術等の

情報提供と参加者間のディスカッションという二

本柱を想定している。こうした場を通じて、自治

体連携や多業種連携などによる被災者生活再建支

援業務標準化のモデルケースの創出を目指してい

きたいと考えている。 

この分野ではまだ無名に近い大正大学地域構想

研究所が、いきなり全国区で募集をかけることは、

難しいかもしれない。はじめは、地域を絞った形

でスタートすることになるかもしれないが、最終

的には全国的な業務標準化の促進に貢献する場と

なるという心意気で、鋭意企画中である。 

今後の地域構想研究所防災・減災プロジェクト

の活動にご期待いただきたい。 

最後に、今年度の連携自治体アンケート調査に

ご協力いただいた自治体職員の皆様、ヒアリング

調査にご協力いただいた宮城県内の自治体の皆様

に心から感謝申し上げて、レポートを締めくくら

せていただく。 
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地域支局通信
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学びでつながる地域振興プロジェクト 

 

阿部 忠義 

大正大学 地域構想研究所 南三陸支局 

（宮城県南三陸町） 

 

 

１．地域紹介と大正大学との縁 

 

宮城県南三陸町は、町境が分水嶺と重なっているため、降った雨が町内の森里を潤し志津川湾に注ぎ

込むという独特の地形を持っています。また、森・里・海・人の関係性が近く、資源も豊富、人口も１

万２千人ほどとコンパクトなため、持続可能な循環型社会のモデルを創るのに非常に適した環境を兼ね

揃えている町と言えます。 

2011年３月11日南三陸町は、東日本大震災により甚大な被害を受け、計り知れないものを失いました。

その悲しみと苦難の中で私たち町民は、町が元来より抱えていた根源的な課題を見直し、新たな町へと

生まれ変わるきっかけとなったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正大学と南三陸町の出会いは、震災直後の現地ボランティアなどの支援活動がきっかけです。この

出会いが南三陸の地に学びの場をつくろうというプロジェクトに発展し、２年後の2013年３月に宿泊研

修施設「南三陸まなびの里いりやど」がオープンしました。 

以来、東北再生私大ネット36をはじめ、全国の大学や企業などの様々な研修ツアーの拠点として利用

されるようになりました。 
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２．地域との連携活動実績 

 

南三陸町は、「森・里・海・ひと」をキーワードに、各々がそれらの関わり合いを重要視した取り組み

を実践し、町の“復興”を超えた新たな町づくりへと取り組んでいます。 

こうした南三陸ならではの事由を新たな研修プログラムに取り入れ、地域との連携や関係性を重んじ

ながら、地域振興に努めております。また、関係人口構築や移住促進・企業立地促進のための事業活動

や自治体関連受託事業にもかかわっており、南三陸研修センターの事業活動そのものが地域の社会貢献

につながっているものと自負しています。 

そして、何よりも価値のあることは、多くの学生や企業研修を受け入れることによって、震災前には

無かった新たな交流と刺激を受け、人や地域全体がブラシュアップされていることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした取り組みを継続的に展開され、軌道に乗りつつあった交流型事業もコロナショックで一変し

てしまいました。令和２～３年度の宿泊研修事業は、長引くコロナ禍の影響により、例年の半分以下の

業績になってしまいました。Withコロナ期は、ブレーキとアクセルを折り交ぜながら、働く環境を維持

しながら、様々な対策や課題、そして新たな取り組みに挑戦していくしかないと思っています。その一

環として、これまでの大学や企業の繋がりを生かし、一昨年８月からはじめたオンラインによる研修ツ

アーは、通算で受入団体70件、参加者1,800名を超える実績となりました。この取り組みは当初、コロナ

が収束するまでのお客様とのつながりを維持するための手段として始めたことが、当施設を運営してい

くための新たな切り札として期待されるプログラムに成長しました。おかしな話ですが、例年様々なリ

アル研修で使用している研修室が、オンラインツアーを配信するスタジオや、ツアー参加者への事前送

付物の配送センターに様変わりし、担当スタッフは慌ただしい日々を過ごしています。これからも様々

な森里海の研修ツールを造成ながら、「本格的なオンラインツアー」を展開していくために、地域一体と

なった態勢をつくる必要があると再認識しております。 

また、コロナの影響により、他の宿泊施設や飲食店も同様に厳しい状況であることから、研修センタ

ー周辺の地域内の事業者6団体で連携を図り、竹皮で包装した拘りの地産弁当をテスト販売したところ、

予想以上の話題となり、売り上げも好調のうえ評判も良かったので、地産地消を意識した地域内の取り

組みを強化し、食を通して町内外の交流を促進し、中長期の宿泊客へつなげていくことも必要と感じて

います。 
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３．今後の活動方針 

 

震災やコロナ禍の経験から、私たちの力でどうにもならないことが生じたことには、その環境に柔軟

に合わせて行動し、割り切って前に進むしかないと思うようにしています。また、私たちの生活は多く

の人たちに支えてもらって成り立っていることを強く気づかされました。これからは、利用者や消費者

などのお客さんと一緒になって、新たな商品づくりや新たなサービスを作り上げていくことが必要な社

会になってきているような気がします。お客様が満足するような可能な対応していくことにエネルギー

を燃やし、様々な地域の振興事業に取り組んでいきたいと考えています。 

震災から11年経過し、町の復興が進み、これからの新たなステージをどう乗り切っていくかが地域の

課題であります。こうしたことを踏まえ令和４年度は、コロナ禍による売上の落ち込みから脱却するた

め、団体宿泊をメインとした宿泊研修施設から、中長期宿泊などを想定した新たなサービスを構築して

いかなければならないと思っています。特に好調であるオンラインツアーの拡充と、地域振興のきっか

けの可能性のあるワーケーションの二つを重点事業としてとらえ、施設整備を図りながら、多様性に備

えた変革を起こしていきます。 

「まなびの里」のストーリーが、若者にとってインパクトのあるものになるよう意識し、テレワーク

などの新たな働き方を創造しながら、学生・社会人・地域人など関わる全ての人に良い意味での刺激と

なり、人づくり・地域づくりの観点からも有益となるような地域振興事業へ進化させていきたいと考え

ています。 
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NPO 法人アルカディアもがみ  

さらなる成長を目指して 
 

金田 綾子

大正大学 地域構想研究所 最上支局 

 

創立20周年を迎えた NPO 法人アルカディアもがみの目指すべき姿 
 

私が副理事長を務めている「NPO 法人アルカディアもがみ」が創立20周年を迎えたのを機に、「記念誌」

を作成することにより、今までの活動の振り返りと、今後の地域づくりへの関わり方について、考えま

した。 

 助け合い・支え合いによる≪ぬくもりに満ちた地域にしていこう≫をテーマに発足したアルカディア

（＝理想郷）もがみですが、５つのテーマをかかげこれまでの活動を継続しつつ更に強化していく事を

確認しました。 

 

① 活動拠点である「みんなの家」の機能強化 

地域をつなぐ支援を行う拠点づくりを目標に、地域の方々から親しまれ、愛される施設運営を目

指す。 

◎公共交通の拠点基地として「デマンドバス予約センター」としての機能 

運行計画表の作成や予約者登録、利用受付、料金収納、総合案内等を行い、待合スペースとして

の場を提供する。 

◎地域の方がいつでも気軽に集える場として「みんなのカフェ」を運営しランチコーナー、ソフト 

ドリンクコーナーを設ける。 

◎街なかの地産地消を提供する「みんなのマルシェ」として野菜・日用雑貨等を委託販売する。 

◎健康づくりや生活の支援サービスを提供するための「いきいき健康サロン」を開催し、百歳体操 

や高齢者のためのミニディサービスの実施や、生活支援サービスの取次をする。 

◎高齢者や子ども達を主にした交流拠点として「ふれあいお元気サロン」を開催する。そこでは趣 

味や娯楽を楽しむための場の提供や、まんが図書館を配置する。 

 

② 子育て支援機能の強化 

放課後に家で子ども達を見ることができない世帯を対象にした学童保育の委託事業を中心に、子

ども達の安全・安心な生活をサポートし、子育て支援サービスの強化を目指す。 

 

③ 支え合い機能の強化 

生活支援を必要とする高齢者宅を訪問し、掃除や洗濯、買い物、草むしり等の家事支援や通院介

助も視野に入れた、エプロンサービス事業、福祉施設等における窓口受付業務やシーツ交換支援等

の有償ボランティア活動を活発化し、生活支援サービスの向上を目指す。 
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エプロンサービスの仕組み 

 

 

「エプロンサービス」ご利用について 

 

『しくみと流れ』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 高齢者の外出支援の強化 

デマンド交通バスのオペレーションセンターとしての機能を充実し、高齢者の外出支援をサポー

トする他、運転手の方と連携し、高齢者の見守りに繋げる。 

 

⑤ 働き方改革の実践 

職員の処遇改善等を行い、働き方全般の改革を推し進め、やりがいと誇りの持てる職場を目指す。 

 

次年度の目標として、今年度から実施したエプロンサービス事業を充実させるため、エプロンサービ

スを利用したい方と、サービスを提供するサポーターのマッチングが課題として挙げられます。利用し

たい方のマナーの改善や、サポーターのなり手の発掘をするために更なる啓発活動に努めていきたいと

思います。 

利用者 アルカディアもがみ 

で登録 

チケットを購入 支援を受ける 

受けたらチケットを

サポーターに渡す 
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「地方創生」から「持続可能な地域社会デザイン」へ 
 

天野 浩史

大正大学 地域構想研究所 藤枝支局 

 

立ち上げから一貫してデジタル・ICT を藤枝市の強みとして捉え、それに関連した教育・人材育成を

中核事業として位置付け、支局を運営してきた。４期目を迎えた今年度は、昨年度から始まった「藤枝

市未来型人材育成プロジェクト」に引き続きアドバイザーとして関わり、カリキュラム設計、プログラ

ム開発、受講生の支援に取り組んだ。加えて、今年度は地域人材育成や持続可能な社会デザインという

テーマで講師、アドバイザーとしてお招きいただいた。 

 

１．藤枝市未来型人材育成プロジェクトへの参画 

 

藤枝市未来型人材育成プロジェクトは、藤枝 ICT コンソーシアムが主催する事業であり、ICT のスキ

ルや能力を高め、仕事をしたい求職者に学びの機会を提供し、人材を求める企業とのマッチングを進め

るプロジェクトである。藤枝支局として今年度も引き続きプロジェクトに参画し、昨年度の課題である

受講者にあった段階的なカリキュラムの設計を筆者が担当した。「未来型ワークゼミ」という名称で、「ス

キル＆キャリアアップコース」、「ワーキングママコース」、「学生コース」の３コースを設置し、修了要

件や科目設定をリニューアルした。夏前に募集を開始し、８月20日から９月３日の間に複数日にかけて

開講式を実施し、31名のゼミ生が受講している。 

開講式以降、受講生はオンデマンド動画の受講、専用 SNSを通じた内省・気づきの共有、講師や受講

生同士の交流を行いながら、中間演習に取り組んだ。最後には修了課題を提出し、評価を受けた上で修

了証が授与されるプログラムになっている。なお、筆者が主担当をしている「ワーキングママコース」、

「学生コース」は、藤枝市の事業者（自動車販売会社）から販売・ブランディングに関する課題をいた

だき、講座で学んだ知識を活用しながら、企画を提案することを修了課題としている。現在提出期間中

であるが、すでに提出された課題を確認すると、初めてマーケティングの学んだ主婦の方も学んだフレ

ームワークを用い、企業の実際のニーズを丁寧に踏まえた企画を作り上げていることに驚いた。経験学

習における実践機会は、学び直しの貴重な学習資源であり、同時に地域の事業者にとって意義ある知見

へと変換する機会となっているといえる。 
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リカレント教育やリスキリングなど、社会人の学び直しのニーズに地域や大学としても応えなければ

ならない中、実践的学びと課題解決の両立は重要な探究課題である。その精度をより高める設計に引き

続き取り組みつつ、こういった知見を学術的な観点からも分析することを今後課題としたい。 

 

２．「地域人材育成」「持続可能な社会づくり」をテーマとした講師・アドバイザー業務 

 

今年度は、地域人材育成というテーマで講師の依頼もいただいた。なかでも印象的な依頼が、12月11

日に行われた浄土真宗本願寺派西本願寺東京教区教務所主催の教区の集い「参加型シンポジウム－オン

ラインの時代におけるコンテンツ作り」である。静岡市内にある教覚寺のご縁から生まれた依頼で、今

後の寺院と若者がともにまちをつくるという視点での話題提供、ワークショップの進行を行った。本研

究所も BSR（Buddhist Social Responsibility：仏教者の社会的責任）推進センターにて寺院と地域社

会のあり方を研究しているが、こういった寺院、僧侶の地域社会における役割や責任を模索する蠢きを

体感した。 

また、静岡県内に本社を置く企業の ESG推進プロジェクトのアドバイザーに就任し、地域における未

来を見越した中小企業のあり方について検討、提案を行った。未来型人材育成プロジェクトに限らず、

こういった地域人材育成、持続可能な地域社会デザインという観点から地域や企業のニーズに応えてい

くことが多い一年だった。 

 

３．今後について 

 

今年度は藤枝市第６次総合計画が策定され、ウィズコロナを見越した新たなまちづくりの方向性が示

された。そこでは藤枝版ローカル SDGsが示され、持続可能な地域づくりに向けた目標・視点も設定され

た。地方創生だけではなく、持続可能な地域づくりへと地方都市の重点課題は移行しつつあるように思

う。地域のニーズや市民の期待を受け取りながら、地域人材育成、持続可能な地域社会デザインのプロ

ジェクト等に積極的に取り組んでいきたい。 
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地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」経過報告 

（2021年度淡路支局活動報告） 
 

山中 昌幸 

大正大学 地域構想研究所 淡路支局 

 

１．2021年度の活動目的・背景 
 

本学と淡路島の北部に位置する兵庫県淡路市は2019年10月に包括連携協定を結び、2019年度より

本学の地域創生学部の一年生７名が地域実習を開始した。2020年４月に地域構想研究所の淡路支局

を設立すると同時に、大学発地域ベンチャーとして(株)次世代共創企画を新たに事業化した。支局

長と代表を筆者が兼任し、研究成果の社会実装に向けて協働しながら活動を始めた。 

設立１年目の2020年度は、淡路島が古事記に記載される「日本で最初に生まれた島」であること

に着目し、国はじまりの淡路島を「島まるごとラボ」と見立てる構想を発案し、「淡路ラボ」を設立

した。具体的には、地域ひいては世界の未来づくりに資する新規事業開発などに挑戦する事業者と

その担い手である若手社会人や学生など若者を繋ぎプロジェクトを創出・支援するプラットフォー

ムである。その事務局を淡路支局と(株)次世代共創企画の共同で運営している（図参照）。 

活動１年目の成果は、大阪・関西万博の共創パートナーとしての兵庫県初の認可と、淡路ラボ推

進事務局における全国各地からの大学生インターン獲得、の２点である。その一方で、全国のモデ

ルとなる共創プロジェクトの創出不足、共創を促進できるコーディネーターの発掘と育成、共創を

促進する場の仕組み作り、等の課題点も明確になった。 

そこで、2021年度は目標を３点設定した。 

【目標１】発信力の強化：ホームページをオウンドメディア化し、定期的な発信を行う仕組みづくり 

【目標２】コーディネーター育成と講座開講：学生共創コーディネーターの育成、他団体連携によ

るコーディネート機能の補完、コーディネーター講座の開講によるコーディネーターの育成 

【目標３】運営資金の獲得：企業版ふるさと納税の推進、独自の収益モデル確立のために、コーデ

ィネート費を安定的に得る仕組みづくり 

 

（淡路ラボ概要図） 
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２．2021年度の活動内容 

 

淡路ラボでは2025年大阪・関西万博までにプロジェクトを100件創出することを目指し、さらに淡

路島全体をサテライト会場として100のプロジェクトを紹介する「裏万博」の開催を目指している。

多様な人、事業者、地域と共創し、2年間で30件近くのプロジェクトを創出した。（表１参照） 

以下にて、2021年度の目標に対する活動内容を記載する。前述①発信力の強化については、ホー

ムページのオウンドメディア化ではなく、SNS 強化が学生募集により効果的と判断し、ツイッターや

インスタグラムでの発信の強化、および YouTubeのコンテンツ強化を行った。結果として登録者が合

わせて1,000人近く増加した。また、地域で活動している同年代のロールモデルを探している学生も

多いことから、メンバー一人ひとりが発信、総合的に SNSでの発信力を向上した。②コーディネータ

ー育成と講座開講については、２人の学生インターンがコーディネートの主戦力となるまで、成長

を遂げた。自団体でノウハウ・経験をためることを優先し、連携は保留とした。加えて、市との連

携によりコーディネーター増強のため、地域おこし協力隊が1人配属となった。また淡路ラボ内での

ノウハウの蓄積を優先したほうが良いと判断し、コーディネーター養成講座の開講は当分保留とし

た。③運営資金の獲得については、企業版ふるさと納税はコロナ禍により保留としたが、事業者か

らコーディネート費を正規価格にて2期7事業者から収益を得られるようになった点は成果と考えら

れる。 

 

これまでの主なプロジェクト一覧（表１） 

 名称 目次 協働団体（者） 

1 
淡路 VR ステーション 

プロジェクト 

淡路の魅力的な風景等を VR(virtual 

reality)撮影し、定期的に YouTube チャンネ

「淡路ラボ」で配信中。「家にいながらも淡

路島を疑似体験してほしい！」との思いで

運営中。 

スポーツステイ淡路島 

大畑渉（京都産業大学学生） 

(株)明成孝橋美術 

NPO 法人島くらし淡路等 

2 
大正大学×淡路市 

共生プロジェクト 

都会に住む人が癒されるために、淡路島で

の地域資源であるお花のハーブティーや、

都市に住む人が手軽に野菜をとれるよう

に、市場に出せない野菜を活用した野菜ス

ムージーを開発しアンテナショップで販売す

るフードロス対策など、都市と淡路市の共

生を目指している。 

北條規（本学地域構想研究所教授） 

高柳直哉（本学地域創生学部専任

講師） 

淡路市等 

3 
淡路島と世界を繋ぐ 

プロジェクト 

世界に「Awaji」をプロモーションし、自分で

自分の心と体を整える「セルフ・エンパワー

メント」の考え方や力を身に付ける活動を

推進する。今年度は在日外国人向けのモ

ニターツアーや、オンラインツアーを実施す

る予定。 

(株)シマトワークス 

淡路市等 

4 
渦潮を世界遺産にする 

プロジェクト 

渦潮を世界遺産にするための活動の一環

であるイベントに地元高校生らがコンテンツ

を企画から考え運営を行う。 

兵庫県立洲本実業高校 

渦潮を世界遺産にする市民の会 

5 千年一プロジェクト 
日本酒の造り酒屋の酒蔵も活用したブラン

ディングおよびマーケティング 
千年一酒造 
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３．2021年度の活動の成果と課題 

 

2021年度の成果は、主に３点あげられる。 

【成果１】コンセプトの明確化による島内での認知向上：淡路島内事業者からの相談件数が増加し

た（週２～３件程）。また地域の金融機関からの紹介も増えていった。この結果より、若者と新規

事業開発をするのであれば「淡路ラボ」の認知が拡大してきていると考えられる。 

【成果２】メディアへの掲載：兵庫県最大発行部数を誇る神戸新聞の一面にて、淡路ラボのコーデ

ィネートで全国から学生が地域に飛び込んでいる現状を取り上げられた。さらに朝日新聞の全国

版一面でも、裏万博構想が紹介された。 

【成果３】インターンシップ説明会の単独開催：2022年２月開始の長期インターンシップ説明会を

初めて単独開催し、全国の学生が80人近く集まった（下図参照）。20年近く実践型インターンシッ

プに携わった経験から、地方単独開催でこれだけ集まったのは全国最多ではないかと思われる。 

一方で、課題も浮き彫りとなった。 

【課題１】資金調達の必要性：100件のプロジェクトの創出・支援を踏まえ、一つのプロジェクトの

推進力を担保するにあたり100万円で積算すると、計１億円の活動資金が必要となったが確保の目

途が立っていない。 

【課題２】推進事務局の持続可能化：現在、学生や地域おこし協力隊を中心としたメンバーで推進

事務局を運営しているため、募集から引き継ぎを含めた推進事務局の持続可能化が大事になる。 

【課題３】運営事務局の学生メンバーや各プロジェクトのインターンシップ生の住居確保：大学の

長期休暇を中心に20～30人が来島するが、全体的に住宅数が不足しているため、シェアハウスな

ど住居の確保が求められている。 
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４．2022年度について 

 

2022年度の目標として、地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」の発展および持続化確立を目指

す。以下３点を挙げる。 

【目標１】若手社会人の巻き込み創出：働く価値観が変容したことで、若年層の社会人も淡路ラボ

と関わるニーズが急増していると考えられる。ついては、若年層の社会人も兼業・副業インター

ン等で関わる機会を創出し、学生と若手社会人が協働・共創してより新しい価値を淡路ラボから

生み出していきたい。 

【目標２】資金調達：コロナ禍で保留していた企業版ふるさと納税の活用を本格的に始動したい。

淡路市とのより強固な連携、また大手企業のスポンサー獲得を目指して、まずはその資金調達で

学生の住居確保を推進していきたい。 

【目標３】推進事務局の運営の持続可能化：推進事務局の学生メンバーの引継ぎ、業務フローの整

備、活動資金確保のための収益モデルづくりなどを行うことで、淡路ラボの推進事務局の運営の

持続可能化を図りたい。 

これらを３年目の2022年度の淡路支局の活動目標として、地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」

を推進することで、今後も大正大学の地域支局として地域創生の新たなモデルづくりを進めていき

たい。 
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関係人口・SDGs・人材育成、そして新時代へ 
 

鈴江 省吾 

大正大学 地域構想研究所 阿南支局 

 

・はじめに 

 

四国最東端に位置する徳島県阿南市は、地域構想研究所が開設された翌年（2015）に大正大学と包括

連携協定を締結して地域連携コンソーシアムに加盟。そのキックオフとして養老孟司先生を招いて開催

した「あなん未来シンポジウム」が懐かしく思い起こされる。あれから７年、日本の縮図とも言えるこ

の阿南市の海・山・川・街・産業・生活を持続的に発展させるためにどうすればいいか・・・あなん未

来会議など大学との様々な連携事業の中で未来を議論し、地域創生学部実習では５年間で57人の学生が

市民と交流を深めながら地域や自身の課題を解決する力を身につけてきた。2017年に阿南支局が開設さ

れてからは私自身が連携事業や実習の担い手となり、学生・大学・行政・地域の多彩な人たちと協働し

て様々なプログラムに取り組んでいる。毎回、突然の訪問で驚かされるが、「里帰りです！」と支局にや

ってくる実習生や卒業生も増え、とても嬉しい瞬間である。 

2021年、阿南市では第２期「まち・ひと・しごと創生戦略」や2028年を目途とする総合計画「咲かせ

よう夢・未来計画」を策定し、持続可能なまちづくりの実現を目指して新たなスタートを切った。支局

もその動きに呼応して、本年度はそれらの計画に大きく盛り込まれた「関係人口」や「SDGs」の推進を

軸に活動を展開した。 

 

 

・地域との連携活動 

 

昨年に続いてコロナ禍に翻弄されたが、弾力的に計画を変更しつつ、大学の地域創生ソリューション

パートナー（株）すだっち阿南と一体となって様々な事業を展開した。主な活動を月別に振り返える。 

□４月 受託事業報告書を大学 HP に掲載。（株）すだっち阿南が事務局をサポートする（一社）グラン

フィットネス阿南観光協会に地域おこし協力隊員を１名受け入れ・・・関西の短期大学を卒業した20

才の女性（兵庫県出身）で、阿南の自然を生かしたアウトドア観光のインストラクターを目指してい

る。 

□５月 研究所メルマガ掲載（高校生ミライ新聞）。折り畳み自転車を活用した体験型ツアーを開催。 

□６月 ワクチン接種が本格化。阿南光高校と大学生の交流事業打ち合わせ。徳島大学のサイクルツー

リズム講座を受講。市受託事業の執行計画と関係人口について中島ゆき研究員とリモートで協議。 

□７月 市内高校生ボランティアとビーチクリーン活動。委員を務める城西高校神山校のコンソーシア

ム会議で高校生の活動発表を傍聴。小学生対象の SDGs ワークショップと無人島体験を実施。関係人口

アンケートについて市役所と協議。若者定住委員会と大学生との意見交換会について協議。 

134



□８月 全国的にデルタ株（第５波）が蔓延。河川や海岸のクリーン活動。研究所人材育成塾を市職員

とともに受講。公共交通と自転車を活用したサステナブルツアーを市と連携して試験的に開催。 

□９月 研究所メルマガ掲載（SUP、無人島体験）。大正大学 SDGs リモート講座受講。 

□10月 ポタリングツアー会社の視察、意見交換。地域創生学部１・２年生対象のリモート講義。吉井

小学校で出前講座を行う。伊島のサテライトオフィス会社と意見交換。 

□11月 大正大４年卒業研究のサポート（環境保全活動アンケートなど）。まちマルシェで受託事業の

SDGs カフェ開催。シティプロモーションについて市職員の意見交換会を支局で開催。 

□12月 研究所メルマガ掲載（SDGs カフェ)。四国の右下観光局のワーケーション事業に参画。県南キャ

ンパス事業申請。SDGs 推進イベント「ごっついあなん」開催。リモートによる高校生ミライ会議開催。 

□１月 地域人特集「スローサイクリング」の取材同行。高校生ミライ新聞の取材開始。 

□２月 コロナ第６波でほとんどのイベントが中止。SDGs パンフレット作成（市内での実践団体を取材）。 

□３月 地域創生学部実習（阿南人の取材、竹を使った SDGs プランター試作など）及び徳島県南キャン

パス事業をリモートで実施。高校生ミライ新聞を発行。 

 

 

・写真で振り返る代表事例 

 

□シティプロモーションをテーマに、企画部局や商工・農林・まちづくりなど異なる分野の市職員でワ

ークショップを開催。個々の職員がそれぞれ多彩なアイデアを持っていることに驚き、互いに連携す

るタスクフォースの必要性を感じた。 
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□リモートとなった高校生ミライ会議では、市内のイベントに参画するアイデアをグループで討議して

もらったが、「このメンバーでリアルに話がしたい！」と書き込んだ高校生のチャットが印象的だっ

た。 

 

 

 

□阿南市山間部（加茂谷）にある吉井小学校では、地域おこし協力隊員とともに都会の大学生が見た阿

南の魅力や加茂谷で始まった SUP やトレッキング、ポタリングの楽しさをスライドで紹介し、小学生

がタブレットで作ったポスターを題材に子どもたちと交流を深めた。 

 

 

  

 

 

 

高校生が楽しみながら阿南を盛り上げる 

企画を考えよう！ 
 

日時  12 月 19 日（日） 9:00〜    

リモート ZOOM （参加者は 8:30 から待機） 

参加 富西、富東、同羽ノ浦校、阿南光、阿南高専 

●インプット（事例発表） 

あなんまちマルシェ   坂東愛佳さん（阿南まちゼミの会）  

あなんそらマルシェ   木元靖博さん（そらマルシェ実行委員会） 

SUP RACE ANAN CUP 篠原好貴さん（サステナブル阿南） 

阿南で注目さ れている イ ベン ト の仕掛け人から 、 工夫・ 苦労・
成功のためのポイ ン ト ・ 展望や課題などを 教えても ら おう   

●討議→発表→ふりかえり→まとめ 

グループに分かれ、 それぞれ３ つのイ ベン ト から 一つ選んで、  

高校生が主体と なっ て参入する 楽し い企画を 考えてみよ う ！ 

高校生ミライ

会議 2021 

主催  阿南市 大正大学連携事業 

大正大学 地域構想研究所 関西/淡路支局長 
株式会社 次世代共創企画代表 NPO法人 JAE理事 

 
現在、 全国から 集まっ た多く のイ ンタ ーン生ら
多様なメ ンバーと 共創し て新し い未来を目指す
プロジェ ク ト 「 淡路ラ ボ」 を 展開中。  

フ ァ シリ テ ータ ー 
 山中昌幸（ 全体）  

大正大学地域創生学部学生 
（ グループ）  
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□SDGs カフェでは日本ミツバチの紅茶販売や自然に親しむキャンプ体験、生物多様性ワークショップな

ど、マルシェに訪れた多くの市民に楽しく SDGs を啓発することができた。 

 

 

 

・今後の活動方針 

 

コロナの終息を願いつつ、原点であるリアルな大学生や高校生、地元企業、市民の交流を再構築し、

大正大学の目指す地域創生・人材育成をこの阿南市において実現するため、地域構想研究所・各支局・

連携自治体と最新の情報を共有しながら新時代に向かって引き続き支局活動に取り組んで行きたい。 
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